
 

15.提案主
体名

19.地域再
生構想の名

称

a.地域
再生構
想管理
番号

b.支援措置
提案事項管

理番号

c.管理
コード

27.地域再生の
ための支援措
置に係る提案

事項
（事項名）

28.地域再生のための支援措置に係
る提案事項の内容 31.具体的事業の実施内容 32.提案理由

37.提案事項に関連す
る法令、告示、通達等

の定め
38.制度等の現状

39.措置等
の分類

40.措置
等の方

法
41.措置等の概要（対応策）

44.地域再生推進室から
各府省庁への再検討要
請

45.「措置等
の分類」の
見直し

46.「措
置等の
方法」
の見直
し

47.再検討要請に対する各府省庁から
の回答

只見町
国庫補助取
得財産の有
効活用

1314 1314010 070010

国庫補助事業
施設の民間へ
の貸し出し、統
合化による空き
校舎の再利用

民間企業への貸し出し、統合中学
校化による空き校舎の再利用を図
る。

民間企業への貸し出し、統合中学校
化による空き校舎の再利用を図る。

国庫補助事業で整備した施設に
ついては、処分制限期間内での
目的外使用、貸し出し、譲渡は
できないこととなっている

補助金等に係る予算
の執行の適正化に関
する法律第22条、同
施行令第13条及び第
14条

　補助事業等により取得し、又は効用の
増加した政令で定められている財産（不
動産等）は、各省各庁の長の承認を受け
ないで補助金等の交付の目的に反して使
用、譲渡、貸し付け等をすることはでき
ない。
　ただし、補助事業等の完了により相当
の収益が生じること等により補助金等の
全部に相当する金額を国に納付した場
合、及び各省各庁の長が定める期間を経
過した場合は、この限りでない。

6

　本件は、統廃合等により廃校となった学
校施設の有効活用という個別具体的な要望
なので、補助金交付官庁の運用の問題とし
て処理されるべきものである。

広島県

行政サービ
スの民間開
放による地
域の新たな
ビジネス機
会等の創出

2042 2042050 070020
公営住宅等に
係るＰＦＩ事
業の推進

ＰＦＩ方式により整備する施設の
国庫補助対象事業について，国庫
債務負担行為の措置を講じるとと
もに，買取りにあたり分割支払い
を可能とすること

ＰＦＩ事業により公営住宅等をＢＴ
Ｏ方式で実施。買取りは数年にわた
り分割して支払う。

ＢＴＯ方式により整備する施設
について，一括して買い取る場
合，国庫補助予算確保の担保が
取れないこと，また，一時期に
多額の財源が必要となることか
ら，事業の安定性等が保てな
い。

6

補助金の交付の可否は、事業を所管する各
省庁からの要求をもとに個別の各事業分野
ごとに判断されるべき問題であり、一義的
には各省庁において対応すべきものと考え
る。

広島県

行政サービ
スの民間開
放による地
域の新たな
ビジネス機
会等の創出

2042 2042060 070030 ＰＦＩの積極
的活用の推進

・国庫補助事業をＰＦＩ事業とし
て実施するに当たり，その手法の
如何を問わず，従来の場合と同様
の財政支援策を講じること。
・また，特定の用途に限定された
公共施設用地として国庫補助事業
で取得した土地にその補助の目的
外の民間収益施設を合築すること
が可能とすること。

公共施設等の整備等について，ＰＦ
Ｉ方式の円滑な導入及び最も効果
的・効率的なＰＦＩ事業手法の採用
を可能にするため，
①ＢＴＯ等の手法を問わず採用可能
な国庫補助事業とする。
②公共施設と民間収益施設の複合施
設を設置可能とする。
ことにより，一層の民間活用の推進
を図る。

従来方式とＰＦＩ方式，また，
ＰＦＩ方式においてもＢＴＯと
ＢＯＴなどの手法の如何によ
り，国庫補助金等の国の支援措
置が異なる。
また，国庫補助事業として取得
した土地に民間の収益施設を建
設する場合には補助金を返還す
ることとなる。

補助金等に係る予算
の執行の適正化に関
する法律第22条、同
法施行令第13条及び
第14条

　補助事業等により取得し、又は効用の
増加した政令で定められている財産（不
動産等）は、各省庁の長の承認を受けな
いで補助金等の交付の目的に反して使
用、譲渡、貸し付け等をすることはでき
ない。
　ただし、補助事業の完了により相当の
収益が生じること等により補助金等の全
部に相当する金額を国に納付した場合、
及び各省庁の長が定める期を経過した場
合には、この限りでない。

6

　補助金の交付の可否は、事業を所管する
各省庁からの要求をもとに個別の各事業分
野ごとに判断されるべき問題であり、一義
的には各省庁において対応すべきものと考
える。
　また、補助目的外の民間収容施設の合築
については、補助金交付官庁の運用の問題
として処理されるべきものである。

茨城県

茨城グリー
ンふるさと
交流圏魅力
アップ・プ
ロジェクト

1272 1272040 070040
廃校利用主体
の民間参入と
税制優遇

・市町村が交流拠点施設として廃
校を改修する際，財源確保のため
リニューアル債を措置するととも
に，償還金を地方交付税に算入
・改修した廃校の運営については
ＮＰＯ等へアウトソーシングし，
都市農村交流事業の拠点施設とし
て活用
・ＮＰＯが事業運営主体となり，
民間（地域住民・地域企業）から
運営資金等の財政的な支援を受け
た場合の優遇税制措置

・ＮＰＯ等に対して，廃校を野外活
動の拠点施設やコミュニティ・ビジ
ネス活動の拠点施設として開放する
ことにより，体験活動を指導する地
域の人材活用や地域特産物の活用が
図られ，地域雇用の創出や経済的な
効果が得られる。
・また，ＮＰＯが事業運営する場合
には，認定ＮＰＯ法人とみなして，
税法上の特典を与えることにより，
民間からの寄付を集め易くなり，円
滑な事業活動が促進される。

・特に当該地域の過疎町村にお
いては，学校の統合による廃校
が散在し，施設の有効活用が課
題となっている。このため，交
流活動拠点として，施設の有効
活用を図り，建設コストの節約
と，地方債の発行対象の拡大等
により，財政負担を軽減し，拠
点整備を促進するものである。
また，事業運営主体のＮＰＯへ
の寄附の促進を図り，ＮＰＯの
活動を支援するものである。

・（適化法につい
て）
　補助事業等により
取得し、又は効用の
増加した政令で定め
られている財産（不
動産等）は、各省各
庁の長の承認を受け
ないで補助金等の交
付の目的に反して使
用、譲渡、貸し付け
等をすることはでき
ない。
　ただし、補助事業
等の完了により相当
の収益が生じること
等により補助金等の
全部に相当する金額
を国に納付した場
合、及び各省各庁の
長が定める期間を経
過した場合は、この
限りでない。
・租税特別措置法 41
の19、66の11の2
租税特別措置法施行
令 39の22の2

ＮＰＯ法人のうち一定の要件を満たすも
のとして国税庁長官の認定を受けたもの
（認定ＮＰＯ法人）に対する寄附金は、
寄附金控除等の優遇措置の対象とされ
る。

・6
・3:対応
は不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

・（交付税）
交付税に算入するか否かについては一義的
には総務省から答えるべきもの
（適化法）
　本件は、統廃合等により廃校となった学
校施設の有効活用という個別具体的な要望
なので、補助金交付官庁の運用の問題とし
て処理されるべきものである。
・3:対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

相模原市 新都市農業
推進計画

1160 1160030 070050

アウトソーシ
ングによる新
規参入促進と
農地活用のた
めの第3セク
ターの株式会
社による農地
取得の際の租
税特別法の適
用
（民間開放）

農業施策のアウトソーシングを実
施するため、新都市農業推進計画
の推進母体である第3セクターの株
式会社が、研修用農地を取得する
場合に、地方公共団体が行う公有
地の確保と同等の譲渡所得に対す
る特別控除を適用する。

農業分野にチャレンジする若者等の
掘り起こしを行い、農業技術と経営
感覚に優れたプロとしての農業者を
育成するため、新都市農業推進計画
の推進母体である第3セクターの株式
会社が未利用農地の権利取得を行
い、研修用地としての活用を図る。
・アグリセンター事業
・ヤングファーマー・インキュベー
ト
　事業

研修用農地の取得による農業の
インキュベーションを行うため
には、未利用農地の地権者の理
解と積極的な協力を得る必要が
あるが、第3セクターの株式会社
が農地を取得する場合も、市の
公共用用地の取得と同様の扱い
とすることにより、地権者の協
力も得やすくなり、事業の円滑
な実施が図れる。

租税特別措置法第34
条の２②四

個人の有する土地等が公拡法の協議に基
づき地方公共団体等に買い取られる場
合、一定の要件のもとその譲渡益から
1500万円の特別控除を差し引きことがで
きる。

3：対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

3：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの
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札幌市
交流と創造
の空間・活
動づくり

1258 1258050 070060

PFI事業を推進
するための税
制措置，補助
金の弾力的適
用

PFI事業として公共施設等の整備を
行う場合の補助金交付や，税制措
置について，地方公共団体等が自
ら事業を実施する場合とイコール
フッティングを図る。

PFI事業についても非課税措置がなさ
れたり，BOT方式，BTO方式に関わら
ず補助金が交付されることによっ
て，PFI事業が一層推進され，行政
サービスの民間開放が促進される。

現行の制度では，課税措置を避
けたり，補助金の交付を受けや
すくするために，BTO方式のPFI
を採用するケースが多くなりが
ちであり，所有も含めた民間開
放に結びつきにくい。

法人税法第４条

登録免許税法第2条、
第4条

　株式会社などの内国法人は法人税を納
める義務がある。
　地方公共団体などの公共法人は法人税
を納める義務がない。
　登録免許税は、国による登記、登録、
免許等を課税対象に、登記等を受ける者
に対して課税するもの。なお、地方公共
団体などの公共法人が受ける登記等につ
いては、登録免許税を課さない。

・６
・３：対
応は不可

能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

・補助金の交付の可否は、事業を所管する
各省庁からの要求をもとに個別の各事業分
野ごとに判断されるべき問題であり、一義
的には各省庁において対応すべきものと考
える。
・３：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

稚内市

地球環境に
貢献する国
際交流都市
の形成

1327 1327110 070070
自由貿易地域
の指定拡大

自由貿易地域の指定により、サハ
リン州との貿易を促進する。

サハリン大陸棚石油・天然ガス開発
事業やインフラ整備等により稚内港
を中継基地とした貨物の輸出入が増
加している。フリートレードゾーン
の設定によるサハリン州と我が国と
の人や物の自由な往来は「サハリン
プロジェクト支援基地化」に大きな
弾みとなるものである。当市が目指
す国際交流都市の形成に資するもの
であり、地域経済の活性化や地域雇
用の創出に繋がるものである。

ロシア連邦では、サハリン州を
自由貿易地域に指定する構想を
もっており、至近に位置する稚
内港におけるフリートレード
ゾーンの設定はサハリン州と我
が国との人や物の自由な往来を
可能とする新たな「自由貿易
圏」を形成し、地域経済の活性
化、地域雇用の創出に繋がるも
のである。

6 自由貿易地域の指定は当省の所管外である

豊川市、
ＴＭＯ、
豊川地区商
業観光活性
化委員会

万博と地道
なまちづく
りによる豊
川稲荷門前
町観光商業
活性化

1301 1301050 070080 補助事業施設
の目的外利用

　補助事業により整備した公共施
設を中心市街地の活性化に資する
店舗等に使用するため、期間限定
で民間に柔軟に貸し付けができる
ように、補助金等の適正化法にお
ける目的外使用に係る各省庁の承
認事項についての規制緩和又は市
町村への権限の委譲を行っていた
だきたい。

　駐車場、自由通路、駅前広場等と
して整備した施設を民間商業者に店
舗用地として貸し付ける。
　賑わいが創出され、中心市街地の
活性化に寄与する。

　当該地区の公共施設は、門前
町独特の特性から、月別の駐車
需要に偏りがあり、閑散期に
あっては、ただの空地となり、
中心市街地のイメージを損ねて
しまうため、期間限定的に商業
用地として民間に貸し出し、賑
わいを創出する必要があるた
め。

補助金等に係る予算
の執行の適正化に関
する法律第22条、同
施行令第13条及び第
14条

　補助事業等により取得し、又は効用の
増加した政令で定められている財産（不
動産等）は、各省各庁の長の承認を受け
ないで補助金等の交付の目的に反して使
用、譲渡、貸し付け等をすることはでき
ない。
　ただし、補助事業等の完了により相当
の収益が生じること等により補助金等の
全部に相当する金額を国に納付した場
合、及び各省各庁の長が定める期間を経
過した場合は、この限りでない。

6

　本件は、駐車場、自由通路、駅前広場等
として整備した施設の有効活用という個別
具体的な要望なので、補助金交付官庁の運
用の問題として処理されるべきものであ
る。

提案者は、補助金適化法
上、各省庁の承認権限を
市町村に移譲することを
要望しており、これについ
て検討し回答されたい。

3

　補助金により取得された財産の処分等の
制限は、補助金が、国会の議決を経て、国
民の税金等貴重な財源による国費を特定
の行政目的達成のために支出されているも
のであることに鑑み、補助事業者が補助金
により取得された財産を補助目的どおりに
使用し、補助目的の達成が図られるよう、
設けられているものである。
　したがって、補助事業者のみの判断をもっ
て補助目的外の処分を認めることは適当で
はない。
　なお、補助金等適正化法及び同施行令
上、補助金により取得された財産であって
も、耐用年数等を勘案して各省各庁の長が
個々の補助金の内容、目的に応じて合理
的に定める期間が経過した場合には,自由
に処分できることとされているほか、当該財
産取得後の事情の変更等により転用するこ
との合理性がある場合には、各省各庁の長
の承認を受けることにより、補助目的外に
転用することは可能である。

富岡町

電源地域の
再生計画
（電源交付
金の町村に
おける一般
財源化）

1151 1151010 070090
電源交付金制
度の見直し

交付金制度を見直し、電源立地地
方の独自の一般財源化とする。 使途のない財源として定額交付 ２２から２４に同じ

電源開発促進税法第
１条
発電用施設周辺地域
整備法第７条、第１０
条
電源開発促進対策特
別会計法第１条第２項

電源三法交付金は、発電用施設の設置及
び運転の円滑化を目的として、電源地域の
地方公共団体が実施する各種事業の費用
に充てるため交付されるものである。２００３
年１０月には、複数あった交付金を統合し
て、交付手続きの簡素化を図るとともに、交
付対象事業を大幅に拡充したため、地方公
共団体は実施する事業を幅広く選択するこ
とが可能となっている。

5

２００３年１０月に電源三法交付金制度を見直
し、従来の主な交付金を統合した電源立地地
域対策交付金を新設。当該交付金の交付対象
事業として、従来の交付金の対象事業に加
え、大幅な対象事業の追加を行っており、一般
財源化を図らずとも、地方公共団体が実施を
望む事業は十二分に実施できる内容となって
いる。

 

白沢村
花実の里
「福舞里」
プラン

1035 1035060 070100 税法に関する
権限の移譲

一定期間の所得税、地方税、法人
税を減免する。

新規立ち上げ法人（株式会社）の経
営基盤確立。

現行法では、株式会社等を設立
した場合、所得税、地方税、法
人税等の納税義務が生じるた
め、利益が見込める一定期間の
減免措置を講じることで、投資
効果の拡大を図る。

租税特別措置法第61
条の２、第61条の３

　特定農業法人が、農用地について特定
農用地利用規程の定めるところに従い利
用権の設定等又は農作業の委託を受ける
ために要する費用に充てるため、農業収
入の９％相当額以下の金額を準備金とし
て積み立てたときは、その積立額の損金
算入を認める。

 農用地利用集積準備金を積み立てている
特定農業法人が、準備金を取り崩して農
用地又は農業用機械等を取得した場合
に、圧縮記帳を認める。

３：対応
は不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

３：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの
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福島市
地域遊休資
源高付加価
値化計画

1121 1121010 070110

市がりんご
酢・柿酢を開
発製造するこ
とによる地域
再生の実現

　地域資源であるりんご・柿の高
付加価値化を図るため、りんご
酢・柿酢を開発製造するため、市
が製造する場合に限り、酒税法に
かかわる酒類の製造免許を必要と
しない。

　遊休バイオマス果樹資源の健康酢
転換事業により、遊休バイオマス資
源のりんご・柿を活用して健康酢を
製造し、りんご・柿の地域イメージ
アップ食品並びに健康増進食品とし
て開発製品化する。
　このことにより、地域経済の活性
化と雇用の拡大を行う。

近年の果実価格の低迷と度重な
る災害そして景気の低迷は果樹
農家に深刻な打撃を与えてい
る。これまで見過ごされてきた
果樹バイオマス資源を活用し
て、果樹産業産品のジュース、
缶詰、干し柿に加え、付加価値
の高い健康食品として「りんご
酢・柿酢」の開発製品化を行う
ことにより、イメージアップを
図る。

酒税法第8条

〇もろみを製造しようとする者は、その
製造場の所在地の所轄税務署長の免許を
受けなければならない。

（注）醸造酢を製造する場合、「酢」は
酒類でないことから、酒類の製造免許は
不要であり、もろみの製造免許（酒税法
第8条）を取得すれば足りる。

3 ー

　酢を製造する場合には、その製造過程に
おいてもろみ（原料にアルコール発酵させ
る手段を講じたもの）を製造する必要があ
るが、もろみは容易に酒類となり得ること
から、酒税法では、もろみの製造について
も免許制を採用しているものであり、
「市」が酢の製造事業を行う場合であって
も、民間事業者の場合と同様に免許を取得
して頂く必要がある。
　なお、提案のように「市」が製造を行う
のであれば、免許の取得が困難とは考えに
くい。

要望を実現するにはど
うすればいいか再度検
討されたい。

3

３：対応は不可能
　醸造酢を製造する場合、もろみの製造
免許（酒税法第8条）を取得すれば足り
るが、提案のように「市」が製造を行う
のであれば、免許の取得が困難とは考え
にくい。

（注）「酢」は酒類でないことから、酒
類の製造免許（酒税法第7条）は不要。

只見町
山里の名水
活用による
酒づくり

1330 1330010 070120 産業振興と雇
用の促進

最低数量の緩和により、参入を簡
易にする。

地元酒造会社の設立 現行酒税法では、製造最低基準
量が定まっている。

酒税法第7条第2項

〇酒類を製造しようとする者は、製造しようとする
酒類の種類別に、その製造場の所在地の所轄税務署
長の免許を受けなければならない。酒類の製造免許
は、一年間の酒類の製造見込数量が次に掲げる数量
に達しない場合には、受けることができない。
　一　清酒　六十キロリットル
　二　合成清酒　六十キロリットル
　三　しようちゆう甲類　六十キロリットル
　四　しようちゆう乙類　十キロリットル
　五　みりん　十キロリットル
　六　ビール　六十キロリットル
　七　果実酒類　六キロリットル
　八　ウイスキー類　六キロリットル
　九　スピリッツ類　六キロリットル
　十　リキュール類　六キロリットル
　十一　雑酒　六キロリットル

7 － －

静岡県 静岡政令県
構想

1325 1325920 070130 徴税事務の一
元化

  納税者の利便性の向上や事務の
効率化を図るため、徴税事務を一
元化する。
  第一段階として県税と市町村税
の地方税を県レベルで一元化し、
その後、国税の徴税事務を政令県
の事務として移譲する。

・現在、国・都道府県・市町村でそ
れぞれ行われている徴税事務を地方
レベルで一元化することとし、その
前段として、まず地方税（県税・市
町村税）の徴税事務を政令県におい
て一元化する。
・徴税事務を地方レベルで一元化す
ることにより、徴税事務の合理化・
コストダウン、国民・住民の納税の
利便性の向上、地域における税収と
サービス（負担と受益）の関係の明
示が図られる。

納税者の利便性向上や徴税事務
の効率化を図るため、行政権限
を可能な限り一元化し、総合的
に推進することが最も効率的・
効果的である。

（主なもの）
所得税法120、128、
法人税法74、77
消費税法45、49
等

国税に関する徴税事務については国（税
務署等）において行われている。

３：対応
は不可能

　国税については、経済取引の広域化・国
際化に対応し、全国的・世界的な規模での
所得等の把握、効率的な税務調査等を行
い、適正・公平な課税を実現していく必要
があるが、こうした観点からは、全国的な
組織による一元的な徴税事務の実施が不可
欠であって、一部の自治体に徴税事務を委
託することは適当ではない。
　なお、納税者の利便性向上や事務の効率
化との観点から、既に所得税と個人住民税
について税務行政運営上の協力を行うなど
の対応をしている。

提案の趣旨を踏まえ検討
されたい。

3

３：対応は不可能
　御提案の趣旨を踏まえて再度検討した結
果、国税については、経済取引の広域化・
国際化に対応し、全国的・世界的な規模で
の所得等の把握、効率的な税務調査等を
行い、適正・公平な課税を実現していく必要
があり、こうした観点から、全国的な組織に
よる一元的な徴税事務の実施が不可欠で
あって、一部の自治体に徴税事務を委託す
ることは適当ではない。
　なお、納税者の利便性向上や事務の効率
化との観点から、既に所得税と個人住民税
について税務行政運営上の協力を行うなど
の対応をしている。

足寄町
とかちペ
レット生産
組合

木質バイオ
マス燃焼機
器製造構想

1017 1017020 070140
関税率の引き
下げ 海外製品への関税率の引き下げ

ペレットストーブの部品類を輸入
し、廃校学校体育館で組立を行う。

ペレットストーブの普及を図る
ために、海外製品の価格の低減
が重要課題である。

6 当省は物資所管官庁ではない。
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相馬市

高齢化社会
に対応した
サービス供
給による地
域再生計画

1033 1033010 070150

国庫補助事業
により整備し
た施設の目的
外使用

国庫補助事業で整備された施設を
耐用年数を経過したかどうかに関
わらず、地域の判断で目的外使用
を認める。

地域内には、国庫補助事業で整備し
た様々な施設が存在している。それ
らを活動の拠点として利用する。

ある目的のために新たに、施設
をつくるのでは迅速な対応がで
きなくなるため、既存の施設の
全部あるいは一部を活用する。
そうすることによって、施設の
有効活用を図ることができると
ともに、迅速な事業展開が可能
になる。

補助金等に係る予算
の執行の適正化に関
する法律第22条、同
施行令第13条及び第
14条

　補助事業等により取得し、又は効用の
増加した政令で定められている財産（不
動産等）は、各省各庁の長の承認を受け
ないで補助金等の交付の目的に反して使
用、譲渡、貸し付け等をすることはでき
ない。
　ただし、補助事業等の完了により相当
の収益が生じること等により補助金等の
全部に相当する金額を国に納付した場
合、及び各省各庁の長が定める期間を経
過した場合は、この限りでない。

3

　補助金により取得された財産の処分等の
制限は、補助金が、国会の議決を経て、国
民の税金等貴重な財源による国費を特定の
行政目的達成のために支出されているもの
であることに鑑み、補助事業者が補助金に
より取得された財産を補助目的どおりに使
用し、補助目的の達成が図られるよう、設
けられているものである。
　したがって、補助事業者のみの判断を
もって補助目的外の処分を認めることは適
当ではない。
　なお、補助金等適正化法及び同施行令
上、補助金により取得された財産であって
も、耐用年数等を勘案して各省各庁の長が
定める期間が経過した場合には自由に処分
できることとされているほか、当該財産取
得後の事情の変更等により転用することの
合理性がある場合には、各省各庁の長の承
認を受けることにより、補助目的外に転用
することは可能である。

要望は、耐用年数を経過
したかどうかにかかわら
ず目的外使用を認めると
いうものであり、これにつ
いて検討し回答された
い。

3

  耐用年数等を勘案して各省各庁の長が
個々の補助金の内容、目的に応じて合理
的に定める期間においても、当該財産取得
後の事情の変更等により転用することの合
理性がある場合には、各省各庁の長の承
認を受けることにより、補助目的外に転用
することは可能である。
  なお、経済的使用価値のある補助財産を
補助事業者が自由に処分し得るとすること
は適当ではない。

福岡県
青少年科学
技術立県運
動

2138 2138030 070160
国有財産の使
用目的の拡大

国立大学研究室や国立試験研究施
設を活用したＮＰＯ法人等の活動
や学校教育における校外学習を推
進するために、目的外使用要件を
緩和する

大学教員等が小中高校の教育現場に
出向く出前講座と小中高校生を大学
等の施設に迎え入れる校外学習を有
機的に組み合わせるとともに、教員
等の積極的な参加を促しながら施策
の効果増大をはかる。

青少年科学技術立県運動の推進
のためには、国立研究施設や研
究員等の活用が不可欠である
が、一定の手続きが必要であ
り、そのための要件は欠かせな
い。また同様に、地域だけの取
り組みでは限界があることか
ら、国等の主催イベントの併催
や財政措置等の積極的な協力が
必要である。

補助金等に係る予算
の執行の適正化に関
する法律第22条、同
施行令第13条及び第
14条

　補助事業等により取得し、又は効用の
増加した政令で定められている財産（不
動産等）は、各省各庁の長の承認を受け
ないで補助金等の交付の目的に反して使
用、譲渡、貸し付け等をすることはでき
ない。
　ただし、補助事業等の完了により相当
の収益が生じること等により補助金等の
全部に相当する金額を国に納付した場
合、及び各省各庁の長が定める期間を経
過した場合は、この限りでない。

6

　本件は、国立大学研究室や国立試
験研究施設の有効活用という個別具
体的な要望なので、補助金交付官庁
の運用の問題として処理されるべき
ものである。

福岡市

公共空間を
活用した賑
わい創出構
想

2081 2081010 070170

国庫補助金に
より取得した
公有財産の使
用目的の拡大

福岡市が管理する公有財産同様
に、福岡市内にある国庫補助金に
より取得した公有財産について
も、簡易な手続きにより商業・文
化芸術活動の目的で使用できるよ
うにする

賑わいを創出する商業・文化芸術活
動

（商業活動の例）
　飲食（オープンカフェ等）、物販
（ワゴンショップ、市場等）、広告
など
（文化芸術活動の例）
　フィルムコミッション、ストリー
トパフォーマンス、パブリックアー
トなど

左記事業の実施のため国庫補助
金により取得した公有財産を使
用することが可能かどうか明確
になっていないため

補助金等に係る予算
の執行の適正化に関
する法律第22条、同
施行令第13条及び第
14条

　補助事業等により取得し、又は効用の
増加した政令で定められている財産（不
動産等）は、各省各庁の長の承認を受け
ないで補助金等の交付の目的に反して使
用、譲渡、貸し付け等をすることはでき
ない。
　ただし、補助事業等の完了により相当
の収益が生じること等により補助金等の
全部に相当する金額を国に納付した場
合、及び各省各庁の長が定める期間を経
過した場合は、この限りでない。

6

　本件は、道路、公園等の有効活用
という個別具体的な要望なので、補
助金交付官庁の運用の問題として処
理されるべきものである。
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北九州市

小倉都心・
門司港レト
ロ地区集客
活性化事業

2083 2083080 070180
既存の基盤施
設転・活用対
策

　国庫補助事業で整備された既存
基盤施設等を、本来の政策目的以
外の用途へ転・活用する場合に要
する取得整備事業費への措置

　国庫補助事業で整備された既存基
盤施設を、より公共性が高く、より
広範な受益波及が見込まれる他の用
途に転・活用する場合、その取得整
備事業費に支援措置を講じる。併せ
て、当初整備の際に充当した国庫補
助金の返還免除、地方債の繰上償還
免除を認める。
　これによって、国庫補助事業で整
備された既存基盤施設の有効活用を
図り、地域経済の活性化と地域雇用
の創造に資する。
　また、単独事業で整備した施設に
ついても、公共コストの削減につな
がるアウトソーシングを目的とする
施設の維持補修に係る全体事業費に
支援措置を講じる。
　これによって、転用や機能付加と
一体的に行われる老朽化更新全体に
ついて起債対象とすることにより、
老朽化した施設の維持レベルが向上
し、維持管理コストの低減が民間事
業者へのアウトソーシングのインセ
ンティブとなるため、参入意欲を刺
激しビジネスチャンスが拡大すると
ともに行政コストの削減につなが
る。

　国庫補助事業で整備された既
存基盤施設を他の用途に転・活
用する場合、その取得整備事業
費や、当初整備の際に充当した
国庫補助金の返還、地方債の繰
上償還が求められるため、費用
負担が大きい。
　また、老朽化した施設は日常
の維持管理に多額の費用を要す
るため、民間へのアウトソーシ
ングに際し民間事業者への引継
ぎが可能なレベルまでの老朽化
更新が必要であり、そのための
費用負担が大きい。

・補助金等に係る予
算の執行の適正化に
関する法律第22条、
同施行令第13条及び
第14条
・財政融資資金普通
地方長期資金等借用
証書特約条項第4条及
び第10条第1項
財政融資資金地方資
金管理事務処理細則
第56条及び第57条

・　補助事業等により取得し、又は効用の増
加した政令で定められている財産（不動産
等）は、各省各庁の長の承認を受けないで補
助金等の交付の目的に反して使用、譲渡、貸
し付け等をすることはできない。
　ただし、補助事業等の完了により相当の収
益が生じること等により補助金等の全部に相
当する金額を国に納付した場合、及び各省各
庁の長が定める期間を経過した場合は、この
限りでない。
・地方公共団体が財政融資資金地方資金の貸
付けを受けて取得した財産について処分行為
を行った場合は、債権管理上、当該処分財産
に見合う貸付債権金額の繰上償還を求めるこ
とが原則であるが、一定の要件に該当する場
合は、繰上償還を猶予することができること
となっている。

・6
・5

・　本件は、道路、公園等の有効活用とい
う個別具体的な要望なので、補助金交付官
庁の運用の問題として処理されるべきもの
である。
・財産処分について、当初の貸付け目的に
照らしての妥当性や形態を鑑みることなく
一律に繰上償還の猶予を認めることは困難
であるが、公用若しくは公共の用に供する
ため、又は住民福祉の向上に資するため、
財政融資資金により取得した財産等を所定
の用途以外に使用変更しようとする場合
で、やむを得ない理由があると認められる
場合は、現行の規定により対応可能であ
る。
なお、個別具体的なことについては、財務
局にご相談願いたい。

要望内容は実現できるの
か、確認されたい。

・6
・5

・
・-

・  本件に係る転用については、承認の判
断を行うこととされている国土交通省が対
応すべき問題である。
・財産処分について、当初の貸付け目的に
照らしての妥当性や形態を鑑みることなく
一律に繰上償還の猶予を認めることは困難
であるが、公用若しくは公共の用に供する
ため、又は住民福祉の向上に資するため、
財政融資資金により取得した財産等を所定
の用途以外に使用変更しようとする場合
で、やむを得ない理由があると認められる
場合は、現行の規定により対応可能であ
る。
なお、個別具体的なことについては、財務
局にご相談願いたい。

兵庫県・
篠山市

陶芸文化の
郷づくり構
想

2100 2100030 070190

公的施設のリ
ニューアルの
ための適化法
の柔軟な対応

地方債や国からの補助金で建設し
た公的施設等の目的外転用に当た
り、
①地方債の繰上げ償還を不要とす
る。
②転用の阻害要因（補助金の返還
等）を除去する等適切な法的措置
を講じる。
③転用の際に必要となる整備等の
財源確保のため、リニューアル債
を措置する。

県立陶芸館（仮称）の建設に伴う隣
接する篠山市立「陶の郷」等のリ
ニューアルの促進

現行では地方債や国からの補助
金で建設した公的施設等を目的
外転用する場合には、補助金等
の予算の執行の適正化に関する
法律により、補助金の交付の決
定が取り消され、期限を定め
て、その返還が命じられること
となり、県・市町等の新たな財
政負担が生じることから、地域
の特性やニーズに応じた施設利
用ができない。そこで、①地方
債の繰上げ償還を不要とする、
②転用の阻害要因（補助金の返
還等）を除去する等適切な法的
措置を講じる、③転用の際に必
要となる整備等の財源確保のた
め、リニューアル債を措置する
などの措置を講じることが必要
である。

・補助金等に係る
予算の執行の適正
化に関する法律第
22条、同施行令第
13条及び第14条
・財政融資資金普
通地方長期資金等
借用証書特約条項
第4条及び第10条第
1項
財政融資資金地方
資金管理事務処理
細則第56条及び第
57条

・補助事業等により取得し、又は効用の
増加した政令で定められている財産（不
動産等）は、各省各庁の長の承認を受け
ないで補助金等の交付の目的に反して使
用、譲渡、貸し付け等をすることはでき
ない。
　ただし、補助事業等の完了により相当
の収益が生じること等により補助金等の
全部に相当する金額を国に納付した場
合、及び各省各庁の長が定める期間を経
過した場合は、この限りでない。
・地方公共団体が財政融資資金地方資金
の貸付けを受けて取得した財産について
処分行為を行った場合は、債権管理上、
当該処分財産に見合う貸付債権金額の繰
上償還を求めることが原則であるが、一
定の要件に該当する場合は、繰上償還を
猶予することができることとなってい
る。

・3
・5

・補助金により取得された財産の処分等の制限
は、補助金が、国会の議決を経て、国民の税金
等貴重な財源による国費を特定の行政目的達成
のために支出されているものであることに鑑
み、補助事業者が補助金により取得された財産
を補助目的どおりに使用し、補助目的の達成が
図られるよう、設けられているものである。
　なお、補助金等適正化法及び同施行令上、補
助金により取得された財産であっても、耐用年
数等を勘案して各省各庁の長が定める期間が経
過した場合には自由に処分できることとされて
いるほか、当該財産取得後の事情の変更等によ
り転用することの合理性がある場合には、各省
各庁の長の承認を受けることにより、補助目的
外に転用することは可能である。
・財産処分について、当初の貸付け目的に照ら
しての妥当性や形態を鑑みることなく一律に繰
上償還の猶予を認めることは困難であるが、公
用若しくは公共の用に供するため、又は住民福
祉の向上に資するため、財政融資資金により取
得した財産等を所定の用途以外に使用変更しよ
うとする場合で、やむを得ない理由があると認
められる場合は、現行の規定により対応可能で
ある。
なお、個別具体的なことについては、財務局に
ご相談願いたい。

・要望を実現するにはどう
すればいいか再度検討さ
れたい。

・要望内容は実現できる
のか、確認されたい。

・3
・5

・
・-

・　補助金により取得された財産の処分等の制
限は、補助金が、国費を特定の行政目的達成
のために支出されているものであることに鑑み、
補助事業者が補助金により取得された財産を
補助目的どおりに使用し、補助目的の達成が図
られるよう、設けられているものである。
　なお、当該財産取得後の事情の変更等により
転用することの合理性がある場合には、各省各
庁の長の承認を受けることにより、補助目的外
に転用することも現行法の下において可能であ
る。
　また、転用を承認する際、転用目的や形態等
に照らし、国庫補助金相当額の納付を条件とす
ることが適当な場合もあるが、国庫納付を求め
ないことが適当であれば、現行法の下でも補助
金相当額の納付を求めないことも可能である。
・財産処分について、当初の貸付け目的に照ら
しての妥当性や形態を鑑みることなく一律に繰
上償還の猶予を認めることは困難であるが、公
用若しくは公共の用に供するため、又は住民福
祉の向上に資するため、財政融資資金により取
得した財産等を所定の用途以外に使用変更し
ようとする場合で、やむを得ない理由があると認
められる場合は、現行の規定により対応可能で
ある。
なお、個別具体的なことについては、財務局に
ご相談願いたい。

神戸市 神戸港再生
構想

2023 2023050 070200
国有地の財産
処理に対する
柔軟な対応

神戸港における土地の有効利用を
図るための、国有地と市有地の交
換に対する柔軟な対応

メリケン地区において、国有地と市
有地を交換し、変形地を整形地とす
ることで、土地利用の範囲が拡大す
ることになるため、事業者の進出が
容易となり神戸港の活性につなが
る。

現状、市有地が三角地であるため、
利用希望のある事業者が効率的な利
用ができないことにより利用を断念
したり、企業誘致も進まない状況に
ある。隣接する国有地との交換によ
り整形地とすることにより、国有地
及び市有地ともに有効で効率的な利
用を可能とし、企業誘致や事業者の
進出を図ることができる。

国有財産法第27条
（交換）
第二十七条　普通財産は、
土地又は土地の定着物若し
くは堅固な建物に限り、国
又は公共団体において公共
用、公用又は国の企業若し
くは公益事業の用に供する
ため必要があるときは、こ
れをそれぞれ土地又は土地
の定着物若しくは堅固な建
物と交換することができ
る。但し、価額の差額が、
その高価なものの価額の四
分の一をこえるときは、こ
の限りでない。
２　前項の交換をする場合
において、その価額が等し
くないときは、その差額を
金銭で補足しなければなら
ない。
３　第一項の規定により堅
固な建物を交換しようとす
るときは、各省各庁の長
は、事前に、会計検査院
に、これを通知しなければ
ならない。

国有財産（普通財産）は、国又は公共団
体において公共用、公用又は国の企業若
しくは公益事業の用に供するため必要が
あるときに限って、交換することができ
る。

3 ―

国の財政は国会の議決に基づいて処理され
ることとされており、普通財産の交換はこ
の特例として、国又は公共団体において直
接公共用、公用又は国の企業若しくは公益
事業の用に供する場合に限り認められてい
る。

要望を実現するにはどう
すればいいか再度検討さ
れたい。

6 -

神戸市から交換対象として要望されている
国有地は国土交通省所管の行政財産であ
り、当該省庁の行政遂行との関係において
判断されるべき問題であると考える。
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京都府
京都の農村
まるごと観
光

2053 2053010 070210

各施設の特性
を活かした多
様なサービス
の提供

補助事業等により整備した都市農
村交流施設や空き学校等の目的外
使用（リニューアルや管理主体の
変更等）を可能にする。

今後、府内の関係機関に意見照会等
を行い、目的外使用等の意向の有
無・内容等について調査を行う。

府内の各施設においては、施設
整備の補助目的に該当しない
サービスの提供を可能にするこ
とで、施設の持つ経済効果を最
大限に発揮できる可能性があ
る。
また、本施設利用の範囲を広げ
ることで、施設の管理やサービ
スの提供等に民間が参入する可
能性を高めることができる。

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第22条、同施
行令第13条及び
第14条

　補助事業等により取得し、又は効用の
増加した政令で定められている財産（不
動産等）は、各省各庁の長の承認を受け
ないで補助金等の交付の目的に反して使
用、譲渡、貸し付け等をすることはでき
ない。
　ただし、補助事業等の完了により相当
の収益が生じること等により補助金等の
全部に相当する金額を国に納付した場
合、及び各省各庁の長が定める期間を経
過した場合は、この限りでない。

6

　本件は、統廃合等により廃校と
なった学校施設の有効活用という個
別具体的な要望なので、補助金交付
官庁の運用の問題として処理される
べきものである。

枚方市
福祉コミュ
ニティ・ビ
ジネス構想

2141 2141020 070220
補助金適化法
の適用条件の
緩和

コミュニティビジネス事業を展開
する為に、補助金活用施設である
公共施設を柔軟に活用する為の措
置として、公的活用に限った財産
処分の自由化を行う。

公的サービスを補完するコミュニ
ティビジネス事業を展開するにあ
たっての支援策として補助金施設で
ある公的施設を活用し、事業の拠点
として、有効に活用することができ
る。

公的サービスを補完する事業を
民間の活力を活用して行ってい
く上で、その拠点を確保するこ
とは多額の経費負担を伴うもの
であり、補助金活用の公的施設
を有効的に利用することで円滑
に事業が展開できる。

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第22条、同施
行令第13条及び
第14条

　補助事業等により取得し、又は効用の
増加した政令で定められている財産（不
動産等）は、各省各庁の長の承認を受け
ないで補助金等の交付の目的に反して使
用、譲渡、貸し付け等をすることはでき
ない。
　ただし、補助事業等の完了により相当
の収益が生じること等により補助金等の
全部に相当する金額を国に納付した場
合、及び各省各庁の長が定める期間を経
過した場合は、この限りでない。

3

　補助金により取得された財産の処分等の制限
は、補助金が、国会の議決を経て、国民の税金
等貴重な財源による国費を特定の行政目的達成
のために支出されているものであることに鑑
み、補助事業者が補助金により取得された財産
を補助目的どおりに使用し、補助目的の達成が
図られるよう、設けられているものである。
　なお、補助金等適正化法及び同施行令上、補
助金により取得された財産であっても、耐用年
数等を勘案して各省各庁の長が定める期間が経
過した場合には自由に処分できることとされて
いるほか、当該財産取得後の事情の変更等によ
り転用することの合理性がある場合には、各省
各庁の長の承認を受けることにより、補助目的
外に転用することは可能である。

要望は、公的活用に限っ
た財産処分の自由化を求
めるものであり、これにつ
いて検討し回答された
い。

3
  公的活用に限った財産処分の自由化で
あっても、補助目的の達成を阻害し得るた
め適当ではない。

枚方市
福祉コミュ
ニティ・ビ
ジネス構想

2141 2141030 070230 地域資源の有
効活用

既存の公共施設等の再生･有効活用
を図るため、転用のための整備等
の財源確保に対し、整備補助の対
象またはリニューアル債を措置す
る。

一定の役割を終えた既存の公共施設
を、事業の拠点として、有効に活用
することができる。

事業拠点を確保するためには多
額の経費を要するが、補助対象
あるいは起債対象とすることで
円滑に事業が展開できる。

6 提案内容は、厚生労働省など他省庁の所掌
業務であるため

6 / 51 ページ



 

15.提案主
体名

19.地域再
生構想の名

称

a.地域
再生構
想管理
番号

b.支援措置
提案事項管

理番号

c.管理
コード

27.地域再生の
ための支援措
置に係る提案

事項
（事項名）
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47.再検討要請に対する各府省庁から
の回答

稲川町
地域コミュ
ニティの再
生計画

1026 1026010 070240
補助金適正化
法処分制限へ
の優遇措置

地域住民自治機能の強化等を図る
上で住民活動の拠点施設の整備が
早急に必要不可欠であり、既存施
設を有効活用しリニューアル（増
築・改装）により拠点施設整備を
計画しているが、国補助事業によ
り整備されたものであり財産処分
制限期間に満たないため、補助金
を所管する各省庁の長の承認の可
否とともにそれぞれの施設で所管
省庁が異なるため承認のための手
続きが大きな課題となっていま
す。
「住民活動拠点施設」等整備のた
め、補助目的外での使用の承認条
件の緩和（各省各庁の長の耐用年
数等の承認基準の緩和、または、
地方公共団体が利用方法を検討し
地方議会で検討を行い議決された
場合は、補助金適正化法２２条を
適用せず国庫補助を返還しないで
目的外使用できる等）と同一の補
助目的外使用について包括的な承
認をしていただくことによる手続
きの簡素化等についての支援措置
を必要としております。

地区自治連絡協議会の活動拠点とな
る『住民活動拠点施設』として計画
している６ヶ所の施設うち、稲庭・
三梨・川連地区においては、下記の
国補助事業により整備した施設４ヶ
所をリニューアル（増改築）し、既
存施設を有効活用することにより整
備する。
・稲庭地区：「勤労青少年ホーム」
・三梨地区：川東地区として「三梨
老人憩の家」、川西地区として「克
雪管理センター」
・川連地区：「農村環境改善セン
ター」
また、当町において３つの大きな集
落（大舘・久保・八面）における活
動拠点となる施設についても同様に
整備を行う。
・大舘集落：「川連老人憩の家」
・久保集落：「健康管理センター」
・八面集落：「駒形老人憩の家」

行政改革の推進や市町村合併な
どに伴う行政のスリム化を目指
すとき、国庫補助事業で整備し
た施設や設備を当初の補助目的
以外で利用することにより、既
存施設を現在の地域の必要性に
応じた有効な活用ができると考
えます。
補助目的外使用のための補助金
適性化法２２条の適用除外また
は同法による各省各庁の長の承
認基準の緩和、さらには複数の
施設に係る同一の補助目的外使
用について包括的な承認等によ
る手続きの簡素化についての支
援措置により、既存施設の有効
活用を推進し、地域コミュニ
ティ活動の強化とそれに伴う地
域経済の活性化を目指します。

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第22条、同施
行令第13条及び
第14条

　補助事業等により取得し、又は効用の
増加した政令で定められている財産（不
動産等）は、各省各庁の長の承認を受け
ないで補助金等の交付の目的に反して使
用、譲渡、貸し付け等をすることはでき
ない。
　ただし、補助事業等の完了により相当
の収益が生じること等により補助金等の
全部に相当する金額を国に納付した場
合、及び各省各庁の長が定める期間を経
過した場合は、この限りでない。

3

　補助金により取得された財産の処分等の制限
は、補助金が、国会の議決を経て、国民の税金
等貴重な財源による国費を特定の行政目的達成
のために支出されているものであることに鑑
み、補助事業者が補助金により取得された財産
を補助目的どおりに使用し、補助目的の達成が
図られるよう、設けられているものである。
　なお、補助金等適正化法及び同施行令上、補
助金により取得された財産であっても、耐用年
数等を勘案して各省各庁の長が定める期間が経
過した場合には自由に処分できることとされて
いるところである。
　また、当該財産取得後の事情の変更等により
転用することの合理性がある場合には、各省各
庁の長の承認を受けることにより、補助目的外
に転用することは可能とされおり、その承認に
当たっては、一定の要件を満たす転用について
一種の包括承認として補助金交付官庁への報告
をもって承認があったものとみなす制度を採用
しているものもあり、個々の補助金について合
理性があれば、各省各庁の長による転用承認に
関する運用の弾力化、手続の簡素化・迅速化と
いった措置の拡充が図られるものと考えてい
る。

要望は、包括的な承認等
手続きの簡素化を求める
ものであり、これについて
検討し回答されたい。

1

  関係省庁の同意を得て地域再生計画の
認定を受けた場合には、当該計画に係る補
助対象資産について法22条の各省各庁の
長の承認があったものとして取扱い、手続
きの簡素化が図られるよう検討。

会津若松市

（仮称）会
津ベン
チャーラン
ド構想

1041 1041050 070250

国民生活金融
公庫の条件緩
和及びＩＴ支
援枠の創設

左記の制度については、自己資本
の確保、経験年数、雇用の確保等
の条件の制約から、利用が極めて
低い状況にある。従って、その条
件を緩和するとともに利率を引き
下げ利用率アップにつなげる。ま
た、会津大学を核にしたベン
チャー企業立ち上げに係る負担軽
減を図るため、ＩＴ枠を創設す
る。

優れたアイデアや技術を保有しなが
ら、資金力が乏しく創業できない開
業希望者に対し、低利融資制度を準
備することで、更なる企業化を促進
する。

会津大学を核とした優秀な人材
を中心としたベンチャー企業設
立を活発化させるためには、企
業立ち上げ期の負担をできるだ
け軽減することが必要である。

国民生活金融公庫法
第18条第28条

通達（国民生活金融
公庫特別貸付制度要
綱）

新規開業特別貸付等の保証人特例措置に
は開業前ないし開業後間もない者の事業
継続と返済能力を確実なものと判断する
為に、開業資金の２分の１以上の自己資
金を有すること、雇用創出を伴う事業で
あること、開業しようとする事業と同業
種の企業に一定年数以上勤務をした者で
あること、の条件を付している。（別紙
１）

ＩＴ枠の融資については、情報技術導入
資金による融資制度により対応してい
る。（別紙２）

1

５

Ⅴ

―

新規開業特別貸付等の保証人特例措置につ
いての条件緩和の為には、新規開業者にお
いて事業継続と返済能力の確実性を担保す
る必要があることから、提案事項に対して
はリスクデータを十分蓄積し、リスクを適
切に算定することが可能となった後、リス
クに見合った上乗せ金利を付すこと等によ
る条件緩和について検討することとなる。

ＩＴ枠の創設については、現行の情報技術
導入資金により対応可能。

具体的に、いつまでに
どういう措置を実施す
るのか明確にされた
い。

1 Ⅴ

新規開業開業特別貸付等の保証人特例措置の
融資条件（一定以上の職務経験年数、半分以
上の自己資金等）については、新規開業者の事
業の継続と返済能力の確実性を担保する条件
であることから、融資条件の緩和の提案に対し
ては、会津大学における研究成果を活用して開
業する者について、一定の技術力を有している
と考えられ、現行の取扱いと比較し、融資条件
緩和による事業の継続性や返済リスクの高まる
度合いが算定可能と判断される場合には、国民
生活金融公庫においてリスクに見合った上乗せ
金利を付すこと等による融資条件の緩和に向
け、提案者の協力を得て、リスクデータの蓄積・
分析に取組む。
なお、国民生活金融公庫においては、１６年度
から無担保・無保証の新創業融資制度の拡充
（融資限度額：５５０万円→７５０万円）を行うなど
事業者のニーズを踏まえた制度の充実を図る。

ＩＴ枠の創設については、現行の情報技術導入
資金により対応可能。

仙台市

健康づくり
ウェルネ
ス・コミュ
ニティ構想

1368 1368170 070260
福祉関連機器
普及促進融資
条件の充実

日本政策投資銀行が行う福祉関連
機器普及促進融資の金利を現行の
政策金利Ⅰ型からⅢ型とする。

フィンランドプロジェクトの福祉機
器・福祉サービス開発事業を行う企
業に対して低利での融資を行い，実
用化事業を促進する。

健康寿命の延伸，介護保険等の
負担軽減，福祉産業の創出と
いった目的を効果的に達成する
ため，事業を実施する企業に政
策的な観点から低利での資金調
達策の提供が必要と考える。

日本政策投資銀行法
第20条、第23条

日本政策投資銀行法
施行令第2条（日本政
策投資銀行投融資指
針）

〔日本政策投資銀行の現行融資制度の概
要（別紙）〕
対象事業：「福祉関連機器普及促進」
金利：政策金利Ⅰ
融資比率：30％

1 Ⅶ

日本政策投資銀行が民間金融機関の補完機
関であるとの位置付け、および対象事業の
政策的な要請も踏まえ、地域再生計画に合
致し償還確実性が見込まれる場合には、現
行の政策金利Ⅰよりも一段低利の政策金利
Ⅱによる対応が可能。
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菊池市

いってみた
い農山村・
やってみた
い農林業

2128 2128030 070270

金融機関（非
農林系）によ
る経営ノウハ
ウ、事業資金
の円滑な提供

施策の利便性の向上：地域再生構
想の実現に向けて事業する主体
（個人、法人）を対象に、金融機
関による経営ノウハウの提供、事
業主体の能力と事業内容により国
又は金融機関が債務を保証し低利
の資金調達が可能となる施策を地
域を限定して行われたい。

地域再生構想の実現に向け事業を行
う農業法人及び新規に就農した個人
は、金融機関からの情報や資金を個
人の能力に応じて円滑に受けること
で、独自の目標に向けて、これまで
培った技術、ノウハウと自然（農山
村）の生かした様々サービスや物を
提供することが容易となる。特に農
業法人は、生産活動だけでなく、加
工、販売をはじめ様々な事業を行う
機能を有しているが、融資を受ける
際、債務保証を経営者個人に負う仕
組みがあることが、新たな事業に挑
戦する上で大きな障害となってい
る。この障害を個人の能力と事業内
容によって軽減されれば、新たな事
業にチャレンジする個人、法人が多
く生まれ、また、失敗しても再度挑
戦できる環境ができることが、多様
な農業経営体の育成、様々なサービ
ス提供の原動力となる。

この提案のねらいは、農外から
やる気のある多様な人材をより
多く確保、支援し、その個人の
力を最大限生かすことである。
農山村に多様な農業経営体を育
成し、農山村で様々なサービス
を提供するためには、その主体
に対する円滑な情報と資金の提
供が必要不可欠である。特に優
れた人材、魅力ある事業計画対
する融資が個人のリスクをある
程度軽減した形で円滑に行われ
ないことは、地域再生に向けた
原動力である新たな事業が生ま
れにくくなり、構想の実現に向
け大きな障害となる。

日本政策投資銀行法
第20条、第23条

日本政策投資銀行法
施行令第2条（日本政
策投資銀行投融資指
針）

国民生活金融公庫法
第18条28条

中小企業金融公庫法
第19条30条

商工組合中央金庫法
第28条41条

通達（国民生活金融
公庫特別貸付制度要
綱、中小企業金融公
庫特別貸付制度要
綱、商工組合中央金
庫特別貸付制度要
綱）

農林漁業者に対する農林漁業の生産力の
維持増進に必要な資金については、農林
漁業金融公庫が供給すること（農林漁業
金融公庫法第１条抜粋）となっている。

他方、地域の雇用開発等に資する産業立
地促進事業や雇用開発事業等、融資の案
件によっては、日本政策投資銀行、国民
生活金融公庫及び中小企業金融公庫等の
金融機関でも対応可能となっており、具
体的な事業計画があれば、他の地域での
取り組みの事例の紹介等とも合わせて協
力することが可能。

5 ―

農林漁業者に対する農林漁業の生産力の維
持増進に必要な資金については、農林漁業
金融公庫が供給すること（農林漁業金融公
庫法第１条抜粋）となっている。

他方、日本政策投資銀行、国民生活金融公
庫及び中小企業金融公庫では、熊本県下の
地域金融機関と「業務協力協定」等を締結
している。（別紙）

ファンドに対する出資機能としては、中小
企業総合事業団（（注）当省所管外）に
「中小企業再生ファンド」、日本政策投資
銀行に「事業再生ファンド」、「都市再生
ファンド」が存在する。

セーフティネットに係る仕組みとしては、
国民生活金融公庫、中小企業金融公庫及び
商工組合中央金庫に金融環境変化対応資金
融資制度が存在する。

このような既存の仕組みを利用することに
よっても、地域の再生のための資金を円滑
に提供することが可能。

神戸市
神戸港再生
構想 2023 2023060 070280

民活法特定施
設の対象施設
及び金融支援
の拡充による
民間事業者の
進出促進

民活法特定施設の対象拡大（施設
用地費、附帯する道路、緑地な
ど）、国のインセンティブ補助率
のかさ上げ及び民間事業者への無
利子貸付の導入

「神戸ポートアイランド西地域」の
コンテナバース跡地（PC1～5）にお
いて、都市機能も含めた新しい都市
型ウォーターフロント空間を創出す
る。要望の実現により、民間事業者
の進出が促され、再開発事業が進捗
することにより、神戸港及び神戸市
の活性化につながることが期待され
る。

民活法では、対象が旅客ターミ
ナル、物流高度化基盤施設など
に限定されており、対象外の施
設用地費、附帯する道路、緑地
の整備費が民間事業者の負担と
なっている。また、インセン
ティブ補助における国の補助率
かさ上げにより、民活事業の円
滑な導入が期待される。さら
に、民間事業者への貸付が有利
子となっており、民間事業者に
とって有利な資金確保が課題と
なっている。

　民活法特定施設には、施設に附帯する
駐車場、緑化施設、係留施設等が含まれ
ている。
　港湾利用高度化拠点施設緊急整備事業
費補助（インセンティブ補助）の補助率
は国、港湾管理者あわせて５％。
　NTT法による無利子融資は、第３セク
ターに限られている。

6

栃木県 栃木県経済
新生構想

1211 1211010 070290

政府系金融機
関の金融環境
変化対応資金
の融資条件の
緩和

国民生活金融公庫、中小企業金融
公庫及び商工組合中央金庫の｢金融
環境変化対応資金｣について、貸出
基準を緩和して踏み込んだ融資を
行うとともに、現在、担保と保証
人が必要とされているが、これ
を、原則として無担保、第三者保
証人なしの制度とする。

国民生活金融公庫、中小企業金融公
庫及び商工組合中央金庫の｢金融環境
変化対応資金｣について、原則として
無担保、第三者保証人なしの制度と
する。これにより、足利銀行の破綻
により資金繰りの悪化が懸念される
中小企業に対する円滑な資金供給を
可能とする。

地域の中核的な金融機関が破綻
した地域では、地域企業への資
金供給に支障が生じることによ
り、信用収縮や連鎖倒産等の発
生が懸念されるが、これを防止
するには企業に対する政府系金
融機関による潤沢な資金供給が
不可欠である。政府系金融機関
である、国民生活金融公庫、中
小企業金融公庫及び商工組合中
央金庫の金融機関破綻対策資金
である｢金融環境変化対応資金｣
を無担保・第三者保証なしの制
度とすることにより、同資金の
利用がより一層促進され、県内
中小企業に対する円滑な資金供
給が可能となり、地域経済の安
定化が図られる。

国民生活金融公庫法
第18条第28条

中小企業金融公庫法
第19条第30条

商工組合中央金庫法
第28条41条

通達（国民生活金融
公庫特別貸付制度要
綱、中小企業金融公
庫特別貸付制度要
綱、商工組合中央金
庫特別貸付制度要
綱）

金融環境変化対応資金については、金融
機関破綻等、取引状況の変化による一時
的な資金繰り難となっている事業者の中
長期的な業況の回復、事業継続と返済能
力を確実なものと判断する為に、経常利
益の計上、経営状況の悪化が見られない
こと、という条件を付している。
また、特例措置により、国民生活金融公
庫においてはリスクに見合った上乗せ金
利を付すことで、１千万円を限度として
担保や第三者保証人を不要としている
（平成１６年度より貸付限度額を１５０
０万円まで引き上げ）。同様に、中小企
業金融公庫及び商工組合中央金庫におい
ては、８千万円を限度として担保徴求の
一部免除（融資額の50％）と代表者個人
保証のみとしている。（別紙１，２，
３）
商工中金では５千万円を限度として無担
保、無保証を不要とする制度がある。

1

５

Ⅴ

―

地域の信用秩序の維持に重大な支障が生じ
るおそれがあるものとして、いわゆる金融
危機対応の破綻処理が行われた金融機関に
係る金融環境変化対応資金の貸出基準の緩
和、原則担保・第三者保証人を不要とする
為には、金融機関との取引状況が変化して
いる事業者において中長期的な業況回復、
事業継続と返済能力の確実性を担保する必
要があることから、提案事項に対してはリ
スクデータを十分蓄積し、リスクを適切に
算定することが可能となった後、リスクに
見合った上乗せ金利を付すこと等による条
件緩和について検討することとなる。
なお、ご指摘の「金融環境変化対応資金」
制度と併用して、国民生活金融公庫では、
１千万円を限度として第三者保証人を不要
とする特例措置（平成１６年度より貸付限
度額を１５００万円まで引き上げる）があ
り、中小企業金融公庫及び商工組合中央金
庫では、第三者保証人が不要で融資額の５
０％（８千万円を限度）まで担保徴求を免
除する制度がある。
さらに、商工組合中央金庫では、既に５千
万円を限度として無担保・第三者保証人を
不要とする制度がある。

具体的に、いつまでに
どういう措置を実施す
るのか明確にされた
い。

1 Ⅴ

　地域の信用秩序の維持に重大な支障が生じ
るおそれがあるものとして、いわゆる金融危機
対応の破綻処理が行われた金融機関に係る金
融環境変化対応資金の貸出基準については、
金融機関との取引状況が変化している事業者
の中長期的な業況回復、事業継続と返済能力
の確実性を担保する条件であることから、貸出
基準を緩和したり、原則担保・第三者保証人を
不要とする為には、現行の取扱と比較し、新た
な財政負担に繋がらないよう慎重に検討した上
で、事業の継続性や返済リスクの高まる度合い
が算定可能と判断される場合には、融資条件を
緩和する代わりにリスクに見合った上乗せ金利
を付すこと等による対応を検討していきたい。具
体的には、１６年度においては、リスクデータを
十分蓄積し、リスクを適切に算定する取組みを
行う。なお、こうした取組みは、一定期間を要す
るものであり、更なる具体的な措置については、
１７年度以降も視野に入れて検討していくことと
する。なお、ご指摘の「金融環境変化対応資金」
制度と併用して、国民生活金融公庫では、１千
万円を限度として第三者保証人を不要とする特
例措置（平成16年度より貸付限度額を1，500万
円まで引き上げる）があり、中小企業金融公庫
及び商工組合中央金庫では、第三者保証人が
不要で融資額の５０％（８千万円限度）まで担保
徴求を免除する制度がある。さらに、商工組合
中央金庫では、既に５千万円を限度として無担
保・第三者保証人を不要とする制度がある。
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栃木県
栃木県経済
新生構想 1211 1211020 070300

政府系金融機
関の特別貸付
の貸付対象等
の拡充

商工組合中央金庫、中小企業金融
公庫及び国民生活金融公庫の特別
貸付の貸付対象を拡充し、再生が
軌道に乗りつつある事業者に対し
て次の①～③からの借入金の返済
（リファイナンス）資金の融資を
可能とする。
①株式会社産業再生機構
②再生に取り組む中小企業等に対
する投資事業を行うために中小企
業等投資事業有限責任組合契約に
関する法律及び産業活力再生特別
措置法に基づいて組成された中小
企業等投資事業有限責任組合（地
域中小企業再生ファンド）
③株式会社整理回収機構

商工組合中央金庫、中小企業金融公
庫及び国民生活金融公庫の特別貸付
の貸付対象を拡充し、再生が軌道に
乗りつつある事業者に対して次の①
～③からの借入金の返済（リファイ
ナンス）資金の円滑な融資を可能と
することにより、県内中小企業等の
短期的、集中的な再生を促進させ
る。
①株式会社産業再生機構
②再生に取り組む中小企業等に対す
る投資事業を行うために中小企業等
投資事業有限責任組合契約に関する
法律及び産業活力再生特別措置法に
基づいて組成された中小企業等投資
事業有限責任組合（地域中小企業再
生ファンド）
③株式会社整理回収機構

地域において企業再生を促進し
ていくためには、再生に取り組
む中小企業等に対する投資事業
を円滑にする必要がある。大企
業に比較し、中小企業等は株式
の売却等による投資の出口制約
が極めて大きく、このことが地
域における企業再生の大きな隘
路となっている。このため、企
業再生支援のノウハウを有する
商工組合中央金庫、中小企業金
融公庫及び国民生活金融公庫の
融資によって企業再生の最終的
出口が確保されることにより、
地域における企業再生が大きく
促進される。

中小企業金融公庫法
第19条30条

商工組合中央金庫法
第28条41条

国民生活金融公庫法
第18条28条

通達（中小企業金融
公庫特別貸付制度要
綱、国民生活金融公
庫特別貸付制度要
綱）

中小企業金融公庫及び商工組合中央金庫
では、既に株式会社産業再生機構や株式
会社整理回収機構等に係る企業再生に取
り組む中小企業を支援するための貸付制
度（企業再建資金等）がある。
また、国民生活金融公庫においても、１
６年度より同様の貸付制度を創設する。

なお、借入金返済を目的とする資金の融
資については、①民業圧迫とならない範
囲であること、②借入金返済のための融
資が事業者にとって必要である合理的な
理由が存在すること、③事業者の融資資
金返済能力に問題がないと判断されるこ
と、を満たすことにより対応可能。

5

2

－

Ⅶ
国民生活金融公庫法第18条、中小企業金融
公庫法第19条、商工組合中央金庫法第28条
による貸付業務の運用により対応可能。

　

茨城県

つくば広域
都市圏活性
化プロジェ
クト

1277 1277150 070310

業務核都市に
おける中核的
民間施設に適
用される無利
子融資（ＮＴ
Ｔ－Ｃタイ
プ）の対象に
係る第三セク
ター要件の撤
廃

業務核都市の育成・整備を図るた
めには，一般民間企業による業務
集積地区への立地が不可欠である
ことから，一定要件を満たす第三
セクターのみが対象となっている
無利子融資（NTT-Cタイプ）につい
て，一般の民間企業にも摘要を認
める。

施策のＰＲに努め，業務集積地区に
おける未利用地に，商業・教育・福
祉医療等多様な都市的機能や民間企
業による中核的民間施設の立地を促
進する。

業務核都市の育成・整備を図る
ためには，一般民間企業による
業務集積地区への立地が不可欠
であることから，一定要件を満
たす第三セクターのみが対象と
なっている無利子融資（NTT-Cタ
イプ）について，一般の民間企
業にも摘要を認める必要があ
る。

日本電信電話株式会
社の株式の売却収入
の活用による社会資
本の整備の促進に関
する特別措置法／第
３条第１項
日本電信電話株式会
社の株式の売却収入
の活用による社会資
本の整備の促進に関
する特別措置法施行
令／第１条の２第６
項／法第三条第一項
に規定する政令で定
める事業

国は、当分の間、国民経済の基盤の充実
に資する施設の整備を民間事業者の能力
を活用して促進することを目的とする法
律に基づき当該施設を整備する事業その
他の政令で定める事業のうち、地方公共
団体の出資又は拠出に係る法人が行う事
業でこれらの事業により整備される施設
がその周辺の相当程度広範囲の地域に対
して適切な経済的効果を及ぼすと認めら
れるものに係る資金について、日本政策
投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫が行
う無利子の貸付けに要する資金の財源に
充てるため、日本政策投資銀行等に対
し、無利子で、必要な資金の貸付けをす
ることができる。

3

「地域再生構想の提案募集について」（内閣官
房地域再生推進室平成15年12月19日）におい
て、『第1（２）ニ　新たな補助金や税措置の創
設など、追加的な財政支出を伴わないものであ
ること』とあるため。

無利子融資（ＮＴＴ－Ｃタイプ）の対象事業主体が地
方公共団体の出資又は拠出に係る法人（いわゆる
第３セクター）に限られている理由は、国民共有の
資産であるＮＴＴ株式売却収入を活用して国民共有
の社会資本の整備促進を図るという本制度の基本
的枠組に照らして、公共性の高い事業主体を対象
とすべきであるとの考え方によるものである。
このため、純民間事業者に対して無利子融資（ＮＴ
Ｔ－Ｃ）を認めることは、新たな無利子融資制度（＝
新たな財政措置）を創設することになり、対応できな
い。
しかしながら、無利子融資（ＮＴＴ－Ｃタイプ）に準ず
るものとして、公益性の高い事業を行っている民間
事業者等に対し、日本政策投資銀行等においてＮ
ＴＴ株式売却収入を活用した低利融資（ＮＴＴ－
Ｃ′）を行っており、一般の融資よりも有利な融資制
度を整備していることから、そちらを活用されたい。
（注）ＰＦＩ事業については、純民間事業者であって
も、無利子融資を受けることが可能。（平成18年3月
末までの措置）

茨城県

県央地域ユ
ニバーサル
デザイン推
進プロジェ
クト

1279 1279020 070320

ユニバーサル
デザイン化に
関する金融支
援

・民間企業がユニバーサルデザイ
ンに配慮した建物を建設，増改築
等する場合の低利の政策融資制度
や助成制度を創設する。
・住民がユニバーサルデザインに
配慮した建物を建築，増改築等す
る場合の低利の政策融資制度や助
成制度を創設する。

　金融支援措置により，圏域内のユ
ニバーサルデザイン化が促進され
る。

　企業や住民が自己の建物等の
バリアフリー化，ユニバーサル
デザイン化を進めるには，負担
が大きい。企業の建物（商店
等）や一般住宅等をバリアフ
リー化，ユニバーサルデザイン
化する場合に利用できる低利の
政策融資制度（既存の低利融資
制度の融資枠の拡大を含む。）
や補助制度を創設することによ
り，企業，一般住宅のバリアフ
リー化，ユニバーサルデザイン
化が一層促進される。

日本政策投資銀行法第
20条、第23条

日本政策投資銀行法施
行令第2条（日本政策
投資銀行投融資指針）

国民生活金融公庫法第
18条第28条

中小企業金融公庫法第
19条30条

通達（国民生活金融公
庫特別貸付制度要綱、
中小企業金融公庫特別
貸付制度要綱）

住宅以外の建築物について、日本政策投資銀行、中小企業
金融公庫及び国民生活金融公庫において以下の制度が存在
する。
〔日本政策投資銀行の現行融資制度の概要（別紙１）〕
対象事業：人にやさしい建築物整備事業*1
①多数の人々の利用する建築物の中で、高齢者、身体障害
者等が円滑に利用できる特定建築物の促進に関する法律
（以下「ハートビル法」という）第３条第１項に基づく利
用円滑化基準（但し、主要な経路*2における特定施設につ
いては利用円滑化誘導基準）を満たす建築物を整備する事
業
②ハートビル法第６条に規定する認定建築物整備事業
金利：①政策金利Ⅰ*3　　　②政策金利Ⅱ
融資比率：30％*4
※日本政策投資銀行の予算枠：11,780億円の内数
（*1～4については別紙１参照）
〔中小企業金融公庫の現行融資制度の概要（別紙２）〕
貸付対象：
①ハートビル法第３条第１項第１号に基づき定められた利
用円滑化誘導基準を満たす施設を整備し、かつ、客室内の
バリアフリー化を行う中小ホテル・旅館業者
②ハートビル法第６条の規定に基づく認定建築物を建築す
る中小企業者
金利：①特別利率２　　　②特別利率３
貸付限度額　個人又は法人：７億２千万円、組合１４億４
千万円
※中小企業金融公庫の特別貸付枠：16,990億円の内数
〔国民生活金融公庫の現行融資制度の概要（別紙３）〕
貸付対象：ハートビル法第６条の規定に基づく認定建築物
を建築する小規模事業者等
金利：特別利率２　貸付限度額：７，２００万円
※国民生活金融公庫の特別貸付枠：7,900億円の内数

5 ―

住宅以外の建築物について、日本政策投資銀行、中小
企業金融公庫及び国民生活金融公庫において以下の制
度が存在する。
〔日本政策投資銀行の現行融資制度の概要〕
対象事業：人にやさしい建築物整備事業*1
①多数の人々の利用する建築物の中で、高齢者、身体
障害者等が円滑に利用できる特定建築物の促進に関す
る法律（以下「ハートビル法」という）第３条第１項
に基づく利用円滑化基準（但し、主要な経路*2におけ
る特定施設については利用円滑化誘導基準）を満たす
建築物を整備する事業
②ハートビル法第６条に規定する認定建築物整備事業
金利：①政策金利Ⅰ*3　　　　②政策金利Ⅱ
融資比率：30％*4
（*1～4については別紙参照）
〔中小企業金融公庫の現行融資制度の概要〕
貸付対象：
①ハートビル法第３条第１項第１号に基づき定められ
た利用円滑化誘導基準を満たす施設を整備し、かつ、
客室内のバリアフリー化を行う中小ホテル・旅館業者
②ハートビル法第６条の規定に基づく認定建築物を建
築する中小企業者
金利：①特別利率２　　　②特別利率３
貸付限度額　個人又は法人：７億２千万円、組合１４
億４千万円
〔国民生活金融公庫の現行融資制度の概要〕
貸付対象：ハートビル法第６条の規定に基づく認定建
築物を建築する小規模事業者等
金利：特別利率２　　　貸付限度額：７，２００万円
融資予算枠については、日本政策投資銀行、国民生活
金融公庫及び中小企業金融公庫が民間金融機関の補完
機関であるとの位置づけや、事業者からの資金需要動
向等を踏まえて必要十分な金額を確保している。
以上ののような仕組みを利用することにより、地域に
円滑な資金を提供することが可能。
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青梅市

圏央道青梅
インター
チェンジ周
辺複合物流
拠点整備構
想

1037 1037020 070330

立地する企業
に対する低金
利融資制度の
拡充を図られ
たい。

日本政策投資銀行法第20条にもと
づき融資を行うため、日本政策投
資銀行は、「平成１5年度投融資指
針」において、流通基盤施設整備
事業または流通活動システム化拠
点施設整備事業等に対して、低利
融資できることとしているが、本
構想にもとづく流通関連事業者へ
の融資に関しては、さらなる低利
融資による施策の利便性向上を願
いたい。

首都圏中央連絡自動車道・青梅イン
ターチェンジの北側隣地（今井４丁
目）の約５３ヘクタールの農地につ
いて、東京都多摩地域や埼玉県南西
部地域の産業および生活拠点地区の
活動を支援する広域性の高い複合機
能型物流拠点を整備する。
具体的には、トラックターミナル、
倉庫、卸売市場および商業施設など
を誘導する。

日本政策投資銀行法第20条にも
とづき融資を行うため、日本政
策投資銀行は、「平成１5年度投
融資指針」において、流通基盤
施設整備事業または流通活動シ
ステム化拠点施設整備事業等に
対して、低利融資できることと
しているが、政策金利の優遇度
をアップし、施策の利便性向上
を願いたい。

日本政策投資銀行法
第20条、第23条

日本政策投資銀行法
施行令第2条（日本政
策投資銀行投融資指
針）

〔日本政策投資銀行の現行制度の概要
（別紙）〕
①対象事業：「流通基盤施設整備事業」
*1～4
　金利：政策金利Ⅰ
　　　　　政策金利Ⅱ（物流近代化ター
ミナル、物流効率化計画を有する事業者
が整備する施設）
　融資比率：40％
②対象事業：「流通活動システム化拠点
整備事業」
　金利：政策金利Ⅰ
　　　　　政策金利Ⅱ（物流近代化ター
ミナル、物流効率化計画を有する事業者
が整備する施設）
　融資比率：40％
（*1～4については別紙参照）

1 Ⅶ

日本政策投資銀行が民間金融機関の補完機
関であるとの位置付け、および対象事業の
政策的な要請も踏まえ、整備される施設が
物流近代化ターミナルの要件に合致する、
または事業者が物流効率化計画の認定を受
けている、あるいは当該構想が地域再生計
画に合致し償還確実性が見込まれる場合に
は、現行の政策金利Ⅰよりも一段低利の政
策金利Ⅱによる対応が可能。

社団法人日
本プロジェ
クト産業協
議会

東京湾臨海
部再生プロ
ジェクト
例：羽田空
港再拡張・
国際化関連
プロジェク
ト（神奈川
口拠点開発
事業、東海
道貨物支線
旅客化・川
崎アプロー
チ線整備事
業、羽田ア
クセス橋建
設事業）、
都市型集客
施設整備プ
ロジェク
ト、物流拠
点・環境リ
サイクル拠
点・防災拠
点

3101 3101060 070340 税制・財政・
金融上の措置

①社会投資ファンド（仮称）の優
先適用
②PFIのさらなる推進
③コミュニティボンド等地方自治
体の債務負担行為に対する公債費
比率の拡大
④企業誘致助成金の要件緩和
⑤鉄道事業制度に基づく補助制度
の要件緩和、鉄道事業者への運営
補助等の適用拡大
⑥地域開発のための各種ファンド
の購入者に対する減免措置
⑦政策金融制度の創設

経済性の低さを補完しない限り
民間としては投資に踏み切れな
い。

●政策金融
日本政策投資銀行法第
20条、第23条
日本政策投資銀行法施
行令第2条（日本政策
投資銀行投融資指針）
国民生活金融公庫法第
18条第28条
中小企業金融公庫法第
19条30条
通達（国民生活金融公
庫特別貸付制度要綱、
中小企業金融公庫特別
貸付制度要綱）
●税制
該当する法令なし

●政策金融
⑦
政策金融制度について、日本政策投資銀行に
おいては現行制度中、「都市再生特別措置法
に基づく認定事業」、「民間資金活用型社会
資本整備」、「関西国際空港、中部国際空
港、東京国際空港」及び「流通活動システム
拠点施設整備事業」等の融資制度がある。
（別紙１）
中小企業金融公庫及び国民生活金融公庫にお
いては「新産業地域活性化資金」による融資
制度がある。（別紙２、３）

●ＰＦＩ
6

●政策金
融　5
●税制

3：対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

―

●PFIの推進については、具体的な提案内容が
ないため。
●政策金融
⑦
政策金融制度について、日本政策投資銀行にお
いては現行制度中、「都市再生特別措置法に基
づく認定事業」、「民間資金活用型社会資本整
備」、「関西国際空港、中部国際空港、東京国
際空港」及び「流通活動システム拠点施設整備
事業」等の融資制度があり、これらの制度を利
用することにより、地域に円滑な資金提供を行
うことが可能。
中小企業金融公庫及び国民生活金融公庫におい
ては現行制度中、「新産業地域活性化資金」に
よる融資制度があり、これらの制度を利用する
ことにより、地域に円滑な資金提供を行うこと
が可能。
●税制
3：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

西郷町

観光を機軸
に交流・産
業を創出す
るまち

2066 2066130 070350

補助事業の採
択基準のロー
カルルール策
定

画一的な基準は離島のような地域
には合わないため、地域の実情に
即したローカルルールを策定す
る。

全国画一的に採択基準により補助事
業を行うのではなく、補助事業の
ローカルルールを策定し、地域の産
業構造や立地条件に即した事業の展
開や、住民要望による“まちづく
り”事業の推進を容易にし、地域の
活性化を図る。

補助事業の採択には費用対効果
等数値の算出が求められるが、
離島という特殊性などにより、
画一的な基準ではクリアが困難
な状況にある。費用対効果だけ
では計れない地域の特殊事情を
考慮したローカルルールにより
補助事業を有効活用する。

6

三重県
みえメディ
カルバレー
構想の推進

2057 2057020 070360
国立大学等で
の物品購入等
の規定の緩和

　国立大学等におけて物品等を購
入する場合の一般競争入札等制度
の例外規定を拡大する。

製品開発の促進
　物品等購入時の一般競争入札等の
制度の例外規定の枠を拡大すること
により、製品開発が促進される。

　国立大学等において物品等を
購入する場合、公平を期するた
め一般競争入札等を実施するこ
とが原則となっており、その大
学の特許を利用した製品等で
あっても、優先的に随意契約で
購入することができない。

契約の性質又は目的が競争を許さない場
合、緊急の必要により競争に付すること
ができない場合及び競争に付することが
不利と認められる場合においては、随意
契約によることとされてる。

6

提案理由にある「大学の特許を利用した製
品等の随意契約で購入」については、会計
法第29条の3第4項の各省各庁における運用
の問題であることから、本件は、関係する
各省各庁において対応されるべきものであ
る。
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水屋グルー
プと西東京
市役所防災
課との共同
提案（現在
進行中）

日本の新し
い防災予防
対策整備の
強化策なら
びに、地域
住人の防災
への意識改
革地元商工
業の活性化
及び構造改
革。

3057 3057010 070370

各市の公共施
設に備える飲
用水整備を図
る為自治体レ
ベルでの予算
支援

各市における財源不足による防災
予算が取れない為、防災整備の遅
れが目立ちます。地域住人の意識
改革や酒販店の意識改革及び構造
改革の促進のためにも必要最低限
の支援措置を考慮願います。日本
における地下水の汚染、緊急井戸
に指定されている場所でも飲用不
適が目立ち、緊急時の安全な飲用
水の確保がこの先必ず不足してい
くことでしょう。対策整備には時
間が相当かかるので国よりなんら
かの対策を願います。

西東京市と西東京市小売酒販組合と
の協力協定書を添付しております
が、地域ありとあらゆる場所に最低
1400箱のピュアウォーター18㍑箱入
りを備えるものとし、ランニングス
トックという一切無駄のない体制整
備が実現いたします。この事業の理
念は、意識改革な主な事業ですが
ペットボトル等のゴミ問題、減量
化。資源の再利用、再活用も念頭に
おき、地域住人のリサイクル活動の
促進や飲用水の重要性なども普及し
ていくためです。

基本概念は、公共施設及び、地
域住人各家庭における飲用水の
確保は事業者負担、各家庭負担
を薦めております。しかし意識
改革にはそれ相当の期間を有す
るためいち早く体制整備を図る
為、住人の目立つ場所だけでも
備えていく必要性はあると思い
ます。

3 新たな税財政措置を伴うもの
提案の趣旨を踏まえ検討
されたい。 3

　ペットボトル飲用水の貯蔵に対する補助
事業は現行制度には存在しないため、仮に
実施する場合は、新たな税財政措置を伴う
こととなる。

㈱東京リー
ガルマイン
ド

第三セク
ター制度の
改革

3081 3081010 070380 第三セクター
制度の改革

産業再生機構が譲り受けることが
できる債権を「金融機関等」が有
するもの以外にまで拡大し、地方
公共団体が有する債権を譲り受け
ることができるように改正する。

産業再生機構による第三セクターの
再生を実現するため。

経営状況の厳しい第三セクター
を事業を継続したまま再生させ
るため。

共管であ
る内閣府
コメント
と同じ

㈱東京リー
ガルマイン
ド

第三セク
ター制度の
改革

3081 3081020 070390 第三セクター
制度の改革

現在定められている基準とは別個
に第三セクター再生のための支援
基準を設ける。

産業再生機構による第三セクターの
再生を実現するため。

経営状況の厳しい第三セクター
を事業を継続したまま再生させ
るため。

共管であ
る内閣府
コメント
と同じ

㈱東京リー
ガルマイン
ド

第三セク
ター制度の
改革

3081 3081030 070400 第三セクター
制度の改革

現在定められている基準とは別個
に第三セクター再生のための支援
基準を設ける。

地方公共団体が有する第三セクター
のための保証債務及び将来発生する
求償権を産業再生機構へ譲り渡すこ
とを可能とする。

地方財政のリスクを減少させる
ため

共管であ
る内閣府
コメント
と同じ

栃木県 栃木県経済
新生構想

1211 1211040 070410

中小企業再生
支援協議会に
よる経営改善
計画に係る税
務上の取扱い
の改善

中小企業再生支援協議会で策定を
支援した経営改善計画に基づき債
権放棄が行われた場合には、全て
の事例について、①債権放棄によ
る損失の損金算入及び②債務免除
益の範囲内での過去の欠損金算入
を可能とする。

中小企業再生支援協議会が関与して
策定した経営改善計画の税務上の取
扱いについては、事実上、個々の事
例ごとに国税庁に事前相談を行い、
国税庁から示されている検討項目に
全て該当する場合に限り、①債権放
棄による損失の損金算入及び②債務
免除益の範囲内での過去の欠損金算
入が認められることになっている。
これを、中小企業再生支援協議会が
関与して策定した経営改善計画に基
づき債権放棄が行われた場合には、
全ての事例について、これら税務上
の取扱いを可能とし、経営改善計画
の策定を促進させる。

これまで中小企業再生支援協議
会が関与して策定した経営改善
計画に基づき債権放棄が行われ
た場合には、その税務上の取扱
いについて個別に国税庁に事前
相談をして該当するか否かを確
認する必要があったため、経営
改善計画策定まで、時間的なロ
スが発生していた。また、事例
によっては、税務上の取扱いが
認められないケースもあること
から、経営改善計画の策定が進
まない要因の一つにもなってい
た。そこで、税務上の取扱いが
一律的に認められることによ
り、債権放棄を伴う経営改善計
画の策定が促進されることにな
り、県内中小企業の迅速な再生
が可能となる。

法人税法第37条第１
項、第59条第1項
法人税基本通達9－4
－2、１２－３－１
? 、平成15年7月31日
付課審5－13・課法2
－19国税庁課税部審
理室長回答

・法人が寄附金を支出した場合には、原則と
して損金算入限度額を超える部分の金額は損
金の額に算入しない。
・法人が子会社や取引先等を整理するなどの
ために債権放棄等をした場合においても、合
理的な計画に基づくものであるなど、その債
権放棄等をしたことについて相当の理由があ
ると認められるときは、これにより生ずる損
失は寄附金の額に該当せず、損金の額に算入
するものとして取扱う。
・資産整理に伴い債務免除を受けた場合に
は、その債務免除益の範囲内で期限切れ欠損
金額を損金の額に算入する。
・債務免除が多数の債権者によって協議の上
決められる等その決定について恣意性がな
く、かつ、その内容に合理性があると認めら
れる資産整理があった場合には、法人税法第
59条の適用があるものとして取り扱う。
・中小企業庁から照会のあった中小企業再生
支援協議会が関与したモデルケースの再建計
画については、照会に係る事実関係を前提と
する限り、税務上、合理的な再建計画に基づ
く債権放棄である旨回答を行った。

３：対応
は不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

３：対応は不可能　　　　新たな税財政措
置を伴うもの
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いわき市

小名浜港背
後地等の整
備による地
域再生

1397 1397020 070420

土地区画整理
事業における
地区外転出等
の特例措置に
ついて

　土地区画整理事業において、権
利者の申し出や特別な事情により
地区内換地が困難な場合には、施
行者が用地を取得せざるを得な
い。
　この場合、事業の円滑な施行の
ため、これら用地を譲渡し地区外
に転出する権利者に対し、課税の
特例を設けてほしい。

土地区画整理事業により貨物ターミ
ナルの移転を計画しているが、貨物
ターミナル用地の確保や新たな都市
拠点用地の創出が必要となるため、
移転先の一般の民家や工場等は地区
内への換地が困難となり、地区外へ
転出する権利者の用地を買収し、建
物を補償する必要がある。
従って、土地区画整理法において、
このような特別な事情がある場合
は、施行者が地区外転出者の用地を
取得し、補償できる制度や、取得し
た土地を公共用地や民間共同事業者
へ換地すること等の処分及び清算に
関する制度の創設するとともに、併
せて、地区外転出者（用地譲渡者）
に対する課税の特例を創設し、既成
市街地における貨物ターミナル移転
等の特殊な事業については、土地区
画整理事業の中で総合的なまちづく
り制度の活用と権利者の合意形成を
促進し、事業の早期立ち上げと土地
の流動化を促進することにより、地
域経済の活性化とまちづくりの実現
が図られる。

土地区画整理事業により貨物ターミ
ナルの移転を計画しているが、貨物
ターミナル用地の確保や新たな都市
拠点用地の創出が必要となるため、
移転先の一般の民家や工場等は地区
内への換地が困難となり、地区外へ
転出する権利者の用地を買収し、建
物を補償する必要がある。
従って、土地区画整理法において、
このような特別な事情がある場合
は、施行者が地区外転出者の用地を
取得し、補償できる制度や、取得し
た土地を公共用地や民間共同事業者
へ換地すること等の処分及び清算に
関する制度の創設するとともに、併
せて、地区外転出者（用地譲渡者）
に対する課税の特例を創設し、既成
市街地における貨物ターミナル移転
等の特殊な事業については、土地区
画整理事業の中で総合的なまちづく
り制度の活用と権利者の合意形成を
促進し、事業の早期立ち上げと土地
の流動化を促進することにより、地
域経済の活性化とまちづくりの実現
が図られる。

租税特別措置法第33
条①三及び第33条の4

個人の有する土地等について土地区画整
理法による土地区画整理事業が施行さ
れ、換地処分により精算金を取得し代替
資産を取得した場合、一定の要件のもと
課税の繰延べをすること又はその譲渡益
から5000万円の特別控除を差し引きこと
ができる。

3：対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

3：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

会津若松市

（仮称）会
津ベン
チャーラン
ド構想

1041 1041040 070430
エンジェル税
制の大幅強化

現状のエンジェル税制は、株式譲
渡益を1/4まで圧縮することがで
き、譲渡損失が出た場合には譲渡
益と相殺し損失分を３年間繰越控
除可能という内容となっている
が、譲渡益を生じなければ相殺す
る事ができない。従って、より実
態に即しメリットの大きい所得と
の相殺を可能とする。また、資金
の市場への循環を考慮すると、譲
渡益を一定期間内にベンチャー企
業に対し再投資した場合には、譲
渡益課税を繰り延べることができ
るようにする。

エンジェルの育成を図るとともに、
ベンチャー企業への資金調達を促進
する。また、エンジェルの社会的認
知度を高め、数多く輩出する。

税制面のメリットが増加すれ
ば、エンジェルの育成にも繋が
り、ベンチャー企業への資金調
達も容易になる。

租税特別措置法第37
条の13、第37条の13
の2及び第37条の13の
3

個人が一定のベンチャー企業の株式を払
込みにより取得した場合、①投資額を同
一年分の株式譲渡益から控除、②譲渡益
を２分の１（他の特例と合わせて４分の
１）に軽減、③損失が生じた時は３年間
の繰越控除することができる。

3：対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

3：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

宮崎県 地域材活用
活性化構想

2068 2068010 070440

補助金で建設
した施設への
財産処分等に
関する制限の
緩和

　補助金で建設した収支を伴う施
設の実施主体の変更等に関する補
助金返還の免除及び譲渡先の法人
税課税の特例（圧縮記帳価格を適
正譲渡価格と見なす）

　補助金で建設した施設を所有する
組合等が経営難に陥った場合等に、
意欲のある事業引受希望先（民間団
体等も含めて）が存在し、補助金の
目的を達成するために施設を活用し
ていこうとする場合には、施設の円
滑な譲渡を可能とすることにより、
事業の再生と雇用の継続を確保す
る。

　当施設を財産譲渡する際、有
償の場合は、補助金返還を伴
う。　　　　　　　　　　ま
た、その引受希望先が施設を引
き継ぎ、経営再生と雇用の確保
を図ろうとする場合にも、圧縮
記帳価格により譲渡するような
場合には、法人税が課税される
可能性がある。

・補助金等に係る予
算の執行の適正化に
関する法律第22条、
同施行令第13条及び
第14条
・法人税法22条第１
項、第２項

・　補助事業等により取得し、又は効用
の増加した政令で定められている財産
（不動産等）は、各省各庁の長の承認を
受けないで補助金等の交付の目的に反し
て使用、譲渡、貸し付け等をすることは
できない。
　ただし、補助事業等の完了により相当
の収益が生じること等により補助金等の
全部に相当する金額を国に納付した場
合、及び各省各庁の長が定める期間を経
過した場合は、この限りでない。
・法人が資産を有償で譲渡した場合に
は、その譲渡益は法人税の課税所得の計
算上益金の額に算入する。

・６
・３：対
応は不可

能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

・本件は、木材加工施設の有効活用という
個別具体的な要望なので、補助金交付官庁
の運用の問題として処理されるべきもので
ある。
・３：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

牟礼町 牟礼町まち
づくり計画

2092 2092020 070450
特定公益増進
法人に係る取
扱の準用

特定公益増進法人の寄付行為に関
する税控除に係る取扱を法令の定
めにかかわらず、町が認定したNPO
にも準用する。

　特定公益増進法人の寄付行為に関
する税控除に係る取扱を住民と行政
が協働するまちづくりの業務委託先
であるNPOに対しても準用することに
より、地域再生の担い手育成及びNPO
活動等の活性化支援を図る。NPO活動
等の活性化は、当該NPOの体力強化を
図るとともに、地域社会全体への還
元が期待できる。

地域再生の担い手を育成し、地
域再生を実現するのためには、
従来とは異なる積極的な支援が
必要となる。

租税特別措置法 41の
19、66の11の2
租税特別措置法施行
令 39の22の2

ＮＰＯ法人のうち一定の要件を満たすも
のとして国税庁長官の認定を受けたもの
（認定ＮＰＯ法人）に対する寄附金は、
寄附金控除等の優遇措置の対象とされ
る。

3:対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

3:対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの
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篠山市

農地を守る
担い手・生
産組合等活
動支援事業

2144 2144010 070460

生産組合及び
認定農業者の
機械購入に対
する補助金の
創出及び同積
立金法人課税
の免除

・生産組合設立時及び認定農業者
の機械購入に対する助成。
・生産組合及び認定農業者の機械
更新時に係る助成。
・生産組合を公益法人並みの扱い
並びに減価償却費として積み立て
る機械更新用積立金の課税免除。

　生産組合による農地の利用調整機
能の発揮及び地域農業の担い手とし
ての活動を支援するとともに、集落
の農地保全に大きな役割を果たすた
め、機械購入・更新に係る助成と法
人税等において公益法人並みの取り
扱いと積立金の法人課税の免除を行
う。（地域の農家から受託する農作
業委託料については収益事業から除
外を希望）

　機械のない農家には共同利用
機械の調達、耕作できる人がい
ない農家には自らが農作業を行
ない、集落の農業に血を通わす
役割を積極的に果たし、集落の
農業を守っている生産組合への
支援を行うことにより担い手を
確保し、農地の保全と有効活用
を図る。

法人税法第５条、第
31条第１項

協同組合等に対しては、すべての所得に
ついて法人税を課する。減価償却費とし
て損金経理した金額のうち、償却限度額
に達するまでの金額は、損金の額に算入
する。

３：対応
は不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

３：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

神戸市

神戸医療産
業都市構想
の推進によ
る地域再生
構想

2022 2022010 070470

産学民官の連
携による地域
の科学技術振
興・産業活性
化のための中
核機関の機能
強化

産学民官の連携による地域の科学技術振
興・産業活性化のために、以下の中核機関
の機能強化が必要である。
（１）民間資金導入による中核機関の財政
基盤強化
　① 中核機関の「特定公益増進法人」とし
ての認定要件の緩和
　② 中核的支援機関が新事業創出促進法関
連税制優遇措置（基金の損金算入）を受け
るための政令４事業実施要件の緩和
（２）地方公共団体による中核機関への支
援体制の強化
  ○中核機関への地方公共団体からの財政
支援に対する必要な措置
　・中核機関への出資金及び貸付金の財源
を地方債とする際の要件の緩和（国または
地方公共団体の出資比率の制限）等
（３）中核機関の機能強化を図るための研
究費（競争的資金）の運用の弾力化
・事業費に左右されず、すべての研究費
（競争的資金）に間接経費３０％を導入
（第2期科学技術基本計画に規定されてい
る）
（４）大学発のバイオベンチャーの育成を
支援するライフサイエンスＴＬＯを創設す
るための承認ＴＬＯの要件の弾力化
　○ ＴＬＯの承認基準の明示
　○ ＴＬＯの承認基準の弾力化
  ・原則１大学１ＴＬＯとの指導　→　複
数のＴＬＯに弾力化
  ・承認には学長の同意が必要との指導
→　同意要件の弾力化（学部長等の同意）

（１）（２）民間資金の導入及び地
方公共団体の支援により、中核機関
の財政措置を強化し、産学民官の連
携による地域の科学技術振興・産業
活性化に資する。

（３）地域の科学技術振興を目的と
する公益法人や大学等における産学
連携型の研究活動を加速することに
より、地域における革新技術・新産
業の創出を通じた地域経済の活性化
を図る。

（４）京都大学、大阪大学、神戸大
学、理化学研究所など、関西を中心
に広域横断的な研究機関を対象とし
て、ライフサイエンスに特化して、
研究成果の事業化（アーリーイン
キュベーション）及び技術移転を促
進するため、承認ＴＬＯとして、
「ライフサイエンスＴＬＯ」を創設
する。
　これにより、ライフサイエンス分
野特有の課題に対応した事業化支援
体制を構築することが可能となり、
その結果、研究成果の事業化が加速
され、地域経済の活性化に資するこ
ととなる。

（１）民間資金を導入しやすくすること
により、中核機関の財政基盤が強化さ
れ、地域産業活性化に資する。

（２）地域産業活性化に向けた中核機関
の財政基盤強化は、地方公共団体におけ
る将来の税源の涵養につながるため、後
年度負担を求めることが適切である。

（３）すべての研究費（競争的資金）に
間接経費３０％が適用されていない。本
来、間接経費によって中核機関の活性化
及び産学連携の加速を図る必要がある。

（４）大学知的財産本部の設置に伴い、
ライフサイエンス分野での知的財産を、
早期に実用化・産業化するためにも、専
門的・広域的なＴＬＯが必要。
しかしながら、国からは、承認ＴＬＯの
要件として、
・原則１大学１ＴＬＯと指導されてい
る。
・承認ＴＬＯを設置するには学長の同意
が必要と指導されている。
これらの承認基準を明確化するととも
に、要件の弾力化が必要。

　租税特別措置法第
66条の11第１項第６
号
　租税特別措置法施
行令39条の22第２項
第12号

所得税法 78
所得税法施行令 217
法人税法 37
法人税法施行令 77

租税特別措置法 28、
66の11
租税特別措置法施行
令 18の3、39の22

新事業創出促進法の認定中核的支援機関が行う支援
事業に属する業務に係る基金に充てるための負担金
の支出額について、支出時に損金算入することを認
める。

　公益法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向
上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄
与するものとして、特定の業務を主たる目的とし、
運営組織及び経理が適正であると認められること等
につき主務大臣の認定を受けたもの（特定公益増進
法人）に対する寄附金は、寄附金控除等の優遇措置
の対象とされる。

　長期間（5年超程度）にわたって使用又は運用さ
れる基金で一定のもの（特定の基金）に係る負担金
等を支出した場合には、支出時に損金（個人におい
ては必要経費）に算入される。
　特定の業務を行うことを主たる目的とする公益法
人等で一定の要件を満たすものに設けられるその特
定の業務に係る基金が、特定の基金として財務大臣
により指定される。

３：対応
は不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の
（予算関
係につい
ては６）

３：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの
（予算関係については６）

兵庫県・
西宮市

芸術文化あ
ふれるまち
づくり構想

2099 2099070 070480

（財）兵庫県
芸術文化協会
の特定公益増
進法人認定

芸術文化センターの管理・運営団
体である（財）兵庫県芸術文化協
会に対する特定公益増進法人認定

芸術文化センター事業（演劇、音
楽、舞踊等多彩な分野における、①
創造・公演事業、②芸術文化普及事
業、③芸術文化創造基盤整備事業）
及び付属交響楽団事業（定期公演、
青少年コンサート、アウトリーチ活
動等）

芸術文化センター事業は入場料
収入と県負担で実施することに
しているが、県の財源負担には
限界があり、より充実した事業
を実施するため、（財）兵庫県
芸術文化協会が企業等からの寄
付を得やすくすることによる民
間資金導入が必要である。

所得税法 78
所得税法施行令 217
法人税法 37
法人税法施行令 77

公益法人のうち、教育又は科学の振興、
文化の向上、社会福祉への貢献その他公
益の増進に著しく寄与するものとして、
特定の業務を主たる目的とし、運営組織
及び経理が適正であると認められること
等につき主務大臣の認定を受けたもの
（特定公益増進法人）に対する寄附金
は、寄附金控除等の優遇措置の対象とさ
れる。

3:対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

3:対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

要望にある協会は認定で
きないのか、検討し回答
されたい。

　提案の財団は、県教育委員会が所管して
おり、特定公益増進法人として認定するか
否かは県教育委員会の判断となるため、認
定できるか否かについて回答することはで
きない。
　なお、一般論としては、芸術活動に関する
公演施設の管理運営を行うことのみを業務
とする法人は、現行制度における特定公益
増進法人の一つの類型である「芸術の普及
向上に関する業務を行うことを主たる目的
とする法人」（所得税法施行令第217条第1
項第3号ル、法人税法施行令第77条第1項
第3号ル）には該当しない。

13 / 51 ページ



 

15.提案主
体名

19.地域再
生構想の名

称

a.地域
再生構
想管理
番号

b.支援措置
提案事項管

理番号

c.管理
コード

27.地域再生の
ための支援措
置に係る提案

事項
（事項名）

28.地域再生のための支援措置に係
る提案事項の内容 31.具体的事業の実施内容 32.提案理由

37.提案事項に関連す
る法令、告示、通達等

の定め
38.制度等の現状

39.措置等
の分類

40.措置
等の方

法
41.措置等の概要（対応策）

44.地域再生推進室から
各府省庁への再検討要
請

45.「措置等
の分類」の
見直し

46.「措
置等の
方法」
の見直
し

47.再検討要請に対する各府省庁から
の回答

和歌山県

新ふるさと
創り地域再
生構想
（民間活力
による森林
再生を通じ
た地域再
生）

2026 2026010 070490

企業等の森林
環境保全・社
会貢献活動へ
の支援

ａ　県知事が特定公益増進法人を
認定するに当たって、法人税法施
行令第７７条第２項及び所得税法
施行令第２１７条第２項に基づき
求められている「財務大臣との協
議」を「当該法人を所管する財務
事務所との協議」で足りるように
する。

ｂ　企業等が林業生産を目的とし
ない森林保全活動に要した経費
を、「広告料」など法人税法上の
「経費」に該当することを明確化
する。

ａ　について
　地方財務事務所との協議で緑化事
業の推進を主たる目的とする法人
（「和歌山県緑化推進会」）を特定
公益増進法人として認定する。

ｂ　について
　企業等に「企業の森」制度等への
参加を依頼する際に、林業生産を目
的としない森林保全活動に要した経
費を法人税法上の「経費」として処
理できることを明示する。

　企業等が「企業の森」や「緑
の孫基金」に取り組むために
は、森林環境保全の必要性や緊
急性に対する理解や協力が不可
欠であるが、同時に資金を拠出
するためのインセンティブを提
供することが必要なため。

ａ：所得税法 78
　 所得税法施行令
217
   法人税法 37
   法人税法施行令
77

b：法人税法第２２条
第１項、第３項

a：公益法人のうち、教育又は科学の振
興、文化の向上、社会福祉への貢献その
他公益の増進に著しく寄与するものとし
て、特定の業務を主たる目的とし、運営
組織及び経理が適正であると認められる
こと等につき主務大臣の認定（特定の業
務の類型によっては財務大臣の協議を要
する）を受けたもの（特定公益増進法
人）に対する寄附金は、寄附金控除等の
優遇措置の対象とされる。

b：法人の各事業年度の原価の額及び費用
の額は、法人税の課税所得の計算上損金
の額に算入する。

a: 3:対応
は不可能

b: 3:対応
は不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

ａ：
3:対応は不可能
　特定公益増進法人制度では、主務大臣
（又は都道府県知事等）が、その所管行政
に照らして公益性の判断を行い特定公益増
進法人の認定を行うに際し、各主務大臣
（又は各都道府県知事等）間における判断
の統一性・整合性を図るなど、制度の適
正・公平な運用を確保する観点から、主務
大臣（又は都道府県知事等）が財務大臣に
協議することとしている。
　また、特定公益増進法人の認定の要件を
満たしているかどうかは、当該法人の公益
活動の実態、寄附金の使途の実態及び経理
の適正性等から判断しているところであ
る。
　協議先を地方支分部局とする場合には、
公平な運用を確保するために画一的・客観
的な判断基準を用いて、地方支分部局が判
断できる仕組みとする必要があるが、公益
法人が行う事業等の実態は多種多様であっ
て、前述のような認定の要件を満たしてい
るかどうかの判断は、あらかじめ画一的な
基準を設けて行うことにはなじまない。
　従って、協議先を財務大臣から財務事務
所等の地方支分部局に変更することは適当
ではない。
ｂ：
3:対応は不可能　　　新たな税財政措置を
伴うもの

一定の基準を設けて協議
先を財務事務所等の地
方支分部局に変更するこ
とができないか、検討し回
答されたい。

3

　仮に特定公益増進法人の認定を行う際の
協議先を地方支分部局とする場合には、公
平な運用を確保するため、画一的・客観的
な判断基準を用いて、地方支分部局が判
断できる仕組みとする必要があるが、公益
法人が行う公益活動等の実態は多種多様
であって、その公益性が特定公益増進法人
として認定するにふさわしいものであるかど
うかの判断は、あらかじめ画一的な基準を
設けて行うことにはなじまない。

三重県
みえメディ
カルバレー
構想の推進

2057 2057050 070500
エンタープラ
イズゾーンの
指定

　エンタープライズゾーン（法人
税等国税の優遇措置地域）制度を
導入し、大学が所在する市町村が
地域を指定できるようにする。

企業立地、大学発ベンチャー起業の
促進
　大学が所在する周辺地域をエン
タープライズゾーンに指定し、指定
地域内の立地企業に対して法人税等
国税を数年間免除する。

　税制優遇措置地域を設置する
ことにより、指定地域内への企
業立地の呼び水となる。

法人税法第４条第１
項

株式会社などの内国法人は、法人税を納
める義務がある。

３：対応
は不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

３：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

三重県
みえメディ
カルバレー
構想の推進

2057 2057060 070510

エンタープラ
イズゾーン立
地企業の税制
優遇措置

　エンタープライズゾーン内に立
地する企業が地元大学等と共同研
究を実施する場合、法人税等国税
の優遇措置を行う。

産学共同研究の促進
　法人税等国税の優遇措置を行うこ
とにより、共同研究等が増加し、研
究開発が促進される。

　法人税等国税の優遇措置を行
うことにより、共同研究等が増
加し、研究開発が促進される。

租税特別措置法第42
条の４第３項

大学等との共同試験研究及び大学等に対
する委託試験研究について、試験研究費
の額の15％相当額の特別税額控除を認め
る。

３：対応
は不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

３：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの
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三重県
みえメディ
カルバレー
構想の推進

2057 2057070 070520

大学への地元
企業からの寄
付金の税制優
遇措置

　大学への地元企業からの寄付金
に関する国税等税制優遇措置を拡
大する。

研究開発の促進
　地元企業による大学への寄付につ
いて国税等税制優遇措置を受ける率
を拡大することにより、大学への寄
付が増え、研究開発が促進される。

　税制優遇措置率の低さは、企
業から大学への積極的な寄付金
納入を阻害する要因となる。

法人税法 37
法人税法施行令 77
寄附金控除の対象と
なる寄附金又は法人
の各事業年度の所得
の金額の計算上損金
の額に算入する寄附
金を指定する件（昭
和40大蔵省告示154）

現在、国公立大学に対する寄附金は、国
及び地方公共団体に対する寄附金として
全額損金算入ができる。また、16年度以
降、国立大学は国立大学法人化される
が、同法人に対する寄附金は指定寄附金
として、これまでと同様、全額損金算入
ができることとなる。
私立大学に対する寄附金は、特定公益増
進法人に対する寄附金として一般の寄附
金とは別枠により一定限度額まで損金算
入ができるとともに、日本私立学校振
興・共済事業団を通じるものは、指定寄
附金として全額損金算入ができる。

3:対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

3:対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

丹羽郡大口
町

環境区域
（居住・農
業・工業）
の純化並び
に既成との
共存・共生

1244 1244010 070530

居住・農業・
工業の各「環
境区域」の指
定

都市計画法第２９条、第４３条の
規定に基づく許可申請、農業振興
地域の整備に関する法律に基づく
申出及び農地法第３条、第４条、
第５条の規定に基づく許可申請
（いずれも現在は、愛知県が許認
可事務を行っている。）にかかる
許可要件のうち、許可の立地基準
に適合する土地が、既存集落から
離れた土地あるいは一団での営農
に適した土地の場合に、大口町が
あらかじめ指定した区域内の土地
に誘導できるための支援措置を提
案する。

現在、愛知県が許認可事務を行っている
市街化調整区域内における都市計画法第
２９条、第４３条の規定に基づく許可申
請、農業振興地域の整備に関する法律に
基づく申出及び農地法第３条、第４条、
第５条の規定に基づく許可申請が、新た
な「居住」・「農業」・「工業」に利用
される土地が発生する機会であることか
ら、その際に、大口町があらかじめ指定
した「居住環境区域」・「農業環境区
域」・「工業環境区域」内の土地を前述
の許可要件を要する土地と同一性がある
こととして円滑な交換を可能とし、それ
ぞれの「環境区域」へ誘導する。その結
果、例えば、一団の農地として保全すべ
き区域でありながら、一定の要件が整え
ば、既存の集落に隣接した場所であって
も工場が立地し、あるいは、既存の集落
から離れた場所であっても住居が立地す
るといったような案件は減少する。「居
住」・「農業」・「工業」それぞれの棲
み分けにより、大口町における都市計画
法に基づく区域区分（市街化調整区域、
市街化調整区域）を補完することが可能
となる。
「居住環境区域」とは、主として既存の
集落に隣接する土地をいう。「農業環境
区域」とは、主として農業振興地域の整
備に関する法律に基づく農業振興地域
で、一団で営農が可能な土地をいう。
「工業環境区域」とは、主として既存の
工場に隣接する土地をいう。

都市計画法において、開発許可事務は知
事（政令指定都市の長を含む。）の機関
委任事務とされてきたが、平成１２年の
地方分権一括法により、地方の自治事務
となった。
大口町では、市街化調整区域内における
都市計画法第２９条、第４３条の規定に
基づく許可申請、農業振興地域の整備に
関する法律に基づく申出及び農地法第３
条、第４条、第５条の規定に基づく許可
申請は従来から愛知県が行っているとこ
ろであるが、許可基準に関して言えば、
各市町村（地域）の過去の経過並びにそ
の特性を考慮すると、県内一律に決めら
れるものではないということも事実であ
る。
しかしながら、各市町村（地域）毎に異
なる許可基準にすることにより事務が煩
雑になる可能性、また、許可基準が現在
まで順調に推移している状況を踏まえ、
前記許可事務並びに許可基準については
原則、現状のままとするのが妥当ではな
いかと考えられる。本案件の提案理由
は、「地域再生」という観点からみた、
大口町における「工場誘致施策」（町内
に点在する既存の集落に隣接する形で工
場を配置）、「農業施策」（町全域にお
いて、農地の保全・集団化等を目的とし
た土地改良法に基づく土地改良事業によ
る面整備を実施）及び「都市計画法に基
づく区域区分の指定」（「居住」・「農
業」・「工業」それぞれの区域を明確に
する（棲み分けをする）本来の意味での
都市計画とは異なる）と前記許可基準と
の共存・共生を図るために必要があるか
らである。

所得税法第58条
居住者が固定資産を交換した場合、一定
の要件のもと譲渡がなかったものとみな
す。

3：対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

3：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

新城市
「今夜は街
に出かけよ
う」構想

1237 1237010 070540
遠方からの開
業手続きの利
便性の向上

新しく事業を始めるときに必要と
なる、行政官庁に対する様々な許
可や認可の手続きが円滑にできる
よう、手続き方法の簡素化を図
る。

全国からレストランのオーナーシェ
フを募集し、空き店舗を無償で貸し
付け開業してもらうが、できるだけ
広範囲からの応募が得られるよう、
遠方からの開業に係る諸手続きの利
便性の向上を図る。新しく事業を始
めるためには、様々な行政官庁の許
可や認可が必要であり、遠方からの
手続きが円滑にできるよう、居住地
の官庁に提出できたり、インター
ネット申請ができるようにしたい。

新しく事業を始める場合、開業
地を管轄するいくつもの官庁
に、許可や認可の書類を提出し
なければならず、全国から事業
者を募集しても、開業までの手
続きに時間がかかることから、
遠方からの応募者が得られにく
い。

所得税法第229条

居住者が国内において新たに事業等を開
始などする場合、開業等の届出を１月以
内に所轄税務署長に提出しなければなら
ない。

5：現行の
規定、取
扱い等に
より実現
が可能
　開業等
の届出は
許認可で
はなく、
あくまで
も届出。
なお郵送
やオンラ
イン申
請・届出
にによる
ことも可

能

5：現行の規定、取扱い等により実現が可能
　開業等の届出は許認可ではなく、あくま
でも届出。なお郵送やオンライン申請・届
出にによることも可能
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群馬県

ウェルカ
ム・ぐんま
国際観光推
進構想

1045 1045010 070550

民間事業者が
運営する「輸
出物品販売
場」に掛かる
手続きの簡素
化。

国際観光テーマ地区に指定された
市町村において、民間事業者が
「輸出物品販売場」を運営する
時、許可制から届出制にして手続
きを簡素化する。

外国人観光客等の非居住者が購入す
る土産物等に掛かる消費税を免除す
るため、「輸出物品販売場」の許可
を、国際観光テーマ地区に指定され
た市町村において、許可制を届出制
にし、外客の一層の誘致促進と消費
の拡大を図る。

許可制を届出制に簡素化し、
「輸出物品販売場」の拡大を図
る。

消費税法第8条

　輸出物品販売場において、その販売場
を経営する事業者が、非居住者（外国人
旅行者等）に対して一定の物品（輸出携
帯品）を販売する場合には消費税を免除
する特例が設けられている。この特例
は、当該一定の物品が最終的に携帯その
他の方法で国外に持ち出されることを前
提として認められる制度であるため、販
売に際してはこのような要件が満たされ
ていることが確認できるように所定の方
法により行うことが必要とされる。
　本特例により免税で販売しようとする
事業者は、その販売場につき輸出物品販
売場として所轄税務署長の許可を受けな
ければならない。

３：対応
が不可能

　輸出物品販売場における免税制度は、非
居住者により最終的に携帯その他の方法で
国外に持ち出されることを前提に、国内市
中段階において行われる販売に係る消費税
を免除する特例である。このような趣旨を
踏まえた適正な免税制度の執行が担保され
るよう、本特例制度の適用を受ける事業者
には、免税の趣旨を理解し、非居住者であ
ることの確認、免税物品購入記録票の作成
及び輸出されるものである旨の非居住者の
誓約書の保存など所定の手続を適切かつ着
実に実施することが求められる。また、制
度の不正利用を防止する観点からも、その
事業者及び販売場について一定の人的要
件、場所的要件、物的要件を満たす場合に
限って認めることが必要であり、所轄税務
署長から輸出物品販売場としての許可を要
することとしているものである。
　本特例制度を届出制にするとの御要望
は、このような要件を満たしているか否か
にかかわらず自動的に輸出物品販売場とし
て認めることとするものであり、適正な免
税制度の執行を担保する観点から問題があ
り、改正は困難である。

提案の趣旨を踏まえ検討
されたい。 3

３：対応は不可能
　御提案の趣旨を踏まえて再度検討した結
果、本特例制度を届出制にするとの御要望
は，適正な免税制度の執行を担保する観
点等から問題があり、改正は困難である。

茨城県

鬼怒・小貝
花と水の交
流圏形成プ
ロジェクト

1274 1274030 070560

ＮＰＯ法人等
による体験・
交流活動を支
援するコミュ
ニティファン
ドの形成促進

・ＮＰＯ法人等による河川等を活
用した環境学習や自然体験学習活
動を支援するために地方公共団体
が行うコミュニティ・ファンドの
形成について、（財）河川環境管
理財団の河川整備基金を活用した
出資を可能にする。
・上記ファンドに対する民間（企
業及び個人）からの出資につい
て、地方公共団体に対する寄付金
同様、全額損金算入（個人の場合
は所得控除）可能とする税法上の
緩和措置を講ずる。

　コミュニティ・ファンドを形成し
財政基盤の脆弱なＮＰＯ法人などに
対して出融資を行うことにより、官
民協働の河川を活用した環境学習や
自然体験活動の活発化を図る。

　河川に対する知識向上や保
全・再生を進めていくために
は，河川を活用した体験・交流
事業が効果的であることから，
これらの事業へのＮＰＯ等の参
画を促進するため，ＮＰＯ法人
等の財政基盤の強化を図る。

所得税法 78
所得税法施行令 217
法人税法 37
法人税法施行令 77

租税特別措置法 41の
19、66の11の2
租税特別措置法施行
令 39の22の2

提案のファンドがどのようなもの（法人
格等）を想定しているのか不明である
が、例えば、
①　公益法人であれば、公益法人のう
ち、教育又は科学の振興、文化の向上、
社会福祉への貢献その他公益の増進に著
しく寄与するものとして、特定の業務を
主たる目的とし、運営組織及び経理が適
正であると認められること等につき主務
大臣の認定を受けたもの（特定公益増進
法人）に対する寄附金は、寄附金控除等
の優遇措置の対象とされる。
②　ＮＰＯ法人であればＮＰＯ法人のう
ち一定の要件を満たすものとして国税庁
長官の認定を受けたもの（認定ＮＰＯ法
人）に対する寄附金は、寄附金控除等の
優遇措置の対象とされる。

3:対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

3:対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

茨城県

鬼怒・小貝
花と水の交
流圏形成プ
ロジェクト

1274 1274040 070570
ＮＰＯ法人の
所得の損金算
入枠の拡大

　認定ＮＰＯ法人の収益事業に課
される法人税について、みなし寄
付金の損金算入枠を社会福祉法人
の学校法人等と同等の扱いとする
緩和措置を講ずる。
　※所得金額の２０％の範囲内 →
５０％

　ＮＰＯ法人の運営の安定化を図
り、河川を活用した環境学習や自然
体験活動の活発化を図る。

　官民協働による河川を活用し
た体験・交流事業の活発化を促
進するため，ＮＰＯ法人の実施
する非収益事業である体験・交
流事業の継続性を確保するなど
運営の安定化を図る。

租税特別措置法 66の
11の2
特定非営利活動促進
法 46
法人税法 37
法人税法施行令 73

ＮＰＯ法人のうち一定の要件を満たすも
のとして国税庁長官の認定を受けたもの
（認定ＮＰＯ法人）は、収益事業から非
収益事業への支出を寄附金とみなすもの
とされている。また、寄附金の損金算入
限度額は、所得金額の20％とされてい
る。

3:対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

3:対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

茨城県

つくば広域
都市圏活性
化プロジェ
クト

1277 1277140 070580

業務核都市に
おける中核的
民間施設に適
用される国税
及び地方税の
特例措置の適
用に係る第三
セクター要件
の撤廃

一定要件を満たす第三セクターの
みが対象となっている国税及び地
方税の特例措置について，一般の
民間企業にも摘要を認める。

施策のＰＲに努め，業務集積地区に
おける未利用地に，商業・教育・福
祉医療等多様な都市的機能や民間企
業による中核的民間施設の立地を促
進する。

業務核都市の育成・整備を図る
ためには，一般民間企業による
業務集積地区への立地が不可欠
であることから，一定要件を満
たす第三セクターのみが対象と
なっている国税及び地方税の特
例措置について，一般の民間企
業にも摘要を認める必要があ
る。

租税特別措置法第43
条の３第1項

多極分散型国土形成促進法の重点整備地区又は業務
施設集積地区の区域内において、特定中核的民間施
設の取得等をした場合には、初年度において取得価
額の７％の特別償却を認める。

３：対応
は不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

３：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの
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茨城県

ひたちなか
地区の土地
活用及び港
湾利用推進
プロジェク
ト

1278 1278040 070590

建物や機械に
対する特別償却
の期限の延長
並びに償却率
の引き上げ及び
適用年度の繰り
下げ

　輸入促進地域（ＦＡＺ）の特定集積
地区において，製造業者，卸売業
者，小売業者等が取得する建物や機
械について，輸入関連事業用資産の
特別償却の期限（平成16年3月31日
まで）のＦＡＺ法期限（平成18年5月29
日まで）までの延長，並びに償却率
（建物１０％，機械２０％）の引き上げ
（建物１２％，機械２５％）及び適用年
度（供用年度のみ）の繰り下げ（減価
償却期間において企業が希望する年
度）とする。

　輸入促進地域（ＦＡＺ）の特定集積地区
内に立地した企業に対し，建物や機械
に対する特別償却の適用期限の延長，
並びに償却率引き上げ及び適用年度の
繰り下げを行うことにより，特定集積地
区内における税制の優遇措置が拡大さ
れ，企業立地が促進される。

　輸入促進地域（ＦＡＺ）の特
定集積地区内において，建物や
機械に対する特別償却は，適用
年度が供用開始年度のみである
ことや償却率が低いことから制
度の利用がほとんどされていな
い状況にある。このため，期限
（平成１６年３月３１日まで）
の延長，適用年度を減価償却期
間において企業が希望する年度
とすること，償却率引き上げの
優遇措置拡大を図ることにより
企業立地を促進する必要があ
る。

租税特別措置法第１１
条の１０第１項，租税
特別措置法第４４条の
１０第１項

輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に
関する臨時措置法の特定集積地区内にお
いて、輸入関連事業用資産の取得等をし
た場合には、初年度において取得価額の
20％（建物等は10％）の特別償却を認め
る。
（但し、平成16年度税制改正において適
用期限の到来をもって廃止予定）

３：対応
は不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

３：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

社団法人日
本プロジェ
クト産業協
議会

東京湾臨海
部再生プロ
ジェクト
例：羽田空
港再拡張・
国際化関連
プロジェク
ト（神奈川
口拠点開発
事業、東海
道貨物支線
旅客化・川
崎アプロー
チ線整備事
業、羽田ア
クセス橋建
設事業）、
都市型集客
施設整備プ
ロジェク
ト、物流拠
点・環境リ
サイクル拠
点・防災拠
点

3101 3101010 070600
自主財源の確
保

当該地域からの固定資産税その他
税収（含む国税）の一定割合を組
み入れる。

自主財源の裏打ちにより将来の
タスクフォースの活動に対する
民間からの信頼性が向上するた
め。

3:対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

3:対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

社団法人日
本プロジェ
クト産業協
議会

東京湾臨海
部再生プロ
ジェクト
例：羽田空
港再拡張・
国際化関連
プロジェク
ト（神奈川
口拠点開発
事業、東海
道貨物支線
旅客化・川
崎アプロー
チ線整備事
業、羽田ア
クセス橋建
設事業）、
都市型集客
施設整備プ
ロジェク
ト、物流拠
点・環境リ
サイクル拠
点・防災拠
点

3101 3101050 070610 規制緩和

①土地に係る規制の緩和
工場遊休地の土地利用規制緩和、
不動産関連課税の減免
②公共財（都市公園、海岸域、道
路等）の民間利用に係る要件緩和

工場遊休地の転用を容易にす
る。
公共財の有効活用を図り民間利
用を容易にする。

6 ―
公共財については、国土交通大臣等
の所管する個別の公物管理法によっ
て管理されている。

岡山県

条件不利地
域における
地域資源を
生かした農
村再生

2167 2167020 070620

地ビール、地
ワイン等の製
造に係る規制
緩和・権限移
譲

構造改革特区で認められている濁
酒に係る最低製造数量基準の緩和
措置を地ビール・地ワイン等へも
拡大する。又は、最低製造数量基
準以下でも酒造免許を受けること
ができることとし、その許可権限
を都道府県知事に移譲する。

構造改革特区で認められている濁酒
に係る最低製造数量基準の緩和措置
を地ビール・地ワイン等へも拡大す
る。又は、最低製造数量基準未満で
も酒造免許を受けることができるこ
ととし、その許可権限を都道府県知
事に移譲する。これにより農業者が
自ら生産する農産物を用い、地ビー
ルや地ワイン等の製造に取り組み、
農家民宿や直売施設等で販売するこ
とにより、農家の収益が増加すると
ともに、新たな観光資源となること
が期待できる、

酒税法により最低製造数量基準未満
の場合は酒類の製造免許が受けられ
ないが、農業者が自ら生産した農産
物を用いて地域で特色ある地ビール
や地ワイン等を生産するには、少量
の場合でも免許が受けられるように
する必要がある。

酒税法第7条第2項

〇酒類を製造しようとする者は、製造しよう
とする酒類の種類別に、その製造場の所在地
の所轄税務署長の免許を受けなければならな
い。酒類の製造免許は、一年間の酒類の製造
見込数量が次に掲げる数量に達しない場合に
は、受けることができない。
　一　清酒　六十キロリットル
　二　合成清酒　六十キロリットル
　三　しようちゆう甲類　六十キロリットル
　四　しようちゆう乙類　十キロリットル
　五　みりん　十キロリットル
　六　ビール　六十キロリットル
　七　果実酒類　六キロリットル
　八　ウイスキー類　六キロリットル
　九　スピリッツ類　六キロリットル
　十　リキュール類　六キロリットル
　十一　雑酒　六キロリットル

3及び7 －

　酒類製造免許の最低製造数量基準の緩和
については、構造改革特区の提案におい
て、別途検討がなされている。
　なお、酒類の製造免許は、酒税（国税）
の保全を図るためのものであり、国税たる
酒税の賦課・徴収と酒類の製造免許制度は
不可分のものであるから、免許の権限を都
道府県知事に委譲することはできない。
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富山県

とやまの観
光資源活性
化プロジェ
クト

1292 1292010 070630
観光用の酒類
販売を行う際
の手続緩和

県産品のPR・販路拡大を目的とす
る３セク（富山県いきいき物産
㈱）が、県内で開催される各種コ
ンベンション等の会場において容
易に地酒の販売を行うことができ
るよう、酒税法第９条の例外措置
を求めるもの。

　富山県いきいき物産㈱が、各種コ
ンベンション会場等に出店し地酒を
販売するためには、その都度、酒類
販売免許（期限付免許）の申請が必
要となるが、容易に免許を取得する
ことができるよう、その手続の簡素
化を行う。具体的には、
①年度当初の年間事業計画により有
効期間を１年間とする免許が取得で
きるものとし、個々の事業は届出制
とする。
または、
②個々の申請に係る添付資料の簡略
化等、免許取得申請に係る手続の簡
素化を行う。

現行の期限付免許の取得手続
は、個々の販売事業ごとに、コ
ンベンション主催者からの県産
品販売事業の依頼文書のほか、
会場の図面、販売する酒類の数
量等に係る資料を添付して、免
許申請を行う必要があり、手続
が非常に煩雑となっている。

酒税法第9条第1項､第
2項
酒税法及び酒類行政
関係等解釈通達第2編
第9条第2項関係の3

期限付酒類小売業免許は、製造者又は販
売業者等が、博覧会場等で臨時に販売場
を設けて酒類の販売を行う場合に、その
催物の開催期間等ごとに､博覧会場等の所
在地の所轄税務署長が付与することとし
ている。

5

酒税法及び酒類行政関係等解釈通達第2編第9条
第2項関係の3により､催物等の入場者の全部又
は大多数が有料入場者である､催物等の開催期間
があらかじめ客観的に定められている等一定の
要件に該当し､かつ､販売場を開設する日の10日
前までに､酒類の販売を行う旨を所轄税務署長に
届け出たときは､当該届出により期限付酒類小売
業免許を付与したものとして取り扱うこととし
ている｡
なお､販売設備状況書などの添付書類は､同一会
計年度における2回目以降の申請に当たっては省
略が可能である｡

要望の内容は実現できる
のか、確認されたい。

5

　製造者又は販売業者が臨時に人の集ま
る催物等の場所で臨時に販売場を設け酒
類の販売を行う場合において、当該催物等
の入場者の全部又は大多数が有料入場者
である､当該催物等の開催期間があらかじ
め客観的に定められている等一定の要件
に該当し､かつ､その販売場を開設する日の
10日前までに､酒類の販売を行う旨を所轄
税務署長に届け出たときは､当該届出によ
り期限付酒類小売業免許を付与したものと
して取り扱っている｡
　なお､同一会計年度における2回目以降の
申請に当たっては、販売設備状況書などの
添付書類の省略が可能となっており、簡素
化が図られている｡

滝根町

「あぶくま
洞（鍾乳
洞）」を核
とした活力
ある観光地
づくり

1137 1137040 070640
自治体が行な
う酒類販売の
販売条件緩和

　酒類販売は、販売免許を取得す
るとともに販売地ごとに管轄税務
署の許可を必要とするため、全国
の博覧会・イベント等で特産品酒
類を販売するには煩雑な手続が伴
う。自治体が地域特産物酒類を販
売する場合は、販売地ごとの税務
署の許可を不要とし、販売する酒
類の範囲又は方法についても要件
を緩和する。

　全国各地の博覧会等において、特
産品の酒類を販売することで、ＰＲ
と販路拡大につなげる。

　博覧会等で一時的に酒類を販
売する場合でも、その都度、販
売地の管轄税務署に申請すると
いう煩雑な手続が必要となって
いる。

酒税法第9条第1項､第
2項
酒税法及び酒類行政
関係等解釈通達第2編
第9条第2項関係の3

期限付酒類小売業免許は、製造者又は販
売業者等が、博覧会場等で臨時に販売場
を設けて酒類の販売を行う場合に、その
催物の開催期間等ごとに､博覧会場等の所
在地の所轄税務署長が付与することとし
ている。

5

酒税法及び酒類行政関係等解釈通達第2編第9条
第2項関係の3の定めにより､催物等の入場者の
全部又は大多数が有料入場者である､催物等の開
催期間があらかじめ客観的に定められている等
一定の要件に該当し､かつ､販売場を開設する日
の10日前までに､酒類の販売を行う旨を所轄税
務署長に届け出たときは､当該届出により期限付
酒類小売業免許を付与したものとして取り扱う
こととしている｡
なお､期限付酒類小売業免許における販売する酒
類の範囲の条件は､催物の内容等に応じて付すこ
ととしている（条件を付さない場合もある｡)｡

要望の内容は実現できる
のか、確認されたい。 5

　製造者又は販売業者が臨時に人の集ま
る催物等の場所で臨時に販売場を設け酒
類の販売を行う場合において、当該催物等
の入場者の全部又は大多数が有料入場者
である､当該催物等の開催期間があらかじ
め客観的に定められている等一定の要件
に該当し､かつ､その販売場を開設する日の
10日前までに､酒類の販売を行う旨を所轄
税務署長に届け出たときは､当該届出によ
り期限付酒類小売業免許を付与したものと
して取り扱っている｡
　なお､期限付酒類小売業免許における販
売する酒類の範囲については、申請に基づ
き催物の内容等に応じた条件を付してい
る｡

天栄村

地域特産作
物を活用し
た「食育」
文化の創造
による地域
再生

1077 1077010 070650
酒税法の規制
緩和措置支援

現在税務署が許可している酒類の
製造免許について規制緩和により
製造を容易とする。

酒類の製造（１年間の見込数量撤
廃）
　　果実酒類、リキュール類、雑酒

酒類の製造は許可までの手続き
に時間がかかり、製造見込数量
の規制があり数量確保が困難で
あるため、規制の緩和を受け加
工品開発の迅速化を図る。

酒税法第7条第2項

〇酒類を製造しようとする者は、製造しよう
とする酒類の種類別に、その製造場の所在地
の所轄税務署長の免許を受けなければならな
い。酒類の製造免許は、一年間の酒類の製造
見込数量が次に掲げる数量に達しない場合に
は、受けることができない。
　一　清酒　六十キロリットル
　二　合成清酒　六十キロリットル
　三　しようちゆう甲類　六十キロリットル
　四　しようちゆう乙類　十キロリットル
　五　みりん　十キロリットル
　六　ビール　六十キロリットル
　七　果実酒類　六キロリットル
　八　ウイスキー類　六キロリットル
　九　スピリッツ類　六キロリットル
　十　リキュール類　六キロリットル
　十一　雑酒　六キロリットル

7 － －

神奈川県

グリーン
ツーリズム
による水源
地域の活性
化構想

1283 1283040 070660 農家レストラ
ン

農家を利用した飲食物の提供
市民農園等において来訪者が自ら育
てた農産物を使用した伝統的な田舎
料理の提供

料理の提供や自家製どぶろくの
販売には規制があるため。

構造改革特別区域法
第24条

〇特区内において農家民宿等を併せ営む
農業者が、自ら生産した米を原料として
濁酒を製造する場合には、酒類製造免許
に係る最低製造数量基準は適用しない。

4 －

　提案は、「特定農業者による濁酒の製造
事業」（構造改革特別区域法第24条（酒税
法の特例））を適用することにより、対応
可能と考えられる。
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 兵庫県

市民農園開
設による農
地活性化構
想

2113 2113010 070670

生産緑地に係
る相続税の納
税猶予措置の
要件改善

生産緑地に係る相続税の納税猶予
措置について、生産緑地を市民農
園としての利用を目的として農園
開設者へ貸付ける場合も、納税猶
予措置の対象とする。

市町やＪＡの生産緑地借受けによる
市民農園の開設

現行では生産緑地を貸し付けた
場合は、相続税の納税猶予が打
ち切られるため、生産緑地を市
民農園として利用促進すること
ができない。そこで、生産緑地
に係る相続税の納税猶予措置に
ついて、生産緑地を市民農園と
しての利用を目的として農園開
設者へ貸付ける場合も、納税猶
予措置の対象とする必要があ
る。

租税特別措置法第70
条の6

相続税の納税猶予
　農地等（特定市街化区域農地等を除く）の
相続人が農業を継続する場合に限り、農地
価格のうち恒久的に農業の用に供されるべ
き農地として取引される場合に通常成立す
ると認められる価格（農業投資価格）を超え
る部分に対する相続税については、担保の
提供を条件に納税を猶予し、その相続人が
死亡した場合等には猶予税額の納付を免除
する。
　なお、特定市街化区域農地等のうち都市
営農農地等（生産緑地）については、納税猶
予の対象となる。

3:対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

3:対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

㈱東京リー
ガルマイン
ド

有資格者の
派遣事業
（コミュニ
ティ・ビジ
ネスの促
進）

3084 3084010 070680

有資格者の派
遣事業（コ
ミュニティ・
ビジネスの促
進）

厚生労働省の労働者派遣事業関係
業務取扱要領の改正。
具体的には、第２　適用除外業務
等　３　適用除外業務以外の業務
に係る制限の２）を削除する。

コミュニティビジネスの事業体の会
計・税務・社会保険関係事務などに
ついて専門知識の面から支援するた
め、士業者をそれら事業体に派遣す
る。

コミュニティビジネスの定着･発
展は地域活性化にとって重要。
定着･発展のためには経営の効率
化やスタッフの待遇改善がされ
なければならず、そのため士業
者の支援が必要不可欠となる。
資金の少ない事業体が士業者の
支援を受けられるには、その派
遣労働を認める必要があるた
め。

税理士法第52条 税理士又は税理士法人でない者は税理士
業務を行ってはならない。

7

千葉県

成田空港を
活用した周
辺地域の活
性化

1304 1304020 070690
税関執務時間
外の臨時開庁
手数料の廃止

　「国際空港特区」の認定により
臨時開庁手数料の半額化が実現し
たことで、特区認定後の臨時開庁
申請件数は認定前に比べ約１０
パーセント増加し、航空貨物の取
扱いに求められる迅速性の面にお
いて、空港内外の物流施設の機能
が高まることとなった。
　そこで、この成果をさらに大き
なものとするため、成田空港での
通関等に係る臨時開庁手数料の廃
止をお願いしたい。

　航空輸送は迅速性の要求に応える
ことが最大の使命であるため、成田
空港での臨時開庁申請件数は、海上
輸送の港湾に比べると圧倒的に多
く、毎年相当な申請件数に達する。
　このような成田空港独自の特殊性
を踏まえ、恒常化している臨時開庁
の手数料を廃止することにより、物
流関連企業の成田空港周辺地域への
立地を促進することとしたい。

（参考）平成１４年臨時開庁申請件
数
　　成田空港　　：　１８２，００
０件
　　関西国際空港：　　６８，００
０件
　　横浜港　　　：　　　３，２０
０件

　成田空港での通関等に係る臨
時開庁申請の件数は、個々の企
業にとっても膨大な数であるた
め、各企業からは、半額の軽減
では不十分との声が多く聞か
れ、荷主の負担感は依然として
大きい。

関税法第98条、
第100条第1項第４号

税関の執務時間外に臨時の執務を求めよ
うとする者は、税関長の承認を受け、必
要な手数料を納付しなければならない。

3 ―

　国際物流の変化に応じた臨時開庁手数料
の見直しに関する要望が物流業者等から出
される一方、特定の受益者が存在する場合
には税として国民一般に負担を求めるので
はなく、その受益者に一定の負担を求める
べきであるという受益者負担の原則も重要
である。このため、臨時開庁手数料につい
ては、平成16年4月から、7800円から4100円
にすることとした。
　これにより、構造改革特別区域において
は、臨時開庁手数料の額が2分の1となるこ
とから、2050円となる。

提案を実現するにはどう
すればいいか再度検討さ
れたい。

3 -

　国際物流の変化に応じた臨時開庁手数
料の見直しに関する要望が物流業者等か
ら出される一方、特定の受益者が存在する
場合には税として国民一般に負担を求める
のではなく、その受益者に一定の負担を求
めるべきであるという受益者負担の原則も
重要である。このため、臨時開庁手数料に
ついては、平成16年4月から、7800円から
4100円にすることとした。
　これにより、構造改革特別区域において
は、臨時開庁手数料の額が2分の1となるこ
とから、2050円となる。

富山県
にぎわいと
活気あふれ
た港づくり

1296 1296010 070700

特定重要港湾
伏木富山港に
おける税関の
臨時開庁の柔
軟対応

　税関の時間外や土日開庁を前提
とした定期便の誘致を進めるた
め、必要な税関職員人数を確保す
るなどして、税関の時間外や土日
開庁について、柔軟に対応いただ
くよう求めるもの。

  税関の時間外や土日の開庁につい
ては、関税法において、支障がない
場合は税関長の承認によって可能と
なっている。
　一定の臨時開庁実績がある地域に
おいては、構造改革特区の指定に
よって、臨時開庁手数料を含めて恒
常的な対応を求めることが可能と
なっているが、現状の伏木富山港の
実績では当該構造改革特区として申
請することはできない状況にある。
　県としては、積極的なポートセー
ルを進めるため、税関の時間外や土
日開庁を前提とした定期便の誘致を
行っていきたいと考えている。
　このため、必要な税関職員人数を
確保するなどして、税関の時間外や
土日開庁について、柔軟に対応いた
だくよう求めるもの。

　現状においても、夜間や休日
においても事前の承認によって
臨時開庁を求めることができる
が、税関の人員配置等もあり、
臨時的な対応となっているのが
現状である。
　しかしながら、貨物取扱高の
増大を図るためには、伏木富山
港の利便性を更に高める必要が
ある。
　このため、伏木富山港を所管
する税関の時間外や土日開庁を
前提に、定期便の誘致を進めて
いきたい。

関税法第98条
税関の執務時間外に臨時の執務を求めよ
うとする者は、税関長の承認を受けなけ
ればならない。

3 ―

税関の執務時間外であっても行政需要に対
応できるように連絡体制を整備したとこ
ろ。事前に連絡があれば、所要の税関職員
を確保するなど、柔軟に対応してまいりた
い。

　臨時開庁に係る伏木税関支署連絡先：０
７６６－４４－５１２４（時間外　０９０
－８９６６－５６２８）、富山出張所連絡
先：０７６－４３７－９９３９（時間外
０９０－８９６６－５６２９）

　なお、行政需要が大きく増加し、その行
政需要に対応するため、税関職員を執務時
間外に常駐させる必要が生じた場合には、
税関職員の常駐の検討が行われることにな
る。

要望を実現するにはどう
すればいいか再度検討さ
れたい。

5 -

税関の執務時間外であっても行政需要に
対応できるように連絡体制を整備したとこ
ろ。事前に連絡があれば、所要の税関職員
を確保するなど、柔軟に対応してまいりた
い。

　臨時開庁に係る伏木税関支署連絡先：０
７６６－４４－５１２４（時間外　０９０－８９６６
－５６２８）、富山出張所連絡先：０７６－４３
７－９９３９（時間外　０９０－８９６６－５６２
９）

　なお、行政需要が大きく増加し、その行政
需要に対応するため、税関職員を執務時間
外に常駐させる必要が生じた場合には、税
関職員の常駐の検討が行われることにな
る。
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福井県
福井港港湾
物流推進構
想

1088 1088010 070710
福井港の開
港、無線検疫
港の指定

　これまでの福井港の外航船入港
数（H110～15年…43～46隻）や貿
易額、純トン数等について、要件
に準じた実績であることから、関
税法上の開港指定要件の弾力化、
検疫法上の無線検疫港指定要件の
弾力化を図り、福井港を開港、無
線検疫港とする。

　福井港への外航船の直接入港によ
り、物流経費と時間が短縮し、他の
開港等との競争力が強化され、企業
誘致促進が図られる。

　福井港には、手続きのためだ
けに開港に寄港している船舶が
あり、物流経費・時間的コスト
がかさみ、他港との競争力低下
の原因となっている。

関税法第２条、同法
施行令第１条

関税法上の開港は、監視取締り、通関等
の業務を集中させることによって、効率
的・効果的な税関行政の執行を確保する
ためのものである。

3
新たな税
財政措置
を伴うも

の

開港指定にあたっては、外国貿易船の入港隻
数、輸出入申告件数等の実績のほか、定員事情
等を総合的に考慮して判断しているところであ
るが、関税法上の開港は、監視取締り、通関等
の業務を集中させることによって、効率的・効
果的な税関行政の執行を確保するためのもので
あるため、福井港開港のため開港指定の弾力化
を図ることはできない。
なお、福井港については、ある程度の入港実績
はあるものの、依然として輸出入申告件数等の
状況からは、まとまった行政需要があるとは現
時点では判断出来ず、直ちに開港指定を行うこ
とは困難である。
いずれにせよ、本提案は、これまで同港で徴収
されてきた不開港出入許可手数料を免除し、特
別とん税の譲与を求めるものであることから、
「新たな税財政措置を伴うもの」に該当する。

提案の趣旨を踏まえ検討
されたい。

3
新たな税財
政措置を伴

うもの

開港指定にあたっては、外国貿易船の入港
隻数、輸出入申告件数等の実績のほか、
定員事情等を総合的に考慮して判断してい
るところであるが、関税法上の開港は、監
視取締り、通関等の業務を集中させること
によって、効率的・効果的な税関行政の執
行を確保するためのものであるため、福井
港開港のため開港指定の弾力化を図ること
はできない。
なお、福井港については、ある程度の入港
実績はあるものの、依然として輸出入申告
件数等の状況からは、まとまった行政需要
があるとは現時点では判断出来ず、直ちに
開港指定を行うことは困難である。
いずれにせよ、本提案は、これまで同港で
徴収されてきた不開港出入許可手数料を
免除し、特別とん税の譲与を求めるもので
あることから、「新たな税財政措置を伴うも
の」に該当する。

大竹市 大竹港港湾
地域の再生

2041 2041010 070720

大竹港の開港
及び、税関管
轄の弾力的運
用

大竹港東栄地区港湾整備事業完成
と同時に開港とし、至近距離にあ
る門司税関岩国支署の弾力的運用
を実施することにより、入港手続
きができるようにする。

大竹港を開港とし、税関の管轄を神
戸税関から門司税関に移管して、地
理的に至近の山口県岩国市にある門
司税関岩国支署の管轄とする。この
ことにより、大竹港の後背地にある
大竹工業団地の企業の輸出入に係る
経費は大幅に軽減できる。

岩国港と大竹港とは山口県と広
島県との県境である小瀬川を挟
んで相対している。岩国港は開
港であるのに対して大竹港は不
開港であり、管轄は門司税関と
神戸税関に分かれている。神戸
税関の支署は広島港にあり、大
竹港に外国船が入港する場合に
は至近に門司税関の岩国支署が
あるにもかかわらず、広島支署
での手続きを余儀なくされてい
る。また、工業製品を輸出する
場合には、岩国港に自動車運搬
せざるを得ないなど、物流費用
が大きな負担となっている。現
在整備されている大竹港は、１
１メートルの水深を持ち３万ト
ンクラスの船が入港できるな
ど、重要港湾に匹敵する機能を
備えたものとなる。この能力を
最大限に生かし工業団地の国際
競争力を高める為には大竹港を
開港とすることはきわめて有効
である。

関税法第２条、同法
施行令第１条

関税法上の開港は、監視取締り、通関等
の業務を集中させることによって、効率
的・効果的な税関行政の執行を確保する
ためのものである。

3
新たな税
財政措置
を伴うも

の

関税法上の開港は、監視取締り、通関等の
業務を集中させることによって、効率的・
効果的な税関行政の執行を確保するための
ものであるが、開港とするか否かについて
は、外国貿易船の入港隻数、輸出入申告件
数等の実績のほか、定員事情等を総合的に
考慮して判断しているところである。
このため、大竹港については、ある程度の
入港実績はあるものの、依然として輸出入
申告件数等の状況からは、まとまった行政
需要があるとは現時点では判断出来ず、直
ちに開港指定を行うことは困難である。
いずれにせよ、本提案は、これまで同港で
徴収されてきた不開港出入許可手数料を免
除し、特別とん税の譲与を求めるものであ
ることから、「新たな税財政措置を伴うも
の」に該当する。
なお、門司税関岩国税関支署の弾力的運用
については、現時点においても大竹港を管
轄する広島税関支署より職員を出張させ入
港手続を行っているところであり、今後と
も適切に対処してまいりたい。

提案の趣旨を踏まえ検討
されたい。

3
新たな税財
政措置を伴

うもの

関税法上の開港は、監視取締り、通関等の
業務を集中させることによって、効率的・効
果的な税関行政の執行を確保するための
ものであるが、開港とするか否かについて
は、外国貿易船の入港隻数、輸出入申告
件数等の実績のほか、定員事情等を総合
的に考慮して判断しているところである。
このため、大竹港については、ある程度の
入港実績はあるものの、依然として輸出入
申告件数等の状況からは、まとまった行政
需要があるとは現時点では判断出来ず、直
ちに開港指定を行うことは困難である。
いずれにせよ、本提案は、これまで同港で
徴収されてきた不開港出入許可手数料を
免除し、特別とん税の譲与を求めるもので
あることから、「新たな税財政措置を伴うも
の」に該当する。
なお、門司税関岩国税関支署の弾力的運
用については、現時点においても大竹港を
管轄する広島税関支署より職員を出張させ
入港手続を行っているところであり、今後と
も適切に対処してまいりたい。

神戸市
神戸港再生
構想 2023 2023080 070730

神戸・大阪両
港の一開港化
による利便性
の向上

関税法施行令別表の改正により、
神戸・大阪両港を一開港とする。

一開港化により両港に寄港する船舶
のとん税・特別とん税の負担を1回限
りすることにより港湾コストの削減
を図り、神戸港の国際競争力を強化
する。

　近年貨物取扱量の増加の著し
い中国をはじめとするアジア諸
国と関西を結ぶ近海航路の船舶
は、ほとんどが神戸・大阪の両
港に寄港している。
　京浜港（東京、川崎、横浜）
及び関門港（下関、北九州）で
は、複数港に入港しても、とん
税、特別とん税の負担は一回限
りである。
　このため、神戸港は他港と比
べて競争上不利になっており、
港の再生を阻害する規制要因と
なっている。

関税法第２条、同法
施行令第１条

関税法上の開港は、監視取締り、通関等
の業務を集中させることによって、効率
的・効果的な税関行政の執行を確保する
ためのものであり、関税法上の開港の港
域は、原則として港則法上の港域により
定められている。

3
新たな税
財政措置
を伴うも

の

開港の港域は、原則、港則法（国土交通省
所管）で定められた港域に基づき定められ
ている。
したがって、関税法上、神戸港と大阪港を
一開港とするためには、港則法上の改正が
前提となる。
なお、神戸港と大阪港との一体化の実現に
当たっては、まず関係自治体を含む両港の
関係者の合意が前提となることから、今後
ともその動向について注視してまいりた
い。
いずれにせよ、本提案は、神戸港・大阪港
の一体化によって、両港に寄港する外航船
のとん税・特別とん税の軽減を求めるもの
であることから、「新たな税財政措置を伴
うもの」に該当する。

提案の趣旨を踏まえ検討
されたい。

3
新たな税財
政措置を伴

うもの

開港の港域は、原則、港則法（国土交通省
所管）で定められた港域に基づき定められ
ている。
したがって、関税法上、神戸港と大阪港を
一開港とするためには、港則法上の改正が
前提となる。
なお、神戸港と大阪港との一体化の実現に
当たっては、まず関係自治体を含む両港の
関係者の合意が前提となることから、今後
ともその動向について注視してまいりたい。
いずれにせよ、本提案は、神戸港・大阪港
の一体化によって、両港に寄港する外航船
のとん税・特別とん税の軽減を求めるもの
であることから、「新たな税財政措置を伴う
もの」に該当する。
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大分県

港湾CIQ利
便性向上の
ための国・
県タイ・
アップ計画

2060 2060020 070740
入国管理局、
税関の非常勤
職員制度創設

港湾を開港、不開港の二つに峻別
する関税法を見直し、業務量の見
通しが一定量に達しない港につい
ても、入国管理局、税関が職員OB
等を非常勤職員として雇用し、柔
軟に入出港手続を行うことができ
るようにする

別府港に、入国管理局、税関が、職
員OB等を非常勤職員として雇用し配
置することで、適宜、柔軟に入出港
手続を行うことができるようにし、
いつでも入国管理、税関業務を行え
る体制を構築する。

現在、不開港である別府港に、
国際観光クルーズ船が入出港す
る場合には、不開港入出港手続
を行い、入国管理局、税関、検
疫所から職員の出張予定の調整
を行うことが必要になる。これ
らは、業者にとって負担となっ
ており、別府港への入出港を敬
遠する原因になっている。

別府港における外国貿易船等の入港等に
係る税関業務については、近隣の大分税
関支署から職員を派遣して対応してい
る。

3

別府港については、外国貿易船等の入港隻
数が少なく、非常勤職員を雇用し配置する
よりも近隣の大分税関支署から職員を派遣
して処理する対応が効率的である。なお、
同港における税関業務については、これま
でも大分税関支署から職員を派遣して、支
障なく対応してきている。

提案の趣旨を踏まえ検討
されたい。

3
新たな税財
政措置を伴

うもの

別府港については、外国貿易船等の入港
隻数が少なく、非常勤職員を雇用し配置す
るよりも近隣の大分税関支署から職員を派
遣して処理する対応が効率的である。な
お、同港における税関業務については、こ
れまでも大分税関支署から職員を派遣し
て、支障なく対応してきている。

大阪府 国際交流の
拠点形成

2030 2030020 070750

海上貨物と航
空貨物の通関
手続きの一元
化

りんくうタウン内の通関業者が航
空貨物及び海上貨物を輸出入する
際に、航空貨物通関情報処理シス
テム及び海上貨物通関情報処理シ
ステムの両方を使って、一連の税
関手続き等を行えるようにする

りんくうタウンを所管する２税関で
は、それぞれ航空貨物通関情報処理
システムまたは海上貨物通関情報処
理システムしか導入されていない。
システムが導入されていない税関に
別の通関処理を行うとなればマニュ
アル申請となり不便である。りんく
うタウンにおいては両システムが使
える体制を整え通関業者の利便性の
向上を図る。

通関業者の利便性の向上を図る
ことにより、企業の立地・事業
（地域）の活性化に結びつけ、
さらに雇用の促進を図る

通関情報処理システムは、税関手続及びこれ
に密接に関連する民間業務を処理する官民共
同利用システムで、航空システム（Air-
NACCS）と海上システム（Sea-NACCS）があ
り、独立行政法人通関情報処理センター（セ
ンター）が運営している。

5

Air-NACCSを利用する場合には、関連業界が
一体となって利用する必要があることか
ら、関連業界の要望を取りまとめた上で当
該税関に申し出ていただきたい。

　

千葉県

成田空港を
活用した周
辺地域の活
性化

1304 1304010 070760

保税運送に係
る手続の簡素
化と包括保税
運送承認の適
用範囲の拡大

　成田空港外の周辺地域は、空港
内貨物施設のスペース不足を主な
原因として、民間事業者が単独で
運営する保税蔵置場等の物流施設
が、個々に分散して立地する状況
である。
　航空貨物は、取扱いの迅速性が
その特性であるため、空港外の保
税施設においても、空港内と同等
の短いリードタイムが求められ
る。
　そこで、空港と空港外保税施設
の間の保税運送、及び同一企業が
運営する空港外保税施設相互間の
保税運送については、保税運送承
認手続全体の簡素化をお願いした
い。
　また、その方策の１つとして、
包括保税運送承認制度をより広範
囲に適用していただき、承認期間
についてもより長期としていただ
けるよう、制度の運用面について
ご検討いただきたい。

　空港と空港外保税施設の間の保税
運送自体にかかる時間的ロスは避け
られないものの、保税運送承認手続
が簡素化されることにより、運送前
後の作業時間短縮やコスト軽減が図
られ、空港外保税施設の使い勝手が
高まる。
　このことにより、今まで空港内で
通関していた貨物も空港外保税施設
で通関する場合が増えるなど、空港
外保税施設への需要が高まることと
なるので、その優位性を活かして、
物流関連企業の成田空港周辺地域へ
の立地を促進することとしたい。

　空港外保税施設を運営する民
間事業者からは、保税運送のた
びごとに税関の承認を受けなけ
ればならず、承認申請作業等で
手数と時間がかかり負担になっ
ているとの声が多く聞かれる。

関税法第63条
関税法基本通達63-
22、63-23

　外国貨物は、税関長の承認を受けて、
外国貨物のまま保税地域等の間を運送す
ることができる。

3

保税運送では、外国貨物が税関の監督下にある
保税地域を離れて運送されることとなるので、
保税運送手続は、国民の安全等を確保するた
め、社会悪物品等の輸入禁止・輸入規制物品の
国内への流入、外国貨物の荷抜き・すり替え等
がないよう外国貨物の適正な管理を確保するた
めの不可欠な手続である。
　
　この保税運送手続においては、(1)申告項目
は税関の取締上必要な項目に限っていることの
ほか、(2)運送の状況その他の事情を勘案して
取締上支障がないと認められるときは、最長１
年間内に行われる保税運送を一括して承認する
ことが可能であること、(3)NACCS（通関情報処
理システム）を用いて電子的に申告を行うこと
ができることから、既に手続は十分簡素化され
ている。
　
　保税運送手続を更に簡素化することは、外国
貨物に対する税関の取締機能が低下するので、
国民の安全等の確保の観点から適当ではない。

要望を実現するにはどう
すればいいか再度検討さ
れたい。

3

　現在政府一体として我が国の治安強化に
向けて水際対策の強化等に取り組んでい
るところであるが、保税運送手続を更に簡
素化することは、社会悪物品等の輸入禁
止・輸入規制物品の国内への流入阻止、外
国貨物の荷抜き・すり替え等の防止のため
の税関の取締り機能を低下させることとな
るので、国民の安全等の確保の観点から
適当でない。

  なお、成田空港周辺地域における保税運
送については、そのほとんどに包括保税運
送制度が適用されているので、既に同制度
の適用は広範囲であり、また、保税運送手
続は前回回答のとおり既に十分簡素化され
ている。

石川県

都市内公共
交通利用促
進に伴うコ
ンパクトシ
ティ化プロ
ジェクト

1054 1054010 070770

パーク・アン
ド・ライドに
よる中心市街
地の賑わい、
雇用の創造

パーク・アンド・ライド駐車場を
増やし、そこに車を止め公共交通
機関に乗り換えて都心部へ通勤し
たり、中心市街地で買物を行う。
利用者は、中心商店街の共通商品
券の購入を行うこととする。これ
により、公共交通の利用促進を図
るとともに、中心市街地の賑わい
を創出による地域経済の活性化や
パーク・アンドライド駐車場を管
理ことによる地域雇用の創造に寄
与することができる。

県や市が主体となって実施するパー
ク・アンド・ライド駐車場として、
国有財産である駐車場や未利用地を
積極的に提供する。
　利用者は、そこに車を止め公共交
通機関に乗り換えて都心部へ向かう
ことになるが、郊外の商業施設を利
用したパーク・アンド・ライド駐車
場では、駐車する商業施設の月当た
り３０００円から５０００円の商品
券を購入しているので、国有地に駐
車する場合は中心商店街の共通商品
券の購入を行う。

国の行政財産を使用について
は、国有財産法１８条第３項に
より、「その用途又は目的を妨
げない限度において
許可することができる」ことと
なっているため、国の事務、事
業の遂行上必要な場合や使用機
関が一時的な場合などについて
は使用を許可されている。
　これを、国有財産の有効な利
活用を図るため、「その用途又
は目的を妨げない場合は、使用
を許可すること」とし。
国が管理する駐車場や未利用地
のうちパーク・アンド・ライド
駐車場として適当な用地につい
て、原則として使用を許可す
る。

国有財産法第18条第3
項

「国の庁舎等の使用
又は収益を許可する
場合の取扱の基準に
ついて」（昭和33年1
月7日蔵管第1号）通
達

　庁舎等の行政財産は、国有財産法第１
８条第３項により、その用途又は目的を
妨げない限度において、その使用又は収
益を許可することができるとされてお
り、当該財産を所管する各省各庁の長が
許可を行っている。
　なお、その統一的な基準は左記通達で
定めている。

5 ―

　庁舎敷地等の行政財産を地方公共団体が
駐車場として一時的に使用する場合の許可
については、国有財産法第１８条第３項及
び左記通達の規定により、用途又は目的を
妨げない限度において、当該財産を管理す
る部局の長の判断により対応してきたとこ
ろであるが、今後とも具体的な要望を踏ま
えつつ適切に対処してまいりたい。

要望の内容は実現できる
のか、確認されたい。

5 -
当該財産を管理する部局の長が、当該財
産の用途又は目的を妨げないと判断した場
合は、使用許可は可能である。
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金沢市

元気で暮ら
しやすい金
沢まちなか
再生構想

1128 1128040 070780

道路等占用
（使用）許可
の容易化・迅
速化

道路、河川、公園、合同庁舎、裁
判所等公共施設の施設の一部を占
用又は使用する場合に必要な国、
県の許可について、届出制にする
等許可基準を緩和する。

観光案内板や臨時観光案内ブースを
適時適切に設置することにより、観
光客に対するホスピタリティの向上
を図る。

現状の許可制度では、許可を得
るまでに多大な時間を要する場
合が多く、迅速な対応ができな
いため。

国有財産法第18条第3
項

（処分等の制限）
第十八条
３　行政財産は、そ
の用途又は目的を妨
げない限度におい
て、その使用又は収
益を許可することが
できる。

合同庁舎、裁判所等の行政財産は、その
用途又は目的を妨げない限度で使用を許
可することができる。

3 ―

提案にある公共施設のうち合同庁舎、裁判
所等の行政財産は、特定の行政目的に供し
ている財産であり、目的以外の使用につい
ては、当該目的・用途を妨げないことにつ
いて個別の検討が必要であることから、届
出制には馴染まない。

公共施設の使用につい
て届出制にする等許可
基準の緩和を求める提
案の趣旨を踏まえ再度
検討し回答されたい。

5
(ただし届
出制につい
ては3)

提案にある公共施設のうち合同庁舎、裁
判所等の行政財産は、特定の行政目的に
供している財産であり、目的以外の使用
については、当該目的・用途を妨げない
ことについて個別の検討が必要であるこ
とから、届出制には馴染まない。
  ただし、提案のうち許可手続の迅速化
については、庁舎等を管理する各省の許
可に係る処理期間の問題であり、使用許
可の手続に関しては行政手続法第6条に
基づき財務省より各省ごとに標準処理期
間の設定を求めていることから、可能な
限りこの処理期間の短縮を各省庁に求め
てまいりたい。なお、当該事案について
は小規模であり、使用許可に係る財務大
臣への協議が不要な事案であると見受け
られる。

宮崎県

港湾環境整
備事業によ
り整備した
緑地・公園
及び海岸環
境整備事業
のより整備
した緑地等
の有効活用
による本県
活性化

2069 2069010 070790
　緑地等内の土
地の利活用の
規制緩和

　 緑地等の土地を積極的に利活用し
てもらうため企業・個人にレストラン
等の施設の設置及びその施設を設
置する土地の使用許可を行う。この
際、目的外使用における補助金返還
を免除してほしい。

営利・非営利に関わらず、緑地等内で
行政が指定した部分を使用したい企業
等を公募し、その中で審査を行い選定さ
れた企業等にレストラン等の施設の設
置及びその施設を設置する土地の使用
許可を行う。

 　緑地等の財産は、全体を行政財
産として管理している。行政財産の
利活用については、各法律に縛り
があり、企業・個人に使用許可を行
うには、多くの制限がある。しかしな
がら緑地等内の土地の活用につい
ては、レストラン等の営利施設の設
置を可能とするよう規制緩和を行え
ば、港湾施設用地及び国有海浜地
の機能を大いに増進し、一般利用
者の利用促進にも繋がることが期
待されるため。

補助金等に係る予算
の執行の適正化に関
する法律第22条、同
施行令第13条及び第
14条

補助事業等により取得し、又は効用の増
加した政令で定められている財産（不動
産等）は、各省各庁の長の承認を受けな
いで補助金等の交付の目的に反して使
用、譲渡、貸し付け等をすることはでき
ない。

・6
・6 ―

・本件は、緑地、公園等の有効活用という
個別具体的な要望なので、補助金交付官庁
の運用の問題として処理されるべきもので
ある。
・行政財産である港湾施設及び国有海浜地
は国土交通大臣の所管する個別の公物管理
法で管理されている。

福岡市

公共空間を
活用した賑
わい創出構
想

2081 2081020 070800
国有財産の使
用目的の拡大

福岡市が管理する公有財産同様
に、福岡市内にある国有財産につ
いても、簡易な手続きにより商
業・文化芸術活動の目的で使用で
きるようにする

賑わいを創出する商業・文化芸術活
動

（商業活動の例）
　飲食（オープンカフェ等）、物販
（ワゴンショップ、市場等）、広告
など
（文化芸術活動の例）
　フィルムコミッション、ストリー
トパフォーマンス、パブリックアー
トなど

左記事業の実施のため国有財産
を使用することが可能かどうか
明確になっていないため

国有財産法第18条第3
項

「国の庁舎等の使用
又は収益を許可する
場合の取扱の基準に
ついて」（昭和33年1
月7日蔵管第1号）通
達

　庁舎等の行政財産は、国有財産法第１
８条第３項により、その用途又は目的を
妨げない限度において、その使用又は収
益を許可することができるとされてお
り、当該財産を所管する各省各庁の長が
許可を行っている。
　なお、その統一的な基準は左記通達で
定めている。

5 ―

　庁舎敷地等の行政財産を地方公共団体等
がイベント等会場として一時的に使用する
場合の許可については、国有財産法第１８
条第３項及び左記通達の規定により、用途
又は目的を妨げない限度において、当該財
産を管理する部局の長の判断により対応し
てきたところであるが、今後とも具体的な
要望を踏まえつつ適切に対処してまいりた
い。

要望内容は実現できるの
か、確認されたい。 5 -

　当該財産を管理する部局の長が、当該財
産の用途又は目的を妨げないと判断した場
合は、使用許可は可能である。

神戸市
神戸国際集
客観光都市
構想

2024 2024020 070810

ロケーション
における施設
使用許可手続
きの簡素化

国立の施設については、国有財産
法第18条第3項の規定により、施設
管理者の判断により、撮影の許可
を受けることとなるが、許可につ
いての明確な基準がないため、道
路と同様の問題点があるが、許可
基準を明確化することにより、手
続きの簡素化が図れる。

ロケーション撮影のために許可手続
きが簡略化された「ロケーション・
ルート」（神戸大橋、浜手バイパス
等）、「ロケーション・エリア」
（旧居留地、北野等）「ロケーショ
ン・ビルディング」（税関、裁判所
等）を設定することにより、映像制
作者に魅力あるロケーション環境を
提供することができ、ロケーション
撮影誘致の大きなインセンティブと
なり、ロケーション撮影誘致件数の
飛躍的な増加が見込まれる。

道路におけるロケーション撮影につ
いては、道路交通法第77条第1項第4
号により、警察署長の許可を受けな
ければならないこととなっている
が、煩雑な手続き、資料の提出を求
められることが多く、許可を受ける
までに相当の時間を要するだけでな
く、許可を受けられないケースも
多々ある。ロケ地を決定するのに多
大な時間を要し、さらにはシナリオ
の変更を余儀なくされることもあ
り、映像制作にとって大きなロスが
発生している。許可基準を明確化す
ることにより、あらかじめロケー
ション撮影が可能かどうか予想でき
るため、ロケ地の決定が容易にな
る。また、道路でのロケーション撮
影については、道路使用者への事前
周知が課題となることが多いが、エ
リア、ルートが指定されることによ
り、ロケーション撮影実施の認知が
高まり、事前周知の効果も期待でき
る。また、国立の施設については、
国有財産法第18条第3項の規定によ
り、施設管理者の判断により、撮影
の許可を受けることとなるが、許可
についての明確な基準がないため、
道路と同様の問題点があるが、許可
基準を明確化することにより、手続
きの簡素化が図れる。

国有財産法第18条第3
項

「国の庁舎等の使用
又は収益を許可する
場合の取扱の基準に
ついて」（昭和33年1
月7日蔵管第1号）通
達

　庁舎等の行政財産は、国有財産法第１
８条第３項により、その用途又は目的を
妨げない限度において、その使用又は収
益を許可することができるとされてお
り、当該財産を所管する各省各庁の長が
許可を行っている。
　なお、その統一的な基準は左記通達で
定めている。

5 ―

　庁舎敷地等の行政財産をロケーション撮
影に一時的に使用する場合の許可について
は、国有財産法第１８条第３項及び左記通
達の規定により、用途又は目的を妨げない
限度において、当該財産を管理する部局の
長の判断により対応してきたところである
が、今後とも具体的な要望を踏まえつつ適
切に対処してまいりたい。

提案は、許可基準の明確
化を求めるものであり、こ
れについて検討し回答さ
れたい。

5 -

　庁舎敷地等の行政財産をロケーション撮
影に一時的に使用する場合の許可につい
ては、国有財産法第１８条第３項及び左記
通達の規定により、用途又は目的を妨げな
い限度において、当該財産を管理する部局
の長の判断により対応してきたところである
が、許可基準の明確化を含め、今後とも具
体的な要望を踏まえつつ適切に対処してま
いりたい。
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さいたま市

市民と行政
の協働（コ
ラボレー
ション）に
よるまちづ
くり構想

1209 1209030 070820
国有財産の使
用収益の許可
の弾力化

市域内の国有財産となっている
オープンスペース、広場などにお
いて、夜間や休日にＮＰＯやボラ
ンティア団体など市民活動団体が
イベント等を行うことを認めるな
ど、国有財産法に基づく使用収益
の許可の運用の弾力化を求めるも
のである。

市域内の国有財産を活用して、ＮＰ
Ｏやボランティア団体など市民活動
団体の活動拠点の確保を図る。

国有財産の使用収益の許可につ
いては、国有財産法に基づき、
「その用途又は目的を妨げない
限度において」使用又は収益を
許可することとされているが、
現状においては許可基準が厳し
く、使用することが困難なもの
となっているため。

国有財産法第18条第3
項

「国の庁舎等の使用
又は収益を許可する
場合の取扱の基準に
ついて」（昭和33年1
月7日蔵管第1号）通
達

　庁舎等の行政財産は、国有財産法第１
８条第３項により、その用途又は目的を
妨げない限度において、その使用又は収
益を許可することができるとされてお
り、当該財産を所管する各省各庁の長が
許可を行っている。
　なお、その統一的な基準は左記通達で
定めている。

5 ―

　庁舎敷地等の行政財産をイベント、講演
会、研究会等の会場として一時的に使用す
る場合の許可については、国有財産法第１
８条第３項の規定により、用途又は目的を
妨げない限度において、当該財産を管理す
る部局の長の判断により対応してきたとこ
ろであるが、今後とも具体的な要望を踏ま
えつつ適切に対処してまいりたい。

要望は、許可の運用の弾
力化を求めるものであり、
これについて検討し回答
されたい。

5 -

　本件については、現行基準上、当該財産
を管理する部局の長が、当該財産の用途
又は目的を妨げないと判断した場合は、使
用許可は可能となっており、既に実現が可
能なものである。

茨城県

つくば広域
都市圏活性
化プロジェ
クト

1277 1277010 070830
つくば駅周辺
における新し
い顔づくり

・公務員宿舎の改廃の弾力的運用
　公務員宿舎については、公務員
宿舎の建替え等に関する基本的な
取扱い（財務省）等に拘わらず地
域の実情に合わせて弾力的に建替
え等を行うとともに、空き室の多
目的利用を認めること。
（参考）
・公務員宿舎の建替え等に関する
財務省の基本的な取扱い
　耐用年数：６０年
　建替え等の検討開始時期：築４
０年
・減価償却資産の耐用年数に関す
る省令
　鉄骨鉄筋コンクリート造りの住
宅用
　建物の耐用年数　４７年

・つくば駅前の国家公務員宿舎移転
後の跡地は、業務施設の誘致や産学
官連携のための拠点施設整備を行
う。
・国家公務員宿舎の空き室について
は、ビジネスインキュベーターや
オープンラボ等の創業支援施設とし
て活用する。
・国家公務員宿舎のＴＸ沿線地区へ
の建て替えを促進し、優れた研究環
境を誇るモデル的な街区づくりを行
う。

・つくば駅前の国家公務員宿舎
は築２４～３０年経過してお
り、建築当時には想定のなかっ
たＴＸの開業を控え駅前地区に
相応しい街区のリニューアルが
望まれているなかで、建物耐用
年数の壁が早期建替えを阻害し
ている。
・周辺地区の公務員宿舎では、
相当数の空き室が存在してい
る。

・国家公務員宿舎法
第１条
・国有財産法第１８
条第３項
・「宿舎設置要求書
等の提出について」
通達（平成１４年７
月２３日付財理第２
８１３号）

　公務員宿舎については、国家公務員宿
舎法の趣旨を踏まえ、必要な整備に努め
ることとしている（平成１４年９月１日
現在　全国の公務員宿舎　２８８千
戸）。
　現状においては、建設後相当の年数を
経過した老朽宿舎や狭隘な宿舎が多いな
どの状況にある｡
　公務員宿舎の整備に当たっては、厳し
い財政事情に鑑み、集約・立体化による
老朽・狭隘宿舎の建替えを基本としつ
つ、近年、国家公務員数が減少している
ことも踏まえ、不用な宿舎敷地について
は都市再生などに寄与するため、売却を
推進していくこととしている。

建替え時
期の基準
について
は５、多
目的利用
について
は３。

―

　筑波地区の公務員宿舎は、周辺地域の宅
地開発等に伴って宿舎需要が減少し、未入
居宿舎が増加しており、居住者を入替調整
の上、計画的に廃止し、売却することとし
ている。建替え時期の基準については、大
都市地域の土地の有効利用等の推進に大き
く資する場合には、時期が未到来であって
も例外的に建替えを行うことができるが、
現下の厳しい財政事情から、相当困難な状
況にある。なお、筑波地区の一部の宿舎に
ついては、平成１６年４月１日付で設立さ
れる国立大学法人等に出資され、当該法人
の財産となる予定である。
　また、空き室の多目的利用（目的外利
用）は、法令が定める宿舎の用途又は目的
を妨げる懸念があることや、調整用宿舎の
確保に支障を来たすこと、用途によっては
騒音等、住環境の悪化を招き他の居住者に
悪影響を及ぼすことなどから認められず、
空き宿舎については前述のとおり、集約の
上、廃止し、売却処分することとしている｡

要望内容は実現できるの
か、確認されたい。

5 -

　筑波地区の公務員宿舎は、周辺地域の
宅地開発等に伴って宿舎需要が減少し、
未入居宿舎が増加しており、居住者を入
替調整の上、計画的に廃止し、売却する
こととしている。建替え時期の基準につ
いては、大都市地域の土地の有効利用等
の推進に大きく資する場合には、時期が
未到来であっても例外的に建替えを行う
ことができるが、現下の厳しい財政事情
から、相当困難な状況にある。なお、筑
波地区の一部の宿舎については、平成１
６年４月１日付で設立される国立大学法
人等に出資され、当該法人の財産となる
予定である。
　筑波地区の空き宿舎については、平成
１６年３月末までに居住者の退去を完了
させた後、地元公共団体等の取得要望を
踏まえ、速やかに売却することとしてお
り、空き室の利用を認めた場合､売却事
務に支障を来たすことになる。
  ただし、極めて短期間の利用で､かつ
相手方の利用用途などを勘案し､管理処
分上問題が生じないと考えられる場合に
は､空室の転用について検討してまいり
たい｡

横浜市
ナショナル
アートパー
ク構想

1253 1253010 070840
国有地の利用
に関する協議
窓口の一元化

国有地の利用に関する各省庁の協
議窓口を一元化する。

都心臨海部の国有地において、民間
による文化芸術活動や商業施設利用
等を進め、ウォーターフロントの賑
わいを創出する。

都心臨海部の国有地の所管が各
省庁にまたがっており、協議に
時間がかかり煩雑であるが、窓
口が一元化することで国有地の
利用について円滑かつ迅速に進
めることができる。

国有財産法第5条及び
第6条

（行政財産の管理の
機関）
第五条　各省各庁の
長は、その所管に属
する行政財産を管理
しなければならな
い。
（普通財産の管理及
び処分の機関）
第六条　普通財産
は、財務大臣が、こ
れを管理し、又は処
分しなければならな
い。

行政財産は各省各庁の長が、普通財産は
財務大臣が管理することとされている。 3 ―

行政財産は各省各庁の行政目的を遂行する
手段であるため、当該行政目的を遂行する
各省各庁が管理を行っているが、各省各庁
所管の国有地の利用については当該省庁の
行政遂行との関係で判断されるべき問題で
あり、協議そのものを一本化することはで
きない。なお、協議の受付窓口の一元化に
ついては、関係省庁が不明なため判断でき
ない。

要望は、国有地の利用に
関する各省庁の協議窓口
を一元化することを求め
るものであり、これについ
て検討し回答されたい。

5 -

協議の事務的な窓口の一元化については
現行制度下でも可能であるが、該当地域に
よって事情が異なるため、今回の提案につ
いては今後具体的に関係する省庁が判明
した時点で、どの省庁が窓口になり得るか
等関係省庁間での事務的な検討が必要に
なると考える
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兵庫県

「“つく
る”から
“つか
う”」公的
施設等活用
構想

2098 2098010 070850

公的施設のリ
ニュ-アルのた
めの適化法等
の柔軟な対応

地方債や国からの補助金で建設し
た公的施設等の目的外転用に当た
り、
①地方債の繰上げ償還を不要とす
る。
②転用の阻害要因（補助金の返還
等）を除去する等適切な法的措置
を講じる。
③転用の際に必要となる整備等の
財源確保のため、リニューアル債
を措置する。

・統廃合等により廃校となった学校
の特産品製造施設への転用
・市町・ＪＡ等の余剰施設の民間施
設への転用　等

現行では地方債や国からの補助
金で建設した公的施設等を目的
外転用する場合には、補助金等
の予算の執行の適正化に関する
法律により、補助金の交付の決
定が取り消され、期限を定め
て、その返還が命じられること
となり、県・市町等の新たな財
政負担が生じることから、地域
の特性やニーズに応じた施設利
用ができない。そこで、①地方
債の繰上げ償還を不要とする、
②転用の阻害要因（補助金の返
還等）を除去する等適切な法的
措置を講じる、③転用の際に必
要となる整備等の財源確保のた
め、リニュ-アル債を措置するな
どの措置を講じることが必要で
ある。

・補助金等に係る
予算の執行の適正
化に関する法律第
22条、同施行令第
13条及び第14条
・財政融資資金普
通地方長期資金等
借用証書特約条項
第4条及び第10条第
1項
財政融資資金地方
資金管理事務処理
細則第56条及び第
57条

・　補助事業等により取得し、又は効用の増
加した政令で定められている財産（不動産
等）は、各省各庁の長の承認を受けないで補
助金等の交付の目的に反して使用、譲渡、貸
し付け等をすることはできない。
　ただし、補助事業等の完了により相当の収
益が生じること等により補助金等の全部に相
当する金額を国に納付した場合、及び各省各
庁の長が定める期間を経過した場合は、この
限りでない。
・地方公共団体が財政融資資金地方資金の貸
付けを受けて取得した財産について処分行為
を行った場合は、債権管理上、当該処分財産
に見合う貸付債権金額の繰上償還を求めるこ
とが原則であるが、一定の要件に該当する場
合は、繰上償還を猶予することができること
となっている。

・6
・5

・　本件は、統廃合等により廃校と
なった学校施設の有効活用という個別
具体的な要望なので、補助金交付官庁
の運用の問題として処理されるべきも
のである。
・財産処分について、当初の貸付け目
的に照らしての妥当性や形態を鑑みる
ことなく一律に繰上償還の猶予を認め
ることは困難であるが、公用若しくは
公共の用に供するため、又は住民福祉
の向上に資するため、財政融資資金に
より取得した財産等を所定の用途以外
に使用変更しようとする場合で、やむ
を得ない理由があると認められる場合
は、現行の規定により対応可能であ
る。
なお、個別具体的なことについては、
財務局にご相談願いたい。

　

大津市 古都大津ル
ネッサンス

2085 2085020 070860

公共駐車場の
用途変更に伴
う起債残高の
一括繰上返還
の免除

　高齢化が進み、会社や行政機関の郊外へ
の移転が進む中心市街地を再生させるため
には、住みやすく働きやすい町の機能を取
り戻すことが最も大切である。そのため、
公共施設の中心市街地への再配置を検討し
ているが、その場合には次の支援策が不可
欠になる。
○　公共駐車場の用途変更に伴う起債残高
の一括繰上返還の免除

高齢福祉や子育て支援、健康づくり、ラ
イブラリーなどの機能を有する心と体の
健康センターを市が再開発ビルの空き床
を利用して設置することを検討してい
る。
○再開発ビルの商業施設利用を目的に整
備した公共駐車場を地域再生の核となる
公共施設のための駐車場として利用す
る。

現在、既存施設の有効活用を図
るための方策を多面的に検討し
ているが、方針が決定した際に
生じる起債の一括返還等の問題
を解消しておく必要があるため

財政融資資金普通
地方長期資金等借
用証書特約条項第4
条及び第10条第1項

財政融資資金地方
資金管理事務処理
細則第56条及び第
57条

地方公共団体が財政融資資金地方資
金の貸付けを受けて取得した財産に
ついて処分行為を行った場合は、債
権管理上、当該処分財産に見合う貸
付債権金額の繰上償還を求めること
が原則であるが、一定の要件に該当
する場合は、繰上償還を猶予するこ
とができることとなっている。

5

財産処分について、当初の貸付け目的
に照らしての妥当性や形態を鑑みるこ
となく一律に繰上償還の猶予を認める
ことは困難であるが、公用若しくは公
共の用に供するため、又は住民福祉の
向上に資するため、財政融資資金によ
り取得した財産等を所定の用途以外に
使用変更しようとする場合で、やむを
得ない理由があると認められる場合
は、現行の規定により対応可能であ
る。
なお、個別具体的なことについては、
財務局にご相談願いたい。

　

大津市 古都大津ル
ネッサンス

2085 2085130 070870

公共施設の移
転に係る補助
金返還及び起
債残高一括返
還の免除

健康センター等市民生活に直結し
た公共施設を高齢化の進む中心市
街地へ移転を検討しているが、そ
の方針が決定した場合において、
その公共施設が移転した跡を利用
して、防災センターを整備したと
きに、当該公共施設設置の際、交
付を受けた補助金の返還及び起債
残高の一括返還を免除

地震調査委員会の長期評価による
と、本市域を南北に縦断する琵琶湖
西岸断層帯について、今後30年以内
の地震発生確率は0.09％～9％と高
く、誠に憂慮すべき状況にある。
地震、風水害など様々な災害から市
民の生命や財産を守るため、万一の
災害発生に際しても、その災害活動
拠点や、市民に対する防災意識の啓
発などの機能も併せた防災拠点施設
として、防災センターの整備を検討
している。

現在、防災センターの整備につ
いて、様々な事業手法を検討し
ている。選択肢の一つとして、
既存の公共施設が移転したあと
の活用も検討しているが、その
場合においては、当該公共施設
を設置したときの補助金返還等
の問題が考えられるため。

・補助金等に係る
予算の執行の適正
化に関する法律第
22条、同施行令第
13条及び第14条
・財政融資資金普
通地方長期資金等
借用証書特約条項
第4条及び第10条第
1項
財政融資資金地方
資金管理事務処理
細則第56条及び第
57条

・補助事業等により取得し、又は効用の増加
した政令で定められている財産（不動産等）
は、各省各庁の長の承認を受けないで補助金
等の交付の目的に反して使用、譲渡、貸し付
け等をすることはできない。
　ただし、補助事業等の完了により相当の収
益が生じること等により補助金等の全部に相
当する金額を国に納付した場合、及び各省各
庁の長が定める期間を経過した場合は、この
限りでない。
・地方公共団体が財政融資資金地方資金の貸
付けを受けて取得した財産について処分行為
を行った場合は、債権管理上、当該処分財産
に見合う貸付債権金額の繰上償還を求めるこ
とが原則であるが、一定の要件に該当する場
合は、繰上償還を猶予することができること
となっている。

・6
・5

・　本件は、健康センター施設等の有
効活用という個別具体的な要望なの
で、補助金交付官庁の運用の問題とし
て処理されるべきものである。
・財産処分について、当初の貸付け目
的に照らしての妥当性や形態を鑑みる
ことなく一律に繰上償還の猶予を認め
ることは困難であるが、公用若しくは
公共の用に供するため、又は住民福祉
の向上に資するため、財政融資資金に
より取得した財産等を所定の用途以外
に使用変更しようとする場合で、やむ
を得ない理由があると認められる場合
は、現行の規定により対応可能であ
る。
なお、個別具体的なことについては、
財務局にご相談願いたい。

　

美浜町

自助・自立
の地域、そ
して町づく
り

1302 1302010 070880 高率政府債の
任意繰上償還

将来の借入に支障を及ぼすことな
く、過去に借り入れた高利率の政
府資金（現行の１～２％を超える
もの）について、補償金等を課す
ことなく、任意の繰上償還を認め
ていただきたい。

各資金の中で低率の借り換え制度を
創設してほしいというものではな
く、地域の金融機関から資金を調達
して償還に充てるもので、地域経済
の活性化にも貢献できる。

現行制度では事実上不可能であ
るとともに、将来の借入に支障
が出るようでは困るため、地域
再生で提案するもの。

財政融資資金普通
地方長期資金等借
用証書特約条項第3
条

財政融資資金の管
理及び運用の手続
に関する規則第44
条

財政融資資金地方
資金管理事務処理
細則
第40条

　財政融資資金を借入れた地方公共
団体が、任意に繰上償還を行う場合
には、補償金を支払うこととなって
いる。

3 新たな税財政措置を伴うもの。 　
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静岡市

学校統合に
より廃止と
なる学校施
設、用地を
活用したま
ちづくり

1245 1245010 070890

学校統廃合等
により廃止と
なる学校施
設、学校用地
の他の公共施
設、公用施設
への転用の容
易化

公立学校施設整備費補助金等に係
る財産処分承認等についての局長
裁定に含まれない公共施設、公用
施設へ転用する場合に補助金の返
還、市債の繰上償還の免除。
学校用地を他の公共施設、公用施
設へ用途変更する場合に市債の繰
上償還を免除。

小学校の統廃合により廃止となる学
校施設及び学校用地をＮＰ０セン
ターなどに転用し、地域活動の拠点
として利用し、地域の活性化を図
る。

現状の制度では、予定している
施設への転用する場合、補助金
の返還と市債の繰上償還があ
り、改修費等も含めて財政負担
が大きい。

・補助金等に係る
予算の執行の適正
化に関する法律第
22条、同施行令第
13条及び第14条
・財政融資資金普
通地方長期資金等
借用証書特約条項
第4条及び第10条第
1項
財政融資資金地方
資金管理事務処理
細則第56条及び第
57条

・補助事業等により取得し、又は効用の増加
した政令で定められている財産（不動産等）
は、各省各庁の長の承認を受けないで補助金
等の交付の目的に反して使用、譲渡、貸し付
け等をすることはできない。
　ただし、補助事業等の完了により相当の収
益が生じること等により補助金等の全部に相
当する金額を国に納付した場合、及び各省各
庁の長が定める期間を経過した場合は、この
限りでない。
・地方公共団体が財政融資資金地方資金の貸
付けを受けて取得した財産について処分行為
を行った場合は、債権管理上、当該処分財産
に見合う貸付債権金額の繰上償還を求めるこ
とが原則であるが、一定の要件に該当する場
合は、繰上償還を猶予することができること
となっている。

・6
・5

・　本件は、統廃合等により廃校と
なった学校施設の有効活用という個別
具体的な要望なので、補助金交付官庁
の運用の問題として処理されるべきも
のである。
・財産処分について、当初の貸付け目
的に照らしての妥当性や形態を鑑みる
ことなく一律に繰上償還の猶予を認め
ることは困難であるが、公用若しくは
公共の用に供するため、又は住民福祉
の向上に資するため、財政融資資金に
より取得した財産等を所定の用途以外
に使用変更しようとする場合で、やむ
を得ない理由があると認められる場合
は、現行の規定により対応可能であ
る。
なお、個別具体的なことについては、
財務局にご相談願いたい。

要望内容は実現できるの
か、確認されたい。

・6
・5

・
・-

・  本件に係る転用については、承認の判
断を行うこととされている文部科学省が対
応すべき問題である。
・財産処分について、当初の貸付け目的に
照らしての妥当性や形態を鑑みることなく
一律に繰上償還の猶予を認めることは困難
であるが、公用若しくは公共の用に供する
ため、又は住民福祉の向上に資するため、
財政融資資金により取得した財産等を所定
の用途以外に使用変更しようとする場合
で、やむを得ない理由があると認められる
場合は、現行の規定により対応可能であ
る。
なお、個別具体的なことについては、財務
局にご相談願いたい。

茨城県

『鹿島経済
特区』推進
プロジェク
ト構想（＝
コンビナー
ト地域再生
プロジェク
ト）

1276 1276110 070900
工業用水道に
係る政府債借換
制度の創設

　工業用水道事業に係る高金利の政
府債を現状に則した低金利の政府債
に借り換えできる制度の創設。

　政府債については、公庫債のような借
換制度ないため、現状でも８％の金利
の負債があり、工業用水のコスト高の要
因となっている。このため、現状に則し
た金利への借換を推進することで、工業
用水単価の低減を図る。

　現行の政府債借換制度は、借換
による効果の約７割が違約金として
徴収されるため効果が薄れ実質的
に機能しない状況となっている。鹿
島において競争力あるコンビナート
を構築する上では、工業用水コスト
の低減は急務となっており、政府債
の金利負担（最大８％）の現行水準
への切り替え（政府債借換）を図る
ことが極めて効果的な手段となって
いる。

財政融資資金の債権
の条件変更等に関す
る法律昭和２２年法１
２９号
（「条件変更法」とい
う。）

低利借換については、条件変更法の規定に
より、「災害その他特殊の事由により、元利
金の支払が著しく困難になったとき」に限ら
れている。

3 新たな税財政措置を伴うもの 　

千葉県

既存水源
(県営工業
用水水源）
の有効活用

1309 1309010 070910

既存水源の有
効活用を図る
上での国庫補
助及び起債制
度の見直し

　既存水源の有効活用に当たり、
国庫補助金及び起債を財源として
取得した水源を他の事業体に転用
又は融通する場合、水道事業体間
若しくは都市用水間では目的外使
用とされ、国庫補助金の返還及び
起債の繰上償還が求められること
に対し、「補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する法律」の
「目的外使用」の解釈の弾力化や
補助金返還と交付の相殺のしくみ
の導入などによる補助金のあり方
の見直し及び起債の繰上償還の方
法等の改善を提案する。
　なお、起債の繰上償還の方法等
の改善に係る具体的な提案内容は
以下のとおりである。
①事業体（借入者）において繰上
償還する借用証書を選択できるよ
うにすること。
②一般会計出資（債）について
は、その算定に当たり、補助金交
付がない場合であっても補助対象
要件を満たす場合には出資対象経
費として認定できる等制度の見直
しを図ること。
(詳細は、別紙のとおり）

　工業用水道の既存水源を上水道水
源に用途間転用するとともに、上水
道事業体間での地域間水源融通を同
時に行い、水源不足の解消と地域住
民の水道料金負担の抑制及び波及効
果としての地域経済の活性化をはか
る。
  また、水源の移転に伴う新規浄水
場の建設及び管理については、ＰＦ
Ｉの活用及びアウトソーシング等を
検討し、地域雇用の創出を図る。

  国庫補助金及び起債を財源と
して取得した水源を他の事業体
に転用等を行う場合、目的外使
用とされ国庫補助金の返還等が
必要とされることから多額の資
金を必要とし、既存水源の有効
活用を図れないばかりではな
く、ひいては供給を受ける地域
住民の水道料金等の負担とな
る。

・補助金等に係る
予算の執行の適正
化に関する法律第
22条、同施行令第
13条及び第14条
・財政融資資金普
通地方長期資金等
借用証書特約条項
第4条

・　補助事業等により取得し、又は効用の増
加した政令で定められている財産（不動産
等）は、各省各庁の長の承認を受けないで補
助金等の交付の目的に反して使用、譲渡、貸
し付け等をすることはできない。
　ただし、補助事業等の完了により相当の収
益が生じること等により補助金等の全部に相
当する金額を国に納付した場合、及び各省各
庁の長が定める期間を経過した場合は、この
限りでない。
・地方公共団体が財政融資資金地方資金の貸
付けを受けて取得した財産について処分行為
を行った場合は、債権管理上、繰上償還を求
めうることとなっており、繰上償還は当該処
分財産にかかる借用証書について行うことと
なっている。

・6
・3

・　本件は、工業用水道の既存水源の
有効活用という個別具体的な要望なの
で、補助金交付官庁の運用の問題とし
て処理されるべきものである。
・繰上償還する借用証書を選択できる
ようにすることは、債権管理上問題が
ある。
また、提案別紙に記されている高金利
のものからの抽出は、新たな税財政措
置を伴うものである。

提案の趣旨を踏まえ再度
検討されたい。

・6
・3

・
・-

・ 本件に係る転用については、承認の判断
を行うこととされている経済産業省が対応
すべき問題である。
・財政融資資金地方資金は、地方公共団体
が行う個別の事業ごとに貸付けられるもの
であることから、借用証書と当該事業により
取得された財産とは対応関係にある。
従って、取得財産を処分する際に、繰上償
還する借用証書を自由に選択できるように
することは、債権管理上借用証書と取得財
産との対応関係が不明確となるため問題が
ある。
また、提案別紙に記されている高金利のも
のからの抽出は、新たな税財政措置を伴う
ものである。
なお、補償金を支払って任意の繰上償還を
行う場合には、借用証書の選択が可能であ
る。
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福岡市

福岡アジア
ビジネス交
流拠点都市
構想

2079 2079100 070920

港湾関係起債
事業にかかる
償還条件の改
定

起債の償還期間の延伸

港湾機能施設整備事業にかかる起債
の償還期間の延伸
（効果）
償還期間の延伸を行うことで、単年
度の償還額が減り、より適正な港湾
施設使用料金設定が可能となり、港
の国際競争力の強化により、地域の
活性化につながると考えられる。

港湾機能施設整備事業について
は、港湾使用料等の収益で返済す
る必要がある。収支の黒字化を図
るためには、使用料の増額を行う
必要があるが、国際競争が行われ
ている中で、現実的にこれ以上の
増額は不可能であり、より一層の料
金の引き下げが求められており、港
湾運営を圧迫している。このため、
償還期間の延伸を行うことで、単年
度の償還額が減り、より適正な料金
設定が可能となり、港湾運営の効
率化、国際競争力の強化が図れる
ものと考えられる。特に激しい国際
競争にさらされている中枢国際港
湾における公共国際海上コンテナ
ターミナルの償還期間の延伸は早
急にお願いしたい。

財政融資資金の債権
の条件変更等に関す
る法律昭和２２年法
１２９号
（「条件変更法」と
いう。）

償還期間の延長については、条件変更法
の規定により、「災害その他特殊の事由
により、元利金の支払が著しく困難に
なったとき」に限られている。

3

 港湾運営の効率化、国際競争力の強化を目
的として償還期間の延長を行うことは、条
件変更法に定める「災害その他特別の事
由」、「元利金の支払が著しく困難」とい
う要件に該当すると認められないことか
ら、条件を変更することはできないと考え
る。
  財政融資資金の貸付については、条件を
審議会に諮った上で実行されるとともに、
融資条件を例外的に変更することは法律に
より極めて限られた場合にしか認められて
いない。また、財政融資資金は、利ざやを
とらず収支相償うように運営していること
を基本としているため、当該要件を緩和し
償還期間の延長を認めることは財政負担に
つながりかねない。こうしたことから、当
該償還期間の延長を認めることは困難であ
る。

　

㈱アイ・ビ
ジネスセン
ター

地域経済活
性化・
中小企業の
ための貿易
決済保証シ
ステム
「アジア国
際取引決済
機構
(AIBCS)」

3075 3075010 070930

・AIBCS設立に
かかるシステ
ム開発費用
・アジア諸国
との提携交渉
・信用保証協
会の信用保証
・（必要に応
じて）アジア
政府へODAを
使った決済保
障援助。

1.アジア国際取引決済機構
（AIBCS）設立にかかる開発費用負
担。　　　　　　　　　　　2.ア
ジア諸国政府との提携折衝。
3．信用保証協会の信用保証
4.政府レベルでの信用保証が困難
なアジア政府に対する、ＯＤＡを
使った、決済保障支援。

「アジア国際取引決済機構
（AIBCS）」を営利団体として設立。
出資元は国内外の銀行・損保・商
社・信用調査会社等。　アジア政府
と提携し、相互に同決済機構を持
つ。　同社システムの構築は、行政
支援の基に、ｅ-アジアマーケットプ
レイス福岡（Nextr@de）の運営を行
う、㈱アイ・ビジネスセンターが行
う。

従来の国際取引決済では解決出
来ていない、国際取引の際の企
業の資金負担、与信管理・代金
回収リスクを日本政府及びアジ
ア諸国政府が保証することによ
り、日本とアジアの中小企業間
の直接取引きを活発化し、地域
産業の活性化、及び中小企業の
再生と育成を目指す。

外国為替及び外国貿
易法（外為法）
（第16条第2項）
我が国の国際収支の
均衡維持のために、
我が国から外国へ向
けた支払等につい
て、許可を受ける義
務を課すことができ
る。

現在、外為法第16条第2項に規定されてい
る許可義務は課せられていない。

・８（外
為法部
分）

・６（銀
行法・出
資法部
分）

　

　支援措置として挙げられている政府間の
提携交渉の対応策への検討については、ご
提案の決済機構を設置するための国内法上
の整備が前提となる。なお、現在、外為法
第16条第２項の許可義務が課せられていな
いことから、本決裁機構の設置において、
当該規定は影響を及ぼすものではない。

福岡市

福岡アジア
ビジネス交
流拠点都市
構想

2079 2079050 070940

対内直接投資
に係る統計
データの地域
版の公表

対内直接投資額の統計（日本銀
行）及び外資系企業の立地統計
（経済産業省）について、地域別
の統計についても公表する。

日本銀行が公表している国別の対内
直接投資額の統計及び経済産業省が
公表している企業活動基本調査に基
づく外資系企業の立地統計につい
て、調査結果を市町村レベルにまで
細分化して、地方での対内投資施策
実施のための情報として活用できる
ようにする。

対内投資を促進するにあたり、
地域における現状を把握する必
要があるため。

外国為替及び外国貿
易法（外為法）
（第55条の9）
外国為替令第18条の9

日本銀行金融経済統計「直接投資・証券
投資残高地域別統計」は、国際基準に基
づき、対内外直接投資及び証券投資の年
度末時点の地域別（対外投資の場合は投
資先国・地域別、対内投資は投資家所在
国・地域別）残高を示したものである。
同統計では、国際間の居住者・非居住者
間の取引として、居住者を一つのものと
して捉えているため、居住者を更に地方
自治体別にブレークダウンし把握・公表
することまでは想定していない。

3

同統計では、国際間の居住者-非居住者間の取引とし
て、居住者・非居住者をそれぞれ一つの取引主体とし
て捉えているため、例えば、居住者を更に地方自治体
別にブレークダウンし把握・公表することまでは想定
していない。同統計は、外為法に基づく報告書により
作成されているが、同法上、報告は、法律の目的を達
成するため「必要な限度」において徴求することとさ
れており、同統計の元となる現行の報告では、事業地
の情報が報告の対象となっていない。そのため、仮に
事業地情報を報告の対象とした場合、民間事業者の報
告者負担が増大する。平成17年から外為報告書のシス
テムが稼動することとなっているが、仮に事業地の情
報を加えた報告書の電子化を行うとした場合、平成17
年の当該システム化の実施が困難となる。また、当該
報告書の電子化を行う場合には、予算、人員等に係る
コストがかかる。一方、財務省では直接投資の統計と
して、上記のほかに報告届出ベースのもの（対外及び
対内直接投資状況）がある。同統計は、報告・届出者
が提出した報告・届出書を集計したものであり、当該
統計においても、投資を受けた企業の所在地を発表す
ることを想定していないため、データ処理により作成
できるものではない。現在は紙ベースの報告・届出書
を収受しているが、地域別情報を作成するには、実際
の報告・届出書を使って手作業で入力していくしか方
法はなく、相当な追加的労力及び時間を要し、現実的
ではない。また、当該統計のもととなる報告・届出制
度は、平成17年に電子化され、国際収支統計に統合さ
れ、現在のシステムは平成16年をもって終了する。以
上のことから、報告・届出ベースの直接投資統計に
よっても、ご提案の地域別情報を盛り込むことは困難
である。

提案の趣旨を踏まえ検
討されたい。

3

要請を受けて再検討を行ったが、クロス
ボーダーの統計である国際収支統計等で
の対応は困難であり、敢えて対応を検討
すれば、報告者負担、行政上のコストな
どが大幅に増加することが懸念される。
なお、外資系企業の地方への進出状況に
ついては、他の統計により把握可能であ
る。
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電子認証局
市民ネット
ワーク福岡

ＩＴを活用
した地域通
貨モデル

3021 3021010 070950

*複数回流通可能な商品券型地域通貨の認可
基準の緩和
紙幣類似証券取締法
商品券型地域通貨の複数回流通を
<http://www.mmjp.or.jp/gyoukaku/chiiki
/20030428.htm>
(支援措置の範囲)全国
*公的個人認証サービスの民間利用基準の緩
和
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に
関する法律第17条
公的個人認証サービスによって発行された
デジタル証明書を失効情報を含めて検証で
きる「署名検証者」は、認定認証機関に限
定されているが、この条件を緩和し、地方
自治体が認めた民間事業者にも失効情報を
提供し安全に署名を検証できるようにして
いただきたい。
(支援措置の範囲)当該地域のみ
(支援措置を用いて実施しようとする事業の
内容)
公的個人認証サービスによって発行される
デジタル証明書は、暗号化電子メールなど
で利用されている電子署名の標準である
S/MIMEに準拠していないため、一般的に普
及しているソフトウェアで署名や暗号化な
どを行うことができないという問題があ
る。我々が提案する電子地域通貨では、一
般に入手が容易なS/MIME標準に準拠した暗
号化と電子署名の形式を利用するため、こ
れが大きな問題となる。このため、公的個
人認証の証明書を利用してより広範囲のソ
フトウェアで利用できる
デジタル証明書を可能な限り低コストで二
次発行して利用したい。認定認証機関を利
用する方法は、デジタル証明書の価格が高
くなるため電子地域通貨のような用途では
コスト的に現実的でない。

実施を想定する体制

飯塚市、株式会社アイ・ビジネスセ
ンター、飯塚商店街連合会、NPO法人
電子認証局
市民ネットワーク福岡、飯塚商工会
議所、近畿大学、九州工業大学、地
域金融機関

(・想定している地域で、地域経済の
活性化と地域雇用の創造の観点から
地域再生
を行う意義と目標を明確にする
 ・地域再生構想の区域と想定してい
る地域の特徴を記述する
 ・地域再生構想を実現するために想
定している実施スケジュール及び実
施体制)

飯塚市は、中世の交通の要所で
ありまた産炭地の筑豊地方の中
核都市として繁栄した歴史を持
つ都市であり、文化的にも嘉穂
劇場など多くの資産を持ってい
る。
主要産業だった石炭産業からの
転換への対応として、技術系大
学誘致による学園都市化と情報
産業を中心とする産業育成を
行ってきたが、これらの努力の
成果が地場産業として実を結び
雇用を産むという段階にはきて
おらず、公的補助金への依存度
が高いのが強いのが現状であ
る。このような状況は、地域の
活力を失わせ、それが地域内で
の貨幣の還流や地場産業への再
投資や雇用が減少するという負
の連鎖に悩まされている。

紙幣類似証券取締法

地域通貨は紙幣類似証券取締法との関係
が問題になり得るが、一般的に「どこで
も、誰でも、何にでも」利用できるもの
ではないことから、直ちに同法に抵触す
るとは考えていない。

5

地域通貨と紙幣類似証券取締法の関係は
（38.制度等の現状）に記載したとおりであ
り、今回の提案についても、直ちに同法に
抵触するとは考えていない。

要望内容は実現できるの
か、確認されたい。

5 -

地域通貨と紙幣類似証券取締法の関係は
（38.制度等の現状）に記載したとおりであ
り、今回の提案についても、直ちに同法に
抵触するとは考えていない。

仙台市

健康づくり
ウェルネ
ス・コミュ
ニティ構想

1368 1368020 070960
健康施策とし
て各省庁の施
策の集中

各省庁が所管する健康福祉分野に
おける，介護医療技術の確立及び
育成・産業創出等の各種の施策を
集中して本提案構想に適用する。

財務省・厚生労働省・経済産業省に
おける健康福祉分野事業に対する補
助制度，支援制度及び保険適用範囲
の拡大策を本構想に集中的に適用す
ることにより，高齢化社会に対応し
た次世代の健康・福祉施策を早期に
確立させる。これにより，効率的に
かつ早期に本格的な高齢化社会への
対応が可能となる。

本市では既に，国のプロジェク
トとして認定を受けた，｢高齢化
社会対応産業クラスター事業｣｢
IT活用のフィンランド健康福祉
プロジェクト｣｢健康福祉分野で
の知的クラスター創成事業｣があ
り，また，寝たきり予防・痴呆
予防策の研究を地域で実証実験
を展開している｢鶴ヶ谷プロジェ
クト｣さらには国際知的産業特区
を起因とする東北大学との共同
事業である｢脳機能健康プロジェ
クト｣等の取り組みを行ってお
り，これらを総合的に行うモデ
ル事業としてのベースが十分に
ある。

6
提案内容は、厚生労働省など他省庁の所掌
業務であるため

白沢村
花実の里
「福舞里」
プラン

1035 1035070 070970
酒類等に関す
る製造免許の
一元化

現在、酒類等の製造施設を国庫補
助事業で建設する場合、事業認可
があった時点で酒類の製造免許も
受けたものとみなす。

新規に酒類の製造施設及び販売所を
建設する。

現在、醸造施設の事業認可者と
酒類販売関係の許可者が分かれ
ているものを一元化することに
より事業の迅速化を図る。。

酒税法第7条

〇酒類を製造しようとする者は、製造し
ようとする酒類の種類別に、その製造場
の所在地の所轄税務署長の免許を受けな
ければならない。

3

　酒税法では、酒税の保全の観点から、酒
類の製造について免許制を採用しており、
一定の要件を満たす場合に付与している。
　免許の付与に当たっては、申請者が過去
に免許の取消しを受けたことがないか等の
人的要件とともに、製造設備が酒類を製造
するのに充分であるか否かについて審査を
行っているところであり、製造設備の建設
費用がいかなる手段で調達されているかに
拘わらず、こうした審査を別途行うことが
不可欠である。

要望を実現するにはどう
すればいいか再度検討さ
れたい。

3

３：対応は不可能
　酒類の製造免許の付与に当たっては、申
請者が過去に免許の取消しを受けたことが
ないか等の人的要件とともに、製造設備が
酒類を製造するのに充分であるか否かに
ついて審査を行っているところであり、製造
設備の建設費用がいかなる手段で調達さ
れているかに拘わらず、こうした審査を別途
行うことが不可欠である。
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栃木県
栃木県経済
新生構想 1211 1211030 070980

産業再生機
構、中小企業
再生支援協議
会、整理回収
機構等の連携

足利銀行の一時国有化による本県
経済の停滞を防ぐためには、経営
不振に陥っている企業を、迅速か
つ集中的に、１社でも多く再生さ
せる必要があることから、産業再
生機構、中小企業再生支援協議
会、整理回収機構、日本政策投資
銀行をはじめとする政府系金融機
関が相互に連携し、より効果的な
支援が可能となるよう、これら関
係機関によるネットワークを構築
する。

経営不振に陥った企業を再生させて
いくことは、県内経済の活性化に不
可欠な方策である。規模、業種等に
より企業再生の形態も様々であるこ
とから、産業再生機構、中小企業再
生支援協議会、整理回収機構、日本
政策投資銀行をはじめとする政府系
金融機関が相互に緊密な連携を図
り、それぞれの支援機能を最大限に
発揮していただくことが重要であ
る。そこで、各機関担当者による連
絡調整組織の整備により、各種支援
施策の実効性を確保するものであ
る。

産業再生機構、中小企業再生支
援協議会、整理回収機構、政府
系金融機関が組織の壁を越えて
相互に連携を図ることにより、
県内企業に対する各種の再生支
援の取組が迅速かつ効果的に実
施されるようになる。

株式会社産業再生
機構法第59条
（預金保険機構・
整理回収機構・産
業再生機構の協
力）

栃木県内の金融・経済の安定を目的とし
て、関東財務局、関東経済産業局、県、
商工団体、政府系金融機関など金融・経
済に関係する機関で構成する「栃木県金
融・経済安定連絡協議会」が設置されて
いる。

預金保険機構、整理回収機構及び産業再
生機構の密接な連携を図るため、「預金
保険機構・整理回収機構・産業再生機構
連絡会」が設置されている。

中小企業再生のサポートに関して関係機
関との連携強化を図るため、預金保険機
構、整理回収機構及び政府系金融機関等
の間で協議会が設置されている。

5 ―

足利銀行においては、産業再生機構、
中小企業再生支援協議会、整理回収機
構等の様々な方法を活用して、積極的
に企業再生に取り組むものと考えてい
る。

この際、38.にあるような枠組みを活用
しつつ、適切に対応。

また、栃木県において、県内企業に対
する再生支援のため、産業再生機構等
関係機関の連絡調整組織の整備を行う
場合には、財務省としても関係機関に
参加を呼びかけるなどの協力をしてま
いりたい。

提案者の要望は連絡調
整組織の整備を求めるも
のであるが、それも実現
可能であると考えていい
のか。

1（地域に限
定して対
応）

Ⅶ(運用
で対応)

栃木県から地域再生構想の提案を受
け、栃木県内企業に対する再生支援を
含む各種施策を集中・連携して行うた
め、「栃木県金融・経済安定連絡協議
会」に産業再生機構等が新たに参加す
ることとしたところ。
今後、地域再生計画の認定を踏まえ、
関係機関から連携状況について定期
的に報告を求めつつ、関係機関の連携
を一層強化するよう適宜適切に働きか
けを行うほか、当該地方公共団体から
の要請等に応じ、企業再生実務に関す
る説明会に対し、同機構等が連携して
専門家を派遣する等、集中的に支援を
行う。

東広島市
合併に伴う
都市機能の
再編成

2039 2039070 070990
国合同庁舎建
設のための省
庁間の調整

各地方機関の合同庁舎の早期建設
のための各省庁間の調整。

各地方機関の施設・敷地の狭隘化の
解消を図るため、中心市街地への合
同庁舎建設。

地方機関が市内各所にバラバラ
に存在しており、また、施設・
敷地の狭隘化が課題となってい
る。

官公庁施設の建
設等に関する法
律第６条並びに
第９条の２第１
項第２号及び第
４号

― 6 ―

　合同庁舎の建設及び用地の取得に
ついては、官公庁施設の建設等に関
する法律第９条の２第１項第２号及
び第４号の規定に基づき国土交通大
臣が行うこととなっている。

福岡市

福岡アジア
ビジネス交
流拠点都市
構想

2079 2079010 071000

対日直接投資
総合案内窓口
の地方への設
置

現在、東京のみに設置されている
対日直接投資総合案内窓口を、対
内投資を促進する地域にも設置
し、関係省庁の地方出先機関の対
内投資担当窓口を一元化すること
により、中国や韓国をはじめとし
た海外からの進出に対応する。

本市では、外国企業の進出支援のた
めのワンストップサービス機能を持
つ「アジアビジネス支援センター」
を設置する予定であるが、同セン
ターと関係省庁の地方出先機関の対
内投資担当窓口との連携により、よ
り効果的な外国企業の誘致を図る。

地方に進出してくる外国人事業
者にとって、日本で事業を実施
する際に必要となる手続きは煩
雑で分かりにくく、具体的に進
出を検討する際の障害となって
いる。そのため、地方における
対内投資の促進にはこのような
総合案内窓口機能が必要であ
る。

対日直接投資総合案
内窓口の設置・運営
に関する基本的考え
方（対日投資会議議
長決定平成１５年５
月２３日）
内閣府における対日
直接投資総合案内窓
口の設置・運営に関
する細則

対日投資に関する問い合わせの対応、適
切な応対部署への確実な引継ぎを行なう
などして、利用者の利便にかなうよう業
務を行なっている。

5

各省庁に設置している「対日直接投資総合
案内窓口」は民間事業者だけでなく、各地
方公共団体からの照会も受け付けており、
既に地方自治体からの問合せ等に対応して
いる。

提案者は、対日直接投資
総合案内窓口の地方に
おける設置を要望してお
り、これについて検討し回
答されたい。

5

平成15年5月に、各省庁及びJETROに設置
した「対日直接投資総合案内窓口」におい
て、既に民間事業者だけでなく、各地方公
共団体及び関係機関等からの照会も受け
付けており、地方公共団体からの問い合わ
せ等にも対応している。今後、現行制度に
おいて地方自治体から利用しづらい点があ
るのであれば、必要に応じ、関係省庁の地
方支分部局にも同様の窓口を設置すること
も含めて検討していくこととしている。

西郷町

観光を機軸
に交流・産
業を創出す
るまち

2066 2066140 071010
各種補助金・
助成金等の一
体的活用

各種補助金・助成金の一体的活用
を実施する。

現在、各種補助金・助成金はそれぞ
れの港湾・漁業・観光・中心市街地
等の各課で行われている。結果とし
て、助成金が細切れになる傾向にあ
るため、それぞれが有効な効果が得
られづらい傾向にある。そのためで
一体的に活用することでまちづくり
事業を実施する。

補助金・助成金は、使用目的が
細かく限定され、細切れである
ため、効果的な投資ができない
のが現状となっている。

6

非特定営利
法人：名古
屋エアーフ
ロント協会

名古屋エ
アーフロン
ト・プロ
ジェクト
Ⅱ

3045 3045020 071020

フラクショナ
ルオーナーシ
ステム用の運
航・税法上の
統一見解

一元化後の名古屋空港は国際ビジ
ネス機拠点構想を模索している。
そのためＦＢＯ構築を民間事業者
に標榜しているが、フラクショナ
ルオーナーシステム等が行き渡ら
なければＦＢＯな発展もありえな
い。そのため早急な運航・税法上
の統一見解が必要である。

広大なエプロンを有する現名古屋空
港が一元化するとスロット・スポッ
トは充分すぎるほどに確保できる。
国内ＧＡの規模はまだ小さく、空港
の品格向上のためにも国際ビジネス
機の誘致は必須の要件である。その
ためには当面フラクショナルオー
ナーシステムの導入が必要となる。

わが国のＧＡの現状は経済の中
心が中央に偏っており定期便が
中央から地方へ放射線状に広
がっているためビジネス機が発
展しない。一方で1企業のみでの
機体所有も不経済の面もあり、
新しい制度の導入が要望され
る。このような制度による機体
でのアジア地域全域での活用が
望まれる。

6 地方税に係る提案であるため。
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岩代町
遊休農地の
有効利用 1177 1177030 071030

　贈与税の納
税猶予措置の
緩和

　贈与税の納税猶予措置の緩和
　荒廃した桑園を元の里山に戻し､
「自然美術館のまちづくり」を推進
する。

　農地転用をすることにより贈
与税の納税猶予措置が受けられ
なくなることから、荒廃した桑
園が手付かずの状態で放置され
自然景観を阻害しているため､こ
れらの規制を緩和することによ
り､「自然美術館のまちづくり」
が推進される。

租税特別措置法第70
条の4

贈与税の納税猶予
　農業を営む個人が推定相続人のうちの1
人に農地（特定市街化区域農地等を除
く）の全部並びに採草放牧地（特定市街
化区域農地等を除く)及び準農地のそれぞ
れ3分の2以上を贈与した場合の贈与税に
ついては、担保の提供を条件に納税を猶
予し、贈与者又は贈与者の死亡前に受贈
者が死亡した場合には、猶予税額の納付
を免除する。

3:対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

3:対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

西郷町

観光を機軸
に交流・産
業を創出す
るまち

2066 2066030 071040
牛突きを題材
とした地域通
貨の導入

牛突きを題材とした地域通貨の導
入する。

牛突きを題材とした地域通貨を発行
し、隠岐島後での地域産物の購入や
ボランティア活動での使用ができる
こととする。

牛突きのイメージアップと、地
域経済の活性化を促進し、コ
ミュニティ意思の向上を図る。

紙幣類似証券取締法

地域通貨は紙幣類似証券取締法との関係
が問題になり得るが、一般的に「どこで
も、誰でも、何にでも」利用できるもの
ではないことから、直ちに同法に抵触す
るとは考えていない。

5 ―

地域通貨と紙幣類似証券取締法の関係は
（38.制度等の現状）に記載したとおりであ
り、今回の提案についても、直ちに同法に
抵触するとは考えていない。

要望内容は実現できるの
か、確認されたい。 5 -

地域通貨と紙幣類似証券取締法の関係は
（38.制度等の現状）に記載したとおりであ
り、今回の提案についても、直ちに同法に
抵触するとは考えていない。

長野県
コモンズの
視点からの
まちづくり

1068 1068080 071050
補助金取得財
産の補助目的
外使用の容認

補助目的に既に使用していれば、
その使用期間の長短にかかわら
ず、補助金の返還を要しないで補
助目的以外の使用ができるように
する。

補助金で取得した財産の有効利用を
図るとき、その状況によって補助金
返還の義務が生じる。この問題が地
方公共団体にとって一番の課題と
なって、施設の有効利用が図れな
い。１度でも補助目的に利用してい
れば、その地方公共団体の裁量によ
り目的外に利用できるほうが､その地
域での税金の有効利用に繋がる。

様々な状況の変化に対し迅速な
対応が可能になり財政難のな
か、不要な施設の管理に多額の
経費を要しなくなり、施設の有効
利用が図れる

補助金等に係る予算
の執行の適正化に関
する法律第22条、同
施行令第13条及び第
14条

　補助事業等により取得し、又は効用の
増加した政令で定められている財産（不
動産等）は、各省各庁の長の承認を受け
ないで補助金等の交付の目的に反して使
用、譲渡、貸し付け等をすることはでき
ない。
　ただし、補助事業等の完了により相当
の収益が生じること等により補助金等の
全部に相当する金額を国に納付した場
合、及び各省各庁の長が定める期間を経
過した場合は、この限りでない。

3

　補助金により取得された財産の処分等の制限
は、補助金が、国会の議決を経て、国民の税金
等貴重な財源による国費を特定の行政目的達成
のために支出されているものであることに鑑
み、補助事業者が補助金により取得された財産
を補助目的どおりに使用し、補助目的の達成が
図られるよう、設けられているものであり、一
度でも補助目的に利用していればいいものでは
ない。
　なお、補助金等適正化法及び同施行令上、補
助金により取得された財産であっても、耐用年
数等を勘案して各省各庁の長が定める期間が経
過した場合には自由に処分できることとされて
いるほか、当該財産取得後の事情の変更等によ
り転用することの合理性がある場合には、各省
各庁の長の承認を受けることにより、補助目的
外に転用することは可能である。

要望は、使用期間の長短
にかかわらず補助金の返
還を要しないで目的外使
用を求めるものであり、こ
れについて検討し回答さ
れたい。

3

  耐用年数等を勘案して各省各庁の長が
個々の補助金の内容、目的に応じて合理
的に定める期間においても、当該財産取得
後の事情の変更等により転用することの合
理性がある場合には、各省各庁の長の承
認を受けることにより、補助目的外に転用
することは可能である。
  なお、経済的使用価値のある補助財産を
補助事業者が自由に処分し得るとすること
は適当ではない。

東広島市
合併に伴う
都市機能の
再編成

2039 2039060 071060
国の各地方機
関の行政管轄
区域の統一

市内における国の各地方機関の行
政管轄区域の統一する方針の決定
と統一までの期限の設定。

合併に伴う新市域内で行政管轄区域
を統一することの政府の方針決定を
求めるとともに、これが迅速に行わ
れるために期限の設定を行う。

合併後の新市の一体性の強化や
住民の利便性の向上を図るた
め、これらの管轄区域を同一に
することが必要である。

・財務省組織規則
（平成１３年財務省
令第１号）別表第２
（第２６１条関係）

・別紙のとおり（財
務省組織規則第３４
３条）

・別紙の通り

・東広島市、福富町、豊栄町、河内町
は、中国財務局本局の管轄である一方、
黒瀬町、安芸津町は中国財務局呉出張所
の管轄。

・財務省組織規則により、税関支署の管
轄区域を定めており、合併が予定されて
いる東広島市、黒瀬町、福富町、豊栄
町、河内町、安芸津町のうち、河内町を
尾道糸崎税関支署が、その他の市町を呉
税関支署が管轄している。

・東広島市、黒瀬町、福富町、豊栄町、
河内町は西条署の管轄である一方、安芸
津町は竹原税務署の管轄。

2
2
2

Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ

・合併期日に併せて、財務省組織規則別表
第２を改正し、中国財務局呉出張所の管轄
地域から、黒瀬町及び安芸津町を削除す
る。

・市町村合併に合わせて、財務省組織規則
の改正を行う。

・内閣の方針を踏まえ、管轄変更を検討。

5

提案主体に確認したところ、要望対象
は税務署に関するものであったが、税
務署の管轄変更については、地方公
共団体等の意向を踏まえ、納税者利便
及び行政効率等の観点から個別に検
討することが可能である。

相馬市

植林NPO育
成とグリー
ンツーリズ
ムによる地
域再生計画

1032 1032010 071070

NPO法人の収益
事業に対する
法人税課税の
廃止

収益事業に対する税率２２％の廃
止

NPO法人として、植林活動とグリーン
ツーリズムの推進

NPOは収益事業による資金を公益
事業への資金に充てることを目
的としているので法人税課税を
廃止し、NPO法人の活性化を図る

特定非営利活動促進
法 46
法人税法 2、4、5、7

ＮＰＯ法人は、公益法人や人格のない社
団と同様に、収益事業から生じた所得に
対してのみ法人税が課税される。

3:対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

3:対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの
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加世田市
人と自然の
「往来」地
域再生構想

2097 2097070 071080

特区内の農地
を市に売り渡
した場合の譲
渡所得の控除
の特例措置

　特区内の農地を地権者が市に売
り渡した場合、土地収用法などの
規定により土地を売り渡した場合
と同様に、譲渡所得から　５００
０万円を控除する特例を適用する
こと。

　特区内の農地を市が取得し、株式
会社等に貸し付ける場合、この措置
の適用により、地権者の農地の売却
による税負担が小さくなることか
ら、市による農地の取得が容易とな
り、株式会社等の農業参入が進めや
すくなる。

　この特例が受けられない場合
は、長期譲渡所得控除の１００
万円しか認められておらず、市
への売り渡しを強く希望する地
権者がいた場合、地権者の譲渡
所得に対する課税額が大きくな
り、結果的に市が農地を取得す
ることができず、株式会社等の
農業参入を阻害することとな
る。

租税特別措置法第33
条の4

個人の有する土地等を収用交換等により
譲渡した場合、一定の要件のもとその譲
渡益から5000万円の特別控除を差し引く
ことができる。

3：対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

3：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

中津江村

２００海里
の森・サッ
カーと笑顔
の村づくり
事業

2061 2061010 071090 法人税の経費
算入の枠拡大

事業者が温室効果ガス排出抑制等
のための措置としてとった森林づ
くり事業について、地球温暖化防
止のための措置と認め、その一部
を経費算入することを認めること
とするものである。（参考：CDMの
考え方を準用）

（実施内容）
事業者が中津江村で行った森林造成
事業について、経費算入を認める。
（効果）
山間地への直接の事業誘因が図ら
れ、森林再生につながるとともに、
中山間地での事業創出、地域での雇
用につながる。国においては、京都
議定書の批准を控え、目標数値達成
に貢献する。企業にあっては、イ
メージアップとともに、従業員の参
加を促すことで、連帯が深まる。

　長引く不況により、各事業者
はメセナ活動等を積極的に展開
する余裕がない。一方で、環境
に関する関心は高く、社会貢献
を展開する上で、何らかの支援
を必要としている。一方、中山
間地域は疲弊しており、緊急の
事業創出、雇用確保の必要があ
る。

法人税法第22条第１
項、第３項

法人の各事業年度の原価の額及び費用の
額は、法人税の課税所得の計算上損金の
額に算入する。

３：対応
は不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

３：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

福岡県
高齢者安心
住み替え支
援構想

2073 2073010 071100
高齢者安心住
み替え支援事
業

・中古住宅の取得及びリフォーム
に係る課税の特例措置の拡充
・高齢者等が戸建て持ち家等を貸
し付けて高齢者向け賃貸住宅等に
住み替える場合、賃貸料収入に係
る所得税の特例措置を創設
・高齢者の安定居住に関する支援
施策の創設

高齢者安心住み替えバンクを設置

地域活性化を図るため、ソー
シャルミックスを実現すること
が不可欠であるが、当該事業の
成否はその起点である高齢者の
円滑な住み替えを図ることが最
も重要である。
このため、高齢者が資産を活用
する際の障壁を低く設定するこ
とが重要であると思われる。

租税特別措置法第70
条の3、3の2

旧租税特別措置法第
70条の3（平成15年附
則第123条）

租税特別措置法第72
条の2、73条、74条

租税特別措置法第41
条

・住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の
特例
　一定の要件を満たす住宅取得資金の贈与を
受けた場合には、65歳未満の親からの贈与に
ついても、相続時精算課税制度を選択するこ
とができ、また、2,500万円の特別控除額に
上乗せして1,000万円の住宅資金特別控除額
を控除することができる。

・住宅取得資金に係る贈与税額の特例
　父母又は祖父母から受けた住宅取得資金の
贈与について、一定の要件を満たす場合に
は、1,500万円を限度に5分5乗方式により、
贈与税額を計算する。

・住宅用家屋に対する登録免許税の軽減
　個人の住宅の用に供される家屋で、一定の
ものに係る所有権の保存登記、所有権の移転
登記及び抵当権の設定登記については軽減措
置がとられている。

・居住者が一定の要件を満たす居住用家屋を
取得等をした場合、その者が一定の借入金等
を有するときは、一定の要件のもと税額控除
することができる。

3:対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

3:対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

福岡県
青少年科学
技術立県運
動

2138 2138020 071110

ＮＰＯ法人等
への寄付に関
する税控除要
件緩和

科学関連等、設立目的を限定した
うえでのＮＰＯ法人等への寄付に
関する税控除要件緩和

地域や分野等、自由な発想に基づく
科学技術クラブの創設支援を行い、
当該クラブや一部ＮＰＯ法人等（活
動計画を公募、その取り組みが「青
少年科学技術立県運動モデル事業」
として認定されたＮＰＯ等）に対す
るソフト面の支援に加え、当該組織
への寄付等の税控除要件緩和の適用
や活動経費の一部を助成等を通じた
資金面での支援も実施する。

青少年科学技術立県運動の推進
のためには、国立研究施設や研
究員等の活用が不可欠である
が、一定の手続きが必要であ
り、そのための要件は欠かせな
い。また同様に、地域だけの取
り組みでは限界があることか
ら、国等の主催イベントの併催
や財政措置等の積極的な協力が
必要である。

租税特別措置法 41の
19、66の11の2
租税特別措置法施行
令 39の22の2

ＮＰＯ法人のうち一定の要件を満たすも
のとして国税庁長官の認定を受けたもの
（認定ＮＰＯ法人）に対する寄附金は、
寄附金控除等の優遇措置の対象とされ
る。

3:対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

3:対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの
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梼原町
所得税法施
行令の見直
し

2076 2076010 071120 所得税法の定
義見直し

所得税法施行令第１２条の改正
①所得税法第２条に基づく農業所
得を定義している同法施行令第１
２条に定められた「農業」の範囲
の見直し

所得税法に定める「農業」の定義の
見直しによる税申告の簡素化。（民
泊部分を営業等所得、現在の農業部
分を農業所得という事業所得を区分
して申告せず、農業を営んでいる者
が行う民泊を農業の収入・支出とし
て一括して経理し申告を行う。）

地域の資源を有効に関連させて
活用する自然環境や農林業等と
宿泊サービス業をミックスさせ
た農業経営をさらに進め地域の
活性化を図るうえで、所得の区
分による細かな経理を行うのは
農業振興に支障が生じる。

所得税法施行令第12
条

所得税法第107条

予定納税の特例を受けることができる特
別農業所得者の農業の範囲

（予定納税の特例）
居住者が前年において特別農業所得者で
あった場合には、年２回の予定納税の納
付が年１回とされる。

3：対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

3：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

三次市

市町村合併
時の新市ま
ちづくりを
早期に実現

2040 2040020 071130

租税特別措置
法施行規則の
適用範囲の拡
大

租税特別措置法施行規則第14条第7
項第3号イの特掲事業に「地域活性
化の目的で官民が連携して事業を
推進する場合」を追加すること
で，市又は土地開発公社が事業用
地を取得する場合，租税特別措置
法施行規則の適用を可能とする。

三次駅周辺について，市が先行して
用地を取得し，民間活力主導によ
り，ＪＲ三次駅，バスターミナル，
駐車場を一体的に整備するととも
に，アミューズメント施設，飲食・
物販施設，高規格マンション等を併
設した若者が集える空間を創出し，
新三次市のエントランスであるＪＲ
三次駅前の「にぎわい」を創出す
る。駅周辺整備事業スケジュール
は，平成16年度事業計画及び事業規
模の検討・三次駅前複合施設の整備
手法の決定・用地取得。平成17年度
用地取得・事業実施方針の公表・事
業者の募集。平成18・19年度実施設
計。19年度造成工事。平成20・21年
度建設工事。

民間主導による自由な発想での
再開発を検討しているが公共施
設に該当しない施設も想定さ
れ，用地取得にあたって買収条
件が整わず計画区域全体の用地
確保が困難となっている。この
ため，整備対象区域の虫食い状
態が起きる恐れがあり，用地取
得については行政主導による早
期の対応が必要である。よっ
て，租税特別措置法施行規則の
課税の特例の適用を可能とし迅
速に用地確保することで，事業
開始までの期間を短縮するとと
もに雇用の創出を促進しようと
するものである。

租税特別措置法第33
条

及び第33条の4

個人の有する土地等を収用交換等により
譲渡した場合、一定の要件のもと課税の
繰延べをすること又はその譲渡益から
5000万円の特別控除を差し引くことがで
きる。

3：対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

3：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

岡山県

岡山グリー
ンバイオ・
プロジェク
ト

2163 2163120 071140

自動車燃料と
してのバイオ
エタノールの
普及拡大に係
る措置検討

米国で行われているような、国内
バイオマスを用いたバイオエタ
ノールの精製そのものに対する補
助やバイオエタノールの使用に対
する優遇税制(ガソリン税の適用除
外)等を検討する。

本支援措置により、国内バイオマス
を用いたバイオエタノール生産や利
用の普及拡大を図る。

米国ではエネルギー政策等の観
点から国内バイオマスを用いた
バイオエタノールの活用に対し
て積極的な支援が行われてお
り、本支援措置により、我が国
のバイオエタノール活用の積極
的な推進が図られる。

揮発油税法第１条、
第３条、第６条

エタノール混和ガソリンは揮発油とみな
され、混和ガソリン全量に揮発油税が課
税される。

３：対応
は不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

３：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

岡山県

おかやま木
質バイオマ
ス産業クラ
スター整備
構想

2168 2168040 071150
バイオマス製
品の利用推進

バイオマス製品の利用推進を図る
ための支援（税制の優遇措置等）

割高となるバイオマス製品と競合す
る製品価格との差額について、国民
全体で負担するシステムを構築する
必要がある。例えば地域内で生産さ
れたエタノ－ルを混入したガソリン
の場合は石油関係税の軽減等が考え
られる。

製品を市場流通に乗せ、消費拡
大を促すためには、製品の流通
価格を極力抑える必要がある。

揮発油税法第１条、
第３条、第６条

エタノール混和ガソリンは揮発油とみな
され、混和ガソリン全量に揮発油税が課
税される。

３：対応
は不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

３：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの
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神戸市 神戸港再生
構想

2023 2023030 071160
内航ﾌｨｰﾀﾞｰ船
におけるボン
ド油の使用

神戸港に寄港する外貿二次輸送貨
物を輸送する内航ｺﾝﾃﾅﾌｨｰﾀﾞｰ船に
対して、関税・石油税の賦課され
ていないボンド油の使用許可

神戸港は九州・中国・四国地方の各
港と内航ｺﾝﾃﾅﾌｨｰﾀﾞｰ網で密接に結ば
れている。しかし近年、九州や瀬戸
内海沿岸から発生する輸出入貨物の
多くが従来のように神戸港に集荷さ
れずコストの安い外航ﾌｨｰﾀﾞｰ船に
よって釜山等にﾄﾗﾝｼｯﾌﾟされている。
神戸港の活性化に向けて海外へ流出
している貨物の集荷力を高めるため
には、外貿貨物の二次輸送（国内輸
送）に従事するﾌｨｰﾀﾞｰ船料金を低減
し、外航ﾌｨｰﾀﾞｰ船に対するコスト競
争力を確保する。

扱い貨物が外貿貨物である内航
ﾌｨｰﾀﾞｰ船の競争力を確保するた
めに内外航ﾌｨｰﾀﾞｰ船のコスト差
の一因である船舶燃料費格差を
縮小し、瀬戸内海沿岸において
同じ国内発生の輸出入貨物を二
次輸送する外航ﾌｨｰﾀﾞｰ船と同等
の競争条件を整備する必要があ
る。

関税法第23条
（船用品又は機用品の
積込み等）
外国から本邦に到着し
た外国貨物である船用
品又は機用品は、保税
地域から本邦と外国と
の間を往来する船舶
（これに準ずる遠洋漁
業船その他の船舶で政
令で定めるものを含
む。）又は航空機に積
み込む場合に限り、外
国貨物のまま積み込む
ことができる。この場
合においては、当該船
用品又は機用品を積み
込もうとする者は、政
令で定めるところによ
り、税関（税関が設置
されていない場所にお
いては税関職員。以下
本条において同じ。）
に申告し、その承認を
受けなければならな
い。

　関税法第２３条第１項においては、外
国貨物である船用品（ボンド油）は、本
邦と外国との間を往来する船舶に積込む
場合に限り、外国貨物のまま積込むこと
ができるとされている。
　このため、本邦と外国との間を往来し
ない内航コンテナフィーダー船にボンド
油の積込みは認めていない。

3：対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

－

　新たな税財政措置を伴うものであり、対
応は不可能である。
　なお、外国貨物の二次輸送（保税運送）
は、内航コンテナフィーダー船に限らず、
その他の沿海通航船による海上運送や車両
による陸上運送等も行われており、コンテ
ナフィーダー船のみを特別扱いとする合理
的な理由はない。

コンテナフィーダ船の扱い
について提案の趣旨を踏
まえ検討されたい。

3：対応は不
可能
新たな税財
政措置を伴
うもの

　新たな税財政措置を伴うものであり、対応
は不可能である。
　なお、外国貨物の二次輸送（保税運送）
は、内航コンテナフィーダー船に限らず、そ
の他の沿海通航船による海上運送や車両
による陸上運送等も行われており、コンテ
ナフィーダー船のみを特別扱いとする合理
的な理由はない。

掛川市

保留地販売
促進による
地域経済の
活性化と地
域雇用の創
出

1066 1066020 071170
保留地取得並
びに売買に伴
う課税の免除

保留地に限り、土地の取得、保
有、流通の課税軽減措置を図り、
土地の流動化及び戸建住宅の建築
を促進させる。

区画整理事業により創出される保留
地は、道路・水路・公園等の計画的
な都市基盤整備のために、組合員よ
り収入財源とするため、減歩により
生み出された土地であり、単に営利
目的の民間宅地分譲とは異質のもの
である。保留地管理法人の経営支援
と、事業収束に向け各区画整理組合
が取り組んでいる保留地販売を促進
し、早期の街並みづくりを実現し、
新たな需要と雇用創出のため、保留
地管理法人が都市開発資金を活用し
て、未処分保留地を取得する際の課
税と一般土地購入者が保留地を取得
する際に生じる税の非課税化を提案
する。

当市においては街づくりの手法
として区画整理事業を積極的に
実施し、用途地域面積1,931haの
32％、620ha22地区の区画整理事
業により整備された経緯があ
る。現在１つの保留地管理法人
と３地区の区画整理組合が保留
地処分に取り組んでいるが、長
引く不況の中、保留地販売が不
調で事業を収束できない状況に
ある。早期の街並みづくり実現
のために税制支援を提案する。

登録免許税法第2
条

法人税法第４条
第１項

　登録免許税は、国による登記、
登録、免許等を課税対象に、登記
等を受ける者に対して課税するも
の。

内国法人は、法人税を納める義務
がある。

3:対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

3:対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

浜松市
世界都市浜
松・地域経
済振興構想

1287 1287040 071180

事業用耐震建
築物の特別償
却認定による
設備投資と雇
用の活性化

　事業者が耐震工法による事業用
建物を新築する場合において､一定
期間の割増償却を認めるインセン
ティブを与え、設備投資の活発化
と雇用の創出を図る。
（具体的内容）
　浜松市内に事業者が耐震工法に
よる事業用建物を新築して事業の
用に供した場合、通常の償却限度
額と同額を割増償却限度額とし、
これを加算した金額を当期の償却
限度額とする。尚、この割増償却
期間は５年間とする。

①企業誘致活動事業(ウェルカムはまま
つ）
　首都圏の成長性の高い中小企業(光関
連、情報サービス産業等)に対し工場、
研究所、事務所等の誘致活動を行う。
②産業立地促進事業費補助金事業
　光技術を活用した製造業,高度技術工
業、研究開発機関、その他新産業の創出
に寄与すると認定される事業者が,浜松
市内に進出する場合の用地取得費、建物
設備費、新規雇用にかかる経費の一部を
助成することにより、本市への企業立地
を促進し、新産業の育成と既存産業の振
興を図る。用地取得費助成金の上限2億
円､建物設備費助成金の上限1億円。
③中心市街地への商業施設等立地優遇税
制
　中心市街地に新築・増築する3階建て
以上の耐火建築物（１階を店舗として５
０％以上使用している）に課す固定資産
税を５年間軽減することにより、中心市
街地での設備投資・企業活動を活性化さ
せ、商業機能等の集積促進を図る。
④地域再生産業クラスター計画、知的ク
ラスター創成事業
　｢光技術」を２１世紀の浜松地域産業
を担うキーテクノロジーに位置づけ、
「光技術関連産業集積促進特区」と併せ
本市を中核とした光技術産業並びに光技
術研究機関・研究者の集積拠点「フォト
ンバレー」を形成し新たな技術・産業・
雇用を地域に創出する。

東海地震の被害予想や防災対策
が叫ばれている環境下におい
て、「クラスター事業」や「光
関連特区」等に魅力を感じ他か
ら進出しようとする企業や、従
来から当市に立地する企業の新
規設備投資マインドやリスク管
理に対し、耐震構造の堅牢な建
物の建設が唯一の解決策とな
る。しかしながら企業の建設コ
ストが大幅に増加する点が問題
点であり、これに対処する方策
として建築物の特別償却の実施
による法人税の優遇策が必要と
なる。

法人税法第31条第１
項

減価償却費として損金経理した金額のう
ち、償却限度額に達するまでの金額は、
損金の額に算入する。

３：対応
は不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

３：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの
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長野県
信州伊那谷
菜の花プロ
ジェクト

1074 1074030 071190 自動車重量税
の非課税措置

ＢＤＦの普及には使用する車両を
増やすことが必要。現在低公害車
に税制面で優遇しているような措
置が必要。 車検証にＢＤＦ使用車
両と記載されている場合に限り、
自動車重量税の非課税措置

 ＢＤＦ使用車両に対する自動車重量
税の非課税措置によりＢＤＦ利用車
両が増加し、利用促進が図られ、硫
黄酸化物等の有害な物質の排出が抑
制される。

ＢＤＦの普及には使用する車両
を増やすことが必要。現在官公
庁の公用車等に限られている。
使用者量を増やし、ＢＤＦを広
く普及するには、低公害車に税
制面で優遇しているような措置
が必要。

自動車重量税法第３
条、第４条

検査自動車及び届出軽自動車には、自動
車重量税が課される。

３：対応
は不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

３：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

志木市
活き活きま
ちづくり構
想

1362 1362030 071200
市民活動の促
進

ＮＰＯ法人の収益事業に係る法人
関係税の非課税化

市内を活動拠点としているＮＰＯ法
人に係る法人関係税の非課税化

市内における社会貢献活動に取
り組むＮＰＯ法人が増加し、市
民公益活動の促進が図れる。

特定非営利活動促進
法 46
法人税法 2、4、5、7

ＮＰＯ法人は、公益法人や人格のない社
団と同様に、収益事業から生じた所得に
対してのみ法人税が課税される。

3:対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

3:対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

志木市
活き活きま
ちづくり構
想

1362 1362040 071210
市民活動の促
進

ＮＰＯ法人に対する寄附金の控除
優遇措置

パブリックサポートテスト要件の緩
和　　　　①一者からの寄附金の算
入基準限度額の５％から２５％程度
に緩和　　　　　　　②少額寄附金
（現行１，０００円未満）の算入除
外規定を削除

認定ＮＰＯ法人の認定要件の緩
和により、ＮＰＯ法人の活動の
促進が図れる。

租税特別措置法 41の
19、66の11の2
租税特別措置法施行
令 39の22の2

ＮＰＯ法人のうち一定の要件を満たすも
のとして国税庁長官の認定を受けたもの
（認定ＮＰＯ法人）に対する寄附金は、
寄附金控除等の優遇措置の対象とされ
る。

3:対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

3:対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

茨城県

『鹿島経済
特区』推進
プロジェク
ト構想（＝
コンビナー
ト地域再生
プロジェク
ト）

1276 1276060 071220

コンビナート内
における副生品
への石油税等
の非課税化

　コンビナート内の製造過程で発生す
る副生品について、コンビナート内で
原料（製品）として取引きされる場合、
石油税及び揮発油税（還付制度の創
設を含む）を非課税とする。

　石油化学事業所で発生する留分を石
油精製事業所でガソリン添加用として利
活用される場合、石油税の対象となる
ほか、灯軽油をエチレン製造用として使
用する場合、石油税の還付制度がない
など、コンビナート内での原料のやりとり
にも一部の品目で、２重課税がされてい
るため、相互の留分の有効利活用が促
進されない状況にあることから、コンビ
ナート内における副産品について、非課
税とする。

　①石油化学事業所で発生する留
分を石油精製事業所でガソリン添
加用として利活用される場合石油
税の対象となる、②灯軽油をエチレ
ン製造用として使用する場合石油
税の還付制度がない、など性状
（カーボン数、比重等）、用途等によ
り石油税又は揮発油税の対象とな
り、コンビナート総合力強化を図る
上でのコンビナート内における留分
有効利用の妨げとなっている。

石油石炭税法第３条、
第４条
揮発油税法第１条、第
３条

原油、石油製品等には石油石炭税が、揮発
油には揮発油税が課される。
（灯軽油をエチレン製造用として使用する場
合の石油石炭税還付措置は、今通常国会に
提出予定の改正法案にて措置する予定）

３：対応
は不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

３：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

茨城県

『鹿島経済
特区』推進
プロジェク
ト構想（＝
コンビナー
ト地域再生
プロジェク
ト）

1276 1276120 071230

産業活性化の
ための新たな減
価償却制度等
の導入

　新規設置または増設されるすべて
の機器設備（プラント等）を対象とし
て、①加速度償却制度の導入（事業
環境に応じたフレキシブルな償却期
間の設定）、②残存価額制度の廃
止、を内容とする減価償却制度　の
導入

　日進月歩の最先端プラント等は、稼働
期間が短い現状に即して、海外先進国
並の加速度償却制度の導入や残存価
格制度の廃止を進めるなど、欧米並の
事業環境を整備し、我が国における産
業の国際競争力強化や高付加価値化
に向けたプラント等の構造転換を推進
する。

　我が国産業は、規制緩和の遅
れ、事業環境の未整備等から国際
競争力を失い、産業の海外流出
（空洞化現象）を生じさせ、我が国
経済・産業と雇用に大きな影響を及
ぼしている。かかる事態を打破する
ためにも、海外と対抗できる競争力
を有し、新たな立地意欲を創出でき
る産業拠点づくりが重要であり、海
外と同等の事業環境整備として、事
業環境に応じた減価償却制度の導
入を図る必要がある。

法人税法第31条第１
項

減価償却費として損金経理した金額のう
ち、償却限度額に達するまでの金額は、
損金の額に算入する。

３：対応
は不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

３：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの
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茨城県

県央地域ユ
ニバーサル
デザイン推
進プロジェ
クト

1279 1279010 071240

ユニバーサル
デザイン化に
関する優遇税
制

・企業が，通路への手すりや階段
スロープの設置など既存建物をバ
リアフリー化した場合，又は，ユ
ニバーサルデザインに配慮した建
物を建築した場合，法人税の減免
など税制上の優遇措置を講じる。
・住民がユニバーサルデザインに
配慮した住宅を建築，増改築した
場合，所得税の減免など税制上の
優遇措置を講じる。

　優遇税制措置により，圏域内のユ
ニバーサルデザイン化が促進され
る。

　企業や住民が自己の建物のバ
リアフリー化やユニバーサルデ
ザイン化を進める場合，その負
担は大きい。企業の建物（商店
等）や一般住宅等をバリアフ
リー化，ユニバーサルデザイン
化した場合の法人税，所得税の
軽減措置がないため，このよう
な軽減措置を講じることによ
り，企業，一般住宅のバリアフ
リー化，ユニバーサルデザイン
化が一層促進される。

租税特別措置法第41
条

法人税法第31条第１
項

居住者が一定の要件を満たす居住用家屋
を取得等をした場合、その者が一定の借
入金等を有するときは、一定の要件のも
と税額控除することができる。

減価償却費として損金経理した金額のう
ち、償却限度額に達するまでの金額は、
損金の額に算入する。

3：対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

3：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

茨城県

県央地域ユ
ニバーサル
デザイン推
進プロジェ
クト

1279 1279060 071250

健康増進・福
祉機器展示施
設等の整備に
対する支援

・地方公共団体が行う健康増進や
生きがい関連施設，福祉機器・住
宅改修研究研修・展示施設等の整
備に係る経費について，地方債対
象に加える。
・民間企業が健康増進や生きがい
関連施設，福祉機器・住宅改修研
究研修・展示施設等の整備を行う
場合の低利融資制度を創設すると
ともに，法人税の減免等税制上の
優遇措置を講じる。

　健康増進や生きがい活動と併せ，
福祉機器や住宅改修技術の研究や研
修を行う拠点を整備することによ
り，広くユニバーサルデザインの普
及を図るとともに，新たな福祉機
器・住宅研究開発を支援することに
より地域産業の活性化を図る。

　健康増進・生きがい関連施
設，福祉機器・住宅関連研究研
修・展示施設の整備は，本格的
な高齢社会を控え非常に重要で
あるが，地方公共団体の負担は
大きく，また，民間が整備する
場合も，公的な事業内容の側面
もあることから，何らかの支援
が必要である。現行では，これ
らに対する支援措置がないこと
から，整備を促進するうえで
も，これらの措置は必要であ
る。

法人税法第31条第１
項

減価償却費として損金経理した金額のう
ち、償却限度額に達するまでの金額は、
損金の額に算入する。

３：対応
は不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

３：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

茨城県

県央地域ユ
ニバーサル
デザイン推
進プロジェ
クト

1279 1279070 071260

福祉機器・住
宅改修技術の
研究開発に関
する助成措置

・民間企業が新たな福祉機器・住
宅改修技術の研究・開発を行う場
合の低利政策融資制度の創設し，
また，法人税の減免等税制上の優
遇措置を講じる。
・地方公共団体が行う民間企業の
福祉機器・住宅改修技術の研究・
開発への支援措置に要する経費に
ついて，地方交付税に算入する。

　民間企業が行う福祉機器・住宅改
修技術の研究開発を支援することに
より，地域産業の活性化を図る。

　本格的な高齢社会を控え，福
祉機器の活用，住宅改修の普及
は地方公共団体の責務であり，
新たな福祉機器・住宅改修技術
の研究・開発は重要な課題であ
る。これまでも，一定の支援措
置が講じられてきたが，そのう
えで，さらに税制上の優遇措置
や地方公共団体が支援した場合
の地方交付税措置等支援策を講
じることにより，一層企業活動
が活性化し，地域振興が促進さ
れる。

租税特別措置法第42
条の４第２項

試験研究費の額の12％（試験研究費割合が
10％未満の場合には、10％＋試験研究費割合
×0.2 ）相当額の特別税額控除を認める。

３：対応
は不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

３：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

友部町

物流拠点の
立地優位性
を最大限活
用した地域
振興

1029 1029010 071270

流通業務団地
内の都市計画
変更に伴う譲渡
所得特別控除
の特例措置の
適用

　流通業務団地での立地ニーズに対
応して事業計画変更を弾力的に行お
うとする場合に、問題となる事業変更
前における譲渡所得特別控除の特
例措置の取扱いを明確にする。

　流通業務団地において、最近の物流
業界の複合施設（流通過程での流通加
工、販売機能等を併設した施設）等の
ニーズや小売店舗の立地ニーズに対応
して流通業務施設以外の施設立地を進
めるためには、流通業務地区での制限
緩和措置（流通業務市街地の整備に関
する法律第５条ただし書の適用）に加え
て、都市計画の変更が必要になる。こ
の場合、従来の計画により土地を譲渡
した際に租税特別措置法に基づく５００
０万円控除を受けた案件については、
流通業務団地から除外されても流通業
務地区となっているものについては、当
該控除が取り消されて遡及して譲渡者
に課税されることのないよう明確にする
ことが事業を円滑に進めるうえで不可欠
である。

　流通業務地区での規制を緩和
することにより、現状の景気状
況を反映した投資意欲のある企
業の進出を促進し、地域経済の
活性化と地域雇用の創出を図
る。

租税特別措置法第33
条の4

個人の有する土地等を収用交換等により
譲渡した場合、一定の要件のもとその譲
渡益から5000万円の特別控除を差し引く
ことができる。

3：対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

3：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの
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真壁町

歴史的たた
ずまいを活
かした地域
づくり

1004 1004030 071280
登録文化財相
続の特例措置

当町は，歴史的建造物を有形文化
財として登録することによって，
それらが取り壊されることを防
ぎ，あるべき景観の保持に力を注
いでいるが，それら建造物の所有
者の大多数が高齢者であるため，
歴史的建造物やあるべき景観が次
世代に受け継ぎやすくするための
措置

重要文化財に指定されている民家
で，所有者の居住の用に供されてい
るものの相続時の建造物評価額は，
６割控除という事例に準じて，登録
文化財の民家で，所有者の居住に供
されているもの相続税については，
控除すべきである。

登録文化財が町外者に相続され
ると，空き家になってしまう。
当町の場合，登録文化財が中心
市街地に密集しているため，中
心市街地の空洞化につながり，
これに歯止めをかけるため。

昭和60年５月18日付直評
８ほか「重要文化財に指定
されている民家で所有者の
居住の用に供されているも
のの評価について」通達
（抜粋）
　文化財保護法第27条第1
項の規定により重要文化財
に指定されている建造物の
うち民家建築である家屋
（これと一体をなしてその
価値を形成している土地を
含む。）で、所有者の居住
の用に供されているもの
（以下これらを「重文民家
等」という。）の価額は、
それが重文民家等でないも
のとして、昭和39年4月25
日付直資56、直審（資）
17「相続税財産評価に関
する基本通達」の第2章
（土地及び土地の上に存す
る権利）及び第3章（家屋
及び家屋の上に存する権
利）の定めにより評価した
価額（以下「重文民家等で
ないものとした場合の価
額」という。）から、その
価額に100分の60の割合を
乗じて計算した金額を控除
した金額によって評価す
る。

登録有形文化財については、文化財保護
法による規制及び使用収益制限等を勘案
して、個別に評価することとしている。

3  対応は
不可能

３　対応は不可能
（理由）
　重要文化財と登録有形文化財とでは、文
化財保護法による規制、使用収益制限及び
所有者の経済的負担が相違していることか
ら、所有者の居住の用に供されている登録
有形文化財について、所有者の居住の用に
供されている重要文化財（重文民家等）と
同じ「６割控除」を適用することは相当で
ないと考えられる。

要望を実現するにはどう
すればいいか再度検討さ
れたい。

3

重要文化財と登録有形文化財とでは、文化
財保護法による規制、使用収益制限及び
所有者の経済的負担が相違していることか
ら、所有者の居住の用に供されている登録
有形文化財について、所有者の居住の用
に供されている重要文化財（重文民家等）と
同じ「６割控除」を適用することは相当でな
いと考えられる。なお、登録有形文化財に
ついては、文化財保護法による規制及び使
用収益制限等を勘案して個別に評価するこ
ととしている。

川崎市

農環境の保
全と市民交
流等農地利
活用促進構
想

1180 1180010 071290

相続税納税猶
予適用拡大に
よる農地の保
全と都市農村
交流の拡大

１相続税納税猶予適用拡大による
農地の保全と都市農村交流の拡大
　農地（市街化区域を除く。）に
おいて次の各号の規定に基づき、
被相続人が使用又は収益をする権
利を設定し又は農業相続人が設定
する場合は租税特別措置法第70条
の６に規定する相続税納税猶予の
特例の適用を受けられるようにす
ること。
（１） 特定農地貸付けに関する農
地法の特例に関する法律第２条第
２項に規定する特定農地貸付によ
り市町村又は農業協同組合による
権利が設定される場合
（２） 地方公共団体又は農地保有
合理化法人が認定農業者又は教
育、医療若しくは社会福祉事業を
行うことを目的として設立された
法人（当該目的に係る業務の運営
に必要な施設の用に供する場合に
限る。）に転貸するため使用又は
収益をする権利を取得する場合
（３） 農業経営基盤強化促進法第
４条第３項第１号の規定に基づく
利用権設定等促進事業により使用
又は収益をする権利が設定された
場合
（４） ２の農園数増加のための農
地の権利移動に係る規制緩和によ
り使用又は収益をする権利が設定
された場合

市が事業主体となり、連絡協議会等
を設置し農業団体等との連携を図り
ながら、農家や法人等に対する説明
会を開催し、農地の貸し手、借り手
の希望者を募りながら両者を調整
し、農地の活用・流動化を進めてい
く。農地の使用又は収益をする権利
が設定されている農地について、相
続税納税猶予の特例の適用を受ける
ことが可能となれば、農地の遊休化
を防ぐと同時に特定農地貸付による
市民農園や法人による食農教育等
（体験農園、学童農園、園芸療法
等）の事業推進により、都市と農村
の交流を図るための農地の流動化が
促進され、農村における食農教育や
園芸療法等の推進等新たな農地の活
用策、営農モデルの創出等の可能性
が広がると考えられる。
１年目　権利設定面積　１ヘクター
ル
３年目　権利設定面積　３ヘクター
ル

現行法においては、農地を特定
農地貸付により市町村又は農業
協同組合による権利が設定され
た場合や農業経営基盤強化促進
法第４条第３項第１号の規定に
基づく利用権設定等促進事業に
より使用又は収益をする権利が
設定された場合など、農地の使
用又は収益をする権利が設定さ
れている農地については、租税
特別措置法第70条の６に規定す
る相続税納税猶予の特例の適用
を受けることができない。その
ため、農地の貸し借りが進ま
ず、営農意欲があり規模拡大し
たい農家の足かせともなり、農
地が生産性のある状態として機
能せず、また新たな活用にも結
びつかないために、農地の保
全・活用が図れない状況が起
こっている。

租税特別措置法第
70条の6

相続税の納税猶予
　農地等（特定市街化区域農地等を除
く）の相続人が農業を継続する場合に限
り、農地価格のうち恒久的に農業の用
に供されるべき農地として取引される場
合に通常成立すると認められる価格（農
業投資価格）を超える部分に対する相
続税については、担保の提供を条件に
納税を猶予し、その相続人が死亡した
場合等には猶予税額の納付を免除す
る。

3:対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

3:対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

三鷹市
公共事業に
係る用地取
得の円滑化

1172 1172010 071300

用地買収に係
る特例農地の
利子税免除及
び残地の猶予
特例の継続

１．相続税猶予対象農地（特例農
地）を公共事業として買収する場
合に係る利子税を免除する。
２．当該農地の２割を超える部分
を公共事業用地として買収した場
合にも、残地については、特例農
地の継続ができるようにする。

公共事業用地の取得において大きな
障害となっていた特例農地の円滑な
取得が可能となる。

当該農地における相続税猶予が
取り消されるだけでなく、利子
税の納付も課せられる。また、
買収が農地面積の２割を超える
場合には、農地全体の猶予が取
り消されている。これらの費用
を用地価格に上乗せすることは
非常に困難であり、買収の大き
な障害となっている。

租税特別措置法第70
条の6
租税特別措置法第70
条の7

相続税の納税猶予
　農地等（特定市街化区域農地等を除く）の
相続人が農業を継続する場合に限り、農地
価格のうち恒久的に農業の用に供されるべ
き農地として取引される場合に通常成立す
ると認められる価格（農業投資価格）を超え
る部分に対する相続税については、担保の
提供を条件に納税を猶予し、その相続人が
死亡した場合等には猶予税額の納付を免除
する。
　なお、納税猶予の適用を受けている農地
等の全部又は一部につき収容交換等による
譲渡をした場合において、その収容交換等
による譲渡をした農地等に係る納税猶予額
とともに納付すべき利子税の額は2分の1に
軽減されている。

3:対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

3:対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの
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大阪府 内外企業の
立地促進

2027 2027040 071310

研究で製造す
るアルコール
に係る許認可
の免除

研究施設において研究の過程で製
造されるアルコールについて、許
認可を免除

許認可を免除することで、研究に係
る事務処理を軽減し、活動を促進す
る。このため、研究機関について酒
税法の酒類製造免許、アルコール事
業法のアルコール製造業許可を免除
する。

研究過程で製造されるアルコー
ル類については、一般に流通す
る可能性が低く、許認可の対象
外としても大きな影響は発生し
ないと考えられる。また、研究
過程でのアルコール製造は一過
性、短期的なケースが多く許認
可をとるのが非効率。

酒税法第7条第1項､第
2項､第3項
酒税法及び酒類行政
関係等解釈通達第2編
第7条第3項関係の1､
第4項関係の2、第5項
関係の2

酒類を製造しようとする者は､酒類の種類
（品目)別に､製造場ごとに､その製造場の
所在地の所轄税務署長の免許を受ける必
要があり､酒類の種類（品目)ごとに最低
製造数量基準が定められている｡ただし､
試験のために酒類を製造しようとする場
合に受ける製造免許（以下「試験製造免
許｣という｡)には､最低製造数量基準は適
用されない｡

3及び5

試験のために酒類を製造しようとする場合
であっても免許を受ける必要があるが､酒税
法第7条第3項の規定により､この場合には最
低製造数量基準は適用されない｡
酒税法及び酒類行政関係等解釈通達第2編第
7条第3項関係の1の定めにより､試験製造免
許は､新商品開発､新技術開発等の目的で酒
類の試験製造を行う場合など一定の場合に
付与することとしている｡
また､試験製造免許については､3年以内の期
限を付して免許しているが､免許期限の延長
を受けたい旨の申立があった場合は､最長5
年間の延長を受けることが可能である｡

要望を実現するにはどう
すればいいか再度検討さ
れたい。

３及び５

　試験のために酒類を製造しようとする場
合であっても免許を受ける必要があるが、
試験製造免許は、最低製造数量基準が適
用されないなど比較的ゆるやかな要件で取
得可能である。
　なお、一般的な酒類製造免許を初めて受
ける場合は原則１年の期限を付している
が、試験製造免許については最長3年の期
限としている。また、免許期限の延長を受け
たい旨の申立があった場合は､一般的な酒
類製造免許は１年ごとの延長としている
が、試験製造免許については最長5年ごと
の延長を受けることが可能である｡

荒尾市

荒尾市にお
ける中小企
業及び観光
と農漁業の
共生対流活
性化事業

2153 2153080 071320

梨の濁酒に対
するどぶろく
特区許可の適
用

農林水産省の農業経営構造改善事
業の経営構造施設整備事業により
整備を考えている地域再生拠点施
設の中のオーガニックレストラン
に荒尾梨工房（梨農家の出資、運
営している任意組織。梨農家はま
た米も作っている）が梨菌を使用
した梨の濁酒を製造し、提供を計
画しているが構造改革特区におい
て許可される濁酒の製造許可の特
例措置を要請。

特産品加工施設で梨工房が地元の有
機米と梨菌を使った濁酒を製造し、
拠点施設内のオーガニックレストラ
ンに提供し、梨の産地である荒尾の
ふるさとの味を楽しんでもらう。

オーガニックレストランは有
機、低農薬、健康をコンセプト
に地元産の野菜、果物を食材に
したレストランであるので地元
の有機米と特産品の梨を使った
濁酒は料理にマッチし、市のイ
メージアップにつながり、梨の
産地としてのPR効果やレストラ
ンの差別化と利用客の健康に資
する。

酒税法第7条第2項

〇酒類を製造しようとする者は、製造しようとする
酒類の種類別に、その製造場の所在地の所轄税務署
長の免許を受けなければならない。酒類の製造免許
は、一年間の酒類の製造見込数量が次に掲げる数量
に達しない場合には、受けることができない。
　一　清酒　六十キロリットル
　二　合成清酒　六十キロリットル
　三　しようちゆう甲類　六十キロリットル
　四　しようちゆう乙類　十キロリットル
　五　みりん　十キロリットル
　六　ビール　六十キロリットル
　七　果実酒類　六キロリットル
　八　ウイスキー類　六キロリットル
　九　スピリッツ類　六キロリットル
　十　リキュール類　六キロリットル
　十一　雑酒　六キロリットル

7 － －

長野県

コモンズの
視点からの
観光・都市
圏交流型産
業の推進

1070 1070010 071330
酒類の製造免
許要件の適用
除外

　レストラン、民宿内等において
もっぱら飲用に供し、または販売
するため、当該営業所敷地内にお
いてワイン等果実酒を醸造する場
合は、当該規定を適用しない。

　酒税法上の製造数量制限の規定に
より、一般の農園レストランや農家
民宿等では自ら醸造したワイン等を
客に提供できず、地域の個性を発揮
できにくい状況にあることから、当
該数量制限を撤廃し、自家製ワイン
を客に提供することで、観光の活性
化等を図る。

　酒税法上の製造数量制限の規
定により、一定規模以上でなけ
ればワイン等を醸造することが
できず、農園レストランや農家
民宿等において自家製ワインを
提供できないため。

酒税法第7条第2項

〇酒類を製造しようとする者は、製造しようとする
酒類の種類別に、その製造場の所在地の所轄税務署
長の免許を受けなければならない。酒類の製造免許
は、一年間の酒類の製造見込数量が次に掲げる数量
に達しない場合には、受けることができない。
　一　清酒　六十キロリットル
　二　合成清酒　六十キロリットル
　三　しようちゆう甲類　六十キロリットル
　四　しようちゆう乙類　十キロリットル
　五　みりん　十キロリットル
　六　ビール　六十キロリットル
　七　果実酒類　六キロリットル
　八　ウイスキー類　六キロリットル
　九　スピリッツ類　六キロリットル
　十　リキュール類　六キロリットル
　十一　雑酒　六キロリットル

7 － －

（株）つえ
エーピー

地域特産物
の商品化事
業

3111 3111020 071340
酒類製造・販
売の許可取得
要件の緩和

地域の伝統の中に裏打ちされた産
物を残すために、小規模での酒類
製造・販売の許可が得られるよう
に規制を緩和して欲しい。

（実施内容）
酒税法による「酒類製造・販売」の
規制要件の緩和
（効果）
新たな地域特産物の育成とその商品
と雇用の創出が図られる。

柚子の新商品開発とそのブラン
ド化により、地域の活性化を図
る必要がある。

酒税法第7条第2項

〇酒類を製造しようとする者は、製造しようとする
酒類の種類別に、その製造場の所在地の所轄税務署
長の免許を受けなければならない。酒類の製造免許
は、一年間の酒類の製造見込数量が次に掲げる数量
に達しない場合には、受けることができない。
　一　清酒　六十キロリットル
　二　合成清酒　六十キロリットル
　三　しようちゆう甲類　六十キロリットル
　四　しようちゆう乙類　十キロリットル
　五　みりん　十キロリットル
　六　ビール　六十キロリットル
　七　果実酒類　六キロリットル
　八　ウイスキー類　六キロリットル
　九　スピリッツ類　六キロリットル
　十　リキュール類　六キロリットル
　十一　雑酒　六キロリットル

7 － －

京都府
京都の農村
まるごと観
光

2053 2053020 071350
交流施設が関
わる酒類の販
売促進

交流施設等が独自ブランドで酒類
を販売する場合は、その販路がよ
り拡大出来るように酒類卸売業免
許の許可基準を緩和する。

検討中

・販売量が一定量以下の場合は
卸売業の免許の取得ができな
い。
・地域ごとに取得枠があり、容
易に免許が取得できない。

酒税法第9条､第10条
酒税法及び酒類行政
関係等解釈通達第2編
第10条第10号関係の8

酒類の販売業免許は､販売方法に応じ､卸
売業免許と小売業免許に分類され､更に､
販売する酒類の範囲に応じ､例えば卸売業
免許については､全酒類卸売業免許､洋酒
卸売業免許等に区分され､免許区分に応じ
た要件が定められている｡

5
ワインなどの洋酒の卸売業を行おうとする
場合は､比較的要件がゆるやかな洋酒卸売業
免許を受けることが可能である｡

 

36 / 51 ページ



 

15.提案主
体名

19.地域再
生構想の名

称

a.地域
再生構
想管理
番号

b.支援措置
提案事項管

理番号

c.管理
コード

27.地域再生の
ための支援措
置に係る提案

事項
（事項名）

28.地域再生のための支援措置に係
る提案事項の内容 31.具体的事業の実施内容 32.提案理由

37.提案事項に関連す
る法令、告示、通達等

の定め
38.制度等の現状

39.措置等
の分類

40.措置
等の方

法
41.措置等の概要（対応策）

44.地域再生推進室から
各府省庁への再検討要
請

45.「措置等
の分類」の
見直し

46.「措
置等の
方法」
の見直
し

47.再検討要請に対する各府省庁から
の回答

奥野田葡萄
酒醸造株式
会社

Vins de
Peys 特区
(地ワイン
特区)

3058 3058010 071360

国内収穫果実
に「もろみワ
イン」の販売
を認めて下さ
い。

酒税法には記載されていない「果
実酒類」の運用解釈にある「葡萄
は発酵しやすいから」という考え
方を「国内収穫果実から製造する
果実酒類に限り、チルド状態であ
れば主発酵は終了している」との
解釈に変更していただきたいので
す。もちろん万が一、販売後にお
いて再醗酵した場合には「果実酒
類」として規定されたアルコール
分以内に留まるよう、製造者が留
意、かつ確約することは必須で
す。

「もろみ甲州種ワイン」を販売した
いのです。そのために、国内収穫果
実から製造するワインに限り、酒税
法の運用解釈を柔らかくしていただ
きたいのです。チルド輸送システム
を利用すれば、甲州種ワインを酵母
の旨味と共に、健康的に全国の客さ
まにご提供できます。国内のワイナ
リーは、チルド状態での輸送と販売
が可能になることで「売り場を十分
に活かした商品開発」が可能になり
ます。山梨県においては、県を代表
する特産物と言っても過言ではない
甲州種ぶどうの需要拡大につなが
り、その宣伝効果は、価格の下落を
食い止める（山梨県以外のワイン産
地においても、果実の需要拡大が可
能）ことができます。国産ワインに
しか出来ないフレッシュデリバリー
なワインは、輸入ワインには真似の
出来ない、新たな商品開発の機会を
創造します。

もろみワインは現在、ワイナ
リー敷地内でのみ試飲が可能で
すが、チルドで酵母の活性を無
くした状態にしても、販売する
ことは許されていません。ワイ
ン以外のアルコール飲料（清
酒、ビール）ではすでに、もろ
みに近い形の商品化、および販
売が可能になっているのですが
「葡萄は醗酵しやすいから」と
いう、酒税法には記載されてい
ない運用解釈から、販売後にア
ルコール濃度変化の可能性のあ
る状態での販売ができません
（果実酒類の酒税法記載には
「主たる発酵が終了している事
が確認出来れば検定してよろし
い」と記載されています）。国
産ワインでも、チルド状態での
輸送と販売が可能になっている
「売り場を十分活かした商品開
発」を可能にするために、国内
収穫果実から製造するワインに
限り、酒税法の運用解釈を柔ら
かくしていただきたいのです。

酒税法第3条第14号
酒税法第44条第2項

○ぶどうの搾汁を発酵させたもので主発
酵が終わる前のものはもろみに該当す
る。
○もろみを処分（移出）しようとする場
合には、製造場の所在地を所轄する税務
署長の承認を受けなければならない。

3 －

　果実酒もろみとは、果実の搾汁等に酵母
を添加するなど発酵する手段を講じたもの
で、主発酵が終わっていないものをいい、
これを商品として移出した場合には、移出
後にアルコール発酵が進み税率の異なる酒
類となることもあり、酒税の保全上問題が
あることから承認することはできない。
　なお、提案に例示されている清酒、ビー
ルについては、酵母を含んでいるものの主
発酵が終わったものである。
　したがって、果実酒についても主発酵が
終わっていれば酵母を含んだ清酒、ビール
と同様の商品を作ることが国内収穫果実だ
けの製造に限らず可能である。

要望を実現するにはどう
すればいいか再度検討さ
れたい。

3

　果実酒もろみとは、果実の搾汁等に酵母
を添加するなど発酵する手段を講じたもの
で、主発酵が終わっていないものをいい、こ
れを商品として移出した場合には、移出後
にアルコール発酵が進み税率の異なる酒
類となるなど、酒税の保全上問題があるこ
とから承認することはできない。
  なお、提案に例示されている清酒、ビール
については、酵母を含んでいるものの主発
酵が終わったものである。
　したがって、果実酒についても主発酵が
終わっていれば酵母を含んだ清酒、ビール
と同様の商品を作ることが国内収穫果実だ
けの製造に限らず可能である。

特定非営利
活動法人就
業支援ネッ
トワーク

地域活性化
と母子家庭
等就業支援
事業

3051 3051050 071370

収入事業に対
する認可（小
冊子の広報誌
同様世帯配布
及び情報収集
への行政の協
力）

地域再生目的の情報を地方自治体
発行広報誌への掲載又は広報誌同
様行政により配布可能にする。本
事業のための広報誌等の行政の情
報発信手段での活用化

母子家庭等に対する就業に関する情
報提供。及び地域情報、商業、企業
の広告を掲載した情報をデジタル・
アナログにて行政情報提供手段にて
発信。

通常広告収入等の収益事業に係
わる民間情報は行政の情報発信
手段は使用不可である。地域全
世帯へ地域等の情報告知を趣致
徹底しなければ地域住民の意識
下に情報は落ちない。今回の事
業はこの周知徹底が出来なけれ
ば愛着心の育成も、官民一体と
なった地域メンテナンスも不可
能である。配布作業のコスト削
減と効率化が図れ運営費の負担
削減。

6 提案内容は、厚生労働省など他省庁の所掌
業務であるため

福島県

福島空港を
核とした地
域の活性化
構想

1196 1196020 071380

地域の活性化
のために、特
定の条件のも
とに限定され
た外国貨物に
係る関税の免
税措置

地域の活性化・国際化のために、
特定の事業者が、福島空港周辺地
域内において販売するため福島空
港を利用して外国から輸入する物
品に係る関税を免除する。

地域内の事業者が、地方空港周辺地
域（空港内を含む）において販売す
ることを目的として、特定の地方空
港を利用して輸入する外国貨物に係
る関税の免除を受け、当該輸入品を
販売する店舗を地域内に設置するこ
とにより、当該地域内における商業
の振興、地域経済の国際化などを図
り、数多くの人やものが集う地域づ
くりを行う。

関税法では、特定の事業者が限
定された地域での販売を目的と
して、特定の手段を利用して輸
入する場合の関税の免税措置の
定めがなく、こうした店舗を設
置できない状況にあるため、地
域経済の活性化・国際化及び海
外との交流促進のために、この
ような場合の免税取扱が必要で
ある。

関税法第３条
輸入貨物には、関税法及び関税定率法そ
の他関税に関する法律により、関税を課
する。

３．対応
は不可能
（新たな
税財政措
置を伴う
もの）

3:対応は不可能
新たな税財源措置を伴うもの

福島県

福島空港を
核とした地
域の活性化
構想

1196 1196030 071390

通関業務の時
間外手数料で
ある臨時開庁
手数料の軽減

福島空港区域及び福島空港周辺地
域において、行政機関の休日又は
これ以外の日の税関の執務時間外
において臨時の執務を求める場合
の手数料の額を2分の１に軽減す
る。

通関業務の時間外手数料である臨時
開庁手数料を軽減することにより、
民間事業者による国際物流の効率化
に向けた取り組みを推進し、貿易の
振興を図る。

福島空港区域内における現在の
臨時開庁申請件数は年間365回を
超えないものの、昨今、民間事
業者による福島空港周辺地域に
おける保税蔵置場の設置など国
際物流機能の整備の動きが活発
になってきており、将来的には
福島空港周辺地域などを含めた
区域において、年間365回を超え
る申請件数が期待できることか
ら、今後、地域の民間事業者に
よる国際物流の効率化と貿易の
振興を図るため臨時開庁手数料
の軽減を図りたい。

関税法第98条、
第100条第1項第４号

税関の執務時間外に臨時の執務を求めよ
うとする者は、税関長の承認を受け、必
要な手数料を納付しなければならない。

3 ―

国際物流の変化に応じた臨時開庁手数料の
見直しに関する要望が物流業者等から出さ
れる一方、特定の受益者が存在する場合に
は税として国民一般に負担を求めるのでは
なく、その受益者に一定の負担を求めるべ
きであるという受益者負担の原則も重要で
ある。このため、臨時開庁手数料について
は、平成16年4月から、7800円から4100円に
することとした。

要望を実現するにはどう
すればいいか再度検討さ
れたい。

3

国際物流の変化に応じた臨時開庁手数料
の見直しに関する要望が物流業者等から
出される一方、特定の受益者が存在する場
合には税として国民一般に負担を求めるの
ではなく、その受益者に一定の負担を求め
るべきであるという受益者負担の原則も重
要である。このため、臨時開庁手数料につ
いては、平成16年4月から、7800円から
4100円にすることとした。
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名古屋港管
理組合

名古屋港活
性化構想

1103 1103060 071400

輸出入申告及
び積荷目録の
NACCS使用の義
務付けと義務
付けに伴う料
金体系の見直
し

NACCS利用の内、輸出入申告におい
ては、既に9割以上（特に輸入にお
いてはほぼ100%）NACCSが利用され
ている。
また、テロ対策強化の面からも電
子データによる積荷目録の事前提
出義務付けが進められつつある。
以上の点から、特に輸出入申告と
積荷目録についてNACCS使用を義務
付ける。

（２）物流の効率性向上
東南アジア諸国や中国の経済発展・
生産技術向上により、国内生産拠点
の海外移転はますます進展してお
り、中部地域の製造業は、国内完結
型生産体制から海外と分担する国際
水平分業体制へと移り変わり、物流
システムの最適化に向けたＳＣＭの
構築を進めている。
名古屋港も企業のロジスティクス戦
略に合わせた取組みを展開していく
ことが、中部地域の国際競争力の強
化につながる。

現在、輸出入申告について既にほぼ全て
がNACCSを利用していることから、義務付
けは規制強化につながらず、国民のコン
センサスを得ることも可能であると考え
る。また、海外においても義務付けに
よって、物流の効率化の推進を図ってい
ることから、これに対抗していく措置は
重要である。
また、テロ対策の面からの積荷目録の電
子データによる提出については、昨今の
世界情勢からその必要性は高いと考え
る。さらに、わが国がこの対策に遅れた
場合、特に日本経済を支える輸出企業等
が損害を被ることも予想される。
輸出入申告と積荷目録のNACCS利用の特例
扱いの廃止、義務付けによるこの部分の
従量料金の無料化は、従来これらの手続
が紙ベースで無料で行われてた時の代替
と位置付けるものである。
また、現在、NACCSを利用していない中小
の通関業者においても、平成15年３月よ
りインターネットによるNACCSの利用が可
能になり基本料金が不要になったことと
併せ、今回の措置により利用が可能にな
りひいては、わが国の貿易の振興に質す
るものと考える。

電子情報処理組織に
よる税関手続の特例
等に関する法律

海上貨物通関情報処
理システム利用規程

独立行政法人通関情
報処理センター利用
料金規程

通関情報処理システム（NACCS）は、税関手続及び
これに密接に関連する民間業務を処理する官民共同
利用システムで、航空システムと海上システムがあ
り、独立行政法人通関情報処理センター（セン
ター）が運営している。
　関税法等に基づく税関手続は、書面で行うことが
原則であり、NACCSによる税関手続の処理は、関税
法等の特例を定めた電子情報処理組織による税関手
続の特例等に関する法律（NACCS特例法）に基づき
行われている。
　NACCSは独立採算のシステムであり、その運営経
費は、NACCSを利用する官（税関）と民（民間利用
者）との受益割合に基づき、官と民の各利用者によ
り負担され、民間利用者は、海上貨物通関情報処理
システム利用規程及び航空貨物通関情報処理システ
ム利用規程に基づき、基本料金と業務を処理するご
とに必要となる料金（従量料金）等をセンターに支
払っている。

3
NACCS料金
の無料化
について
は、新た
な税財源
措置を伴
うもの

○NACCSの使用の義務付けについて
　NACCSによる税関手続の処理は、書面による手続を原
則とする関税法等の特例として行われているもので、
NACCSを使用するか否かは利用者の経営判断に委ねられ
ており、輸出入申告等について一律にNACCSの使用を義
務付けることは困難である。
　積荷目録の電子データによる提出の義務付けについ
ては、安全かつ効率的な国際物流の実現に向けて諸外
国においていかなる取組みが行われているか等を調査
し、我が国の物流セキュリティ対策と物流効率化の推
進を図る観点から、我が国における国際物流の実態や
内外貿易関係者の電子化の進展状況を踏まえつつ、総
合的に検討して行く必要があると考えている。
○NACCS料金の無料化について
　NACCSは、税関に対する申告、申請等の官手続のみな
らず、これに密接に関連する民間業務を併せて処理す
ることにより、国際物流の円滑な処理を行っている。
　このため、税関は、申告、申請等の官手続に係る国
が行うべき部分についてはNACCSの経費を負担している
一方で、民間利用者は、入力された貨物情報の利用者
間における相互利用、輸入許可情報のコンテナヤード
等への自動通知、輸入申告のための税額計算等を行う
ことができ、利便性の向上等の受益を享受しているた
め、センターは、民間利用者からもシステムの利用料
金を徴収しているものである。
　NACCSの利用料金を無料化することは、民間業務を処
理するのに必要なコストをすべて一般国民の租税負担
に求めることであり、受益者負担の原則を根底から覆
すことになるため、適切ではないと考えている。

要望を実現するにはどう
すればいいか再度検討さ
れたい。

3
NACCS料

金の無料化
について

は、新たな
税財源措置
を伴うもの

○NACCSの使用の義務付けについて
　NACCSによる税関手続の処理は、書面による手続を
原則とする関税法等の特例として行われているもの
で、NACCSを使用するか否かは利用者の経営判断に
委ねられており、輸出入申告等について一律に
NACCSの使用を義務付けることは困難である。
　積荷目録の電子データによる提出の義務付けについ
ては、安全かつ効率的な国際物流の実現に向けて諸
外国においていかなる取組みが行われているか等を
調査し、我が国の物流セキュリティ対策と物流効率化
の推進を図る観点から、我が国における国際物流の実
態や内外貿易関係者の電子化の進展状況を踏まえつ
つ、総合的に検討して行く必要があると考えている。
○NACCS料金の無料化について
　NACCSは、税関に対する申告、申請等の官手続の
みならず、これに密接に関連する民間業務を併せて処
理することにより、国際物流の円滑な処理を行ってい
る。
　このため、税関は、申告、申請等の官手続に係る国
が行うべき部分についてはNACCSの経費を負担して
いる一方で、民間利用者は、入力された貨物情報の利
用者間における相互利用、輸入許可情報のコンテナ
ヤード等への自動通知、輸入申告のための税額計算
等を行うことができ、利便性の向上等の受益を享受し
ているため、センターは、民間利用者からもシステムの
利用料金を徴収しているものである。
　NACCSの利用料金を無料化することは、民間業務を
処理するのに必要なコストをすべて一般国民の租税負
担に求めることであり、受益者負担の原則を根底から
覆すことになるため、適切ではないと考えている。

月舘町

国有施設の
開放・有効
活用による
地域再生計
画

1082 1082010 071410

国の機関・施
設、遊休国有
地等の利活用
規制の緩和

国の機関・施設、遊休国有地等の
利活用を図り、その使用に当たっ
ての規制を大幅に緩和する。

国の機関・施設、遊休国有地等は、
自由に使えることを市区町村や住民
にＰＲする。その使い方やアイデア
は住民に委ねる。当然、管理上問題
ないよう、義務も負ってもらうのは
当然である。申告許可制でなく、届
出制で。

おそらく、現状は「私的」なも
のには使用させないであろう
し、申請主義で、その内容も
「あれ出せ、これを添付しろ、
期間がどうの、内容が」とか事
細かで、結局なんやかや「使用
させない」方向に持っていこう
としているのでは。役所は問題
がないほうが楽だから。地域再
生を目指すからには、多少のリ
スクは必要。住民活動支援、性
善説で。

国有財産法第18条第3
項

「国の庁舎等の使用
又は収益を許可する
場合の取扱の基準に
ついて」（昭和33年1
月7日蔵管第1号）通
達

国有財産法第20条

普通財産取扱規則第
30条第5項第2号

・庁舎等の行政財産は、国有財産法第１
８条第３項により、その用途又は目的を
妨げない限度において、その使用又は収
益を許可することができるとされてお
り、当該財産を所管する各省各庁の長が
許可を行っている。
　なお、その統一的な基準は左記通達で
定めている。
・未利用地等の普通財産は、国有財産法
第20条及び普通財産取扱規則第30条第5項
の規定により貸し付けることができると
されており、当該財産を管理及び処分す
るうえで支障のない範囲で一時的に貸し
付けることは可能である。

5 ―

　庁舎等の行政財産の使用許可について
は、国有財産法第１８条第３項及び左記通
達の規定により、用途又は目的を妨げない
限度において、当該財産を管理する部局の
長の判断により対応してきたところである
が、今後とも具体的な要望を踏まえつつ適
切に対処してまいりたい。
　また、未利用地等の普通財産の一時貸付
については、国有財産法第20条及び普通財
産取扱規則第30条第5項の規定により、当該
財産の管理処分に支障がない範囲であれば
対応が可能である。

要望は、申告許可制から
届出制にすることを求め
るものであり、これについ
ても実現可能と考えてよ
いのか。

5
（ただし届
出制につい
ては3）

-

・庁舎等の行政財産の使用許可について
は、国有財産法第１８条第３項及び左記通
達の規定により、用途又は目的を妨げない
限度において、当該財産を管理する部局の
長の判断により対応してきたところである
が、今後とも具体的な要望を踏まえつつ適
切に対処してまいりたい。
・また、未利用地等の普通財産の一時貸付
については、国有財産法第20条及び普通
財産取扱規則第30条第5項の規定により、
当該財産の管理処分に支障がない範囲で
あれば対応が可能である。
・なお、国有財産は、特定の行政目的に供
している財産等であり、目的以外の使用に
ついては、当該目的・用途を妨げないことに
ついて個別の検討が必要であることから、
届出制には馴染まないものである。

八尾市

駅前未利用
大規模国有
地を活用し
た地域再生

2074 2074010 071420

国有財産法に
基づく、国有
地の普通財産
の譲与規定の
適用範囲の拡
大

　国有財産法第２８条にお
ける普通財産の譲与規定に
おいて、その対象となる範
囲を拡大すること。
　条件としては、東南海、
南海地震のおける推進地域
に指定された地域で、災害
に強いまちづくりを目標に
地域再生計画を策定し、地
元自治体が、道路、公園、
駅前広場等の公共施設を整
備する場合は、譲与できる
ものとする。

当該国有地を広域経済の活性
化及び雇用創出のために、有
効活用するためには、現在の
状態では、民間活力の導入を
図ることは困難であり、地元
自治体が、都市基盤（道路、
公園、駅前広場など）の整備
を実施することが必要条件と
なるが、国有地の買取は、現
在の財政状況では困難であ
る。そのため、国有地の無償
譲渡による支援措置があれ
ば、都市基盤整備事業を実施
することができ、国有地の売
却についても、民間事業者等
への売却による商業施設等の
導入が実現できる。

現行の国有財産法では、地
元自治体がまちづくりのた
めに、国有地に道路、公
園、駅前広場等の公共施設
を整備する場合であって
も、買取しなければならな
い

6 ―
空港整備特別会計に所属する普通財
産の処分条件の設定については、国
土交通大臣の所掌である。
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八尾市

駅前未利用
大規模国有
地を活用し
た地域再生

2074 2074020 071430
国有地売却の
具体的手法の
柔軟な取扱

国が国有地を売却するにつ
いては、原則として、一般
競争入札であるが、駅前立
地、長年未利用であり、９
ｈａという大規模な土地で
あるため、入札によってど
のような事業者が買収する
かどうかがわからない状況
では、地域特性や周辺地域
の市民生活に重大な影響を
及ぼすため、地域再生構想
により、望ましいまちづく
りを明確にして、それを前
提として、一般競争入札に
条件設定を行うことや事業
コンペなどの多様な手法で
実施することを特例として
行う。この場合、地元自治
体等と協働して実施する旨
を盛り込む。

当該国有地を広域経済の活性
化及び雇用創出のために、有
効活用するためには、公共施
設の整備だけではなく、民間
活力の導入が必要であるが、
公共施設以外の土地について
は、地元自治体が購入するこ
とは不可能であるため、国側
での売却となるが、通常の一
般競争入札で売却すること
は、地域の望ましいまちづく
りにはならない。そのため、
地域のまちづくりにそった、
都市機能を導入するために、
一般競争入札のみの手法では
なく、事業コンペなどの多様
な手法で実施できる支援が必
要である。このことが、結果
的に国有地の有効な売却につ
ながる。

国が国有地を民間字起業者
当へ売却するに際しては、
単に一般競争入札のみの方
法で行うのではなく、地域
再生構想に基づいて、地元
自治体と協議の上、一般競
争入札に一定の条件を付け
ることや事業コンペなどの
随意契約の手法も取り入れ
られなければ、地域特性を
活かしたまちづくりは困難
である。

6 ―
空港整備特別会計に所属する普通財産の処
分条件の設定については、国土交通大臣の
所掌である。

横浜市
ナショナル
アートパー
ク構想

1253 1253020 071440
国有地の譲渡
または無償貸
与

民間による文化芸術活動や商業施
設利用等のため、国有地の横浜市
への譲与または無償貸与を行う。

都心臨海部の国有地において、民間
による文化芸術活動や商業施設利用
等を進め、ウォーターフロントの賑
わいを創出する。

横浜市が国有地の譲与または無
償貸与を受けることにより、民
間による文化芸術活動や商業施
設利用等を円滑に進めることが
できる。

国有財産法第22条第1項及
び第2項
（無償貸付）
第二十二条　普通財産は、
左に掲げる場合において
は、これを地方公共団体、
水害予防組合及び土地改良
区（以下公共団体とい
う。）に、無償で貸し付け
ることができる。
　一　公共団体において、
緑地、公園、ため池、用排
水路、火葬場、墓地、ごみ
処理施設、屎尿処理施設、
と畜場又は信号機、道路標
識その他公共用若しくは公
用に供する政令で定める小
規模な施設の用に供すると
き。
　二　公共団体において、
保護を要する生活困窮者の
収容の用に供するとき。
　三 　公共団体におい
て、災害が発生した場合に
おける応急措置の用に供す
るとき。
　四・五　（略）
２　前項の無償貸付は、公
共団体における当該施設の
経営が営利を目的とし、又
は利益をあげる場合には、
これを行うことができな
い。

国有財産の無償貸付等は公共性が極めて
高い場合に限って認められる。

3 ― 新たな税財政措置を伴うもの。 　

臼杵市

スローライ
フと地場産
業と観光の
融合による
日本の正し
いふるさと
づくり

2010 2010030 071450

地域産品加工
製造を行うた
め、補助金施
設の目的外使
用の認容

臼杵市の新しい顔である「うすき
いろ（臼杵色・薄黄色）カボス」
を利用した特産品の開発及び製造
加工の一部を臼杵市給食センター
で行うため、補助金施設の目的外
使用の認容についてお願いした
い。その際、「地方債の繰上げ償
還」「補助金の返還」といった事
項が考えられることから、その点
についても支援措置が図られるよ
うお願いしたい。

完熟カボスを原材料として新たに付
加価値のある地域産品づくりを行
う。その具体的内容として　１．カ
ボス生産農家の活性化。　２．一部
加工に携わる雇用の創造。　３．流
通販売業等活性化。等が図られ、ひ
いては石仏、フグに続く臼杵市を代
表する特産品への成長が期待でき
る。

給食センターの有効活用のため
に、目的外使用の認容をいただ
きたい。その際、「地方債の繰
上げ償還」「補助金の返還」と
いった事項が考えられることか
ら、当該事業が円滑に推進する
よう、これら要件が不要となる
措置をお願いしたい。

・補助金等に係る
予算の執行の適正
化に関する法律第
22条、同施行令第
13条及び第14条
・財政融資資金普
通地方長期資金等
借用証書特約条項
第4条及び第10条第
1項
財政融資資金地方
資金管理事務処理
細則第56条及び第
57条

・　補助事業等により取得し、又は効用の増
加した政令で定められている財産（不動産
等）は、各省各庁の長の承認を受けないで補
助金等の交付の目的に反して使用、譲渡、貸
し付け等をすることはできない。
　ただし、補助事業等の完了により相当の収
益が生じること等により補助金等の全部に相
当する金額を国に納付した場合、及び各省各
庁の長が定める期間を経過した場合は、この
限りでない。
・地方公共団体が財政融資資金地方資金の貸
付けを受けて取得した財産について処分行為
を行った場合は、債権管理上、当該処分財産
に見合う貸付債権金額の繰上償還を求めるこ
とが原則であるが、一定の要件に該当する場
合は、繰上償還を猶予することができること
となっている。

・6
・5

・本件は、給食センター施設の有効活
用という個別具体的な要望なので、補
助金交付官庁の運用の問題として処理
されるべきものである。
・財産処分について、当初の貸付け目
的に照らしての妥当性や形態を鑑みる
ことなく一律に繰上償還の猶予を認め
ることは困難であるが、公用若しくは
公共の用に供するため、又は住民福祉
の向上に資するため、財政融資資金に
より取得した財産等を所定の用途以外
に使用変更しようとする場合で、やむ
を得ない理由があると認められる場合
は、現行の規定により対応可能であ
る。
なお、個別具体的なことについては、
財務局にご相談願いたい。

要望内容は実現できるの
か、確認されたい。

・6
・5

・
・-

・  本件に係る転用については、承認の判
断を行うこととされている国土交通省が対
応すべき問題である。
・財産処分について、当初の貸付け目的に
照らしての妥当性や形態を鑑みることなく
一律に繰上償還の猶予を認めることは困難
であるが、公用若しくは公共の用に供する
ため、又は住民福祉の向上に資するため、
財政融資資金により取得した財産等を所定
の用途以外に使用変更しようとする場合
で、やむを得ない理由があると認められる
場合は、現行の規定により実現可能であ
る。
なお、個別具体的なことについては、財務
局にご相談願いたい。
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大東町・加
茂町・木次
町・三刀屋
町・吉田
村・掛合町
合併協議会
大東町、加
茂町、木次
町、三刀屋
町、吉田
村、掛合町

生命と神話
が息づく新
しい日本の
ふるさとづ
くり
ふるさと再
生構想

2133 2133010 071460
公の施設の市
民等の活用

公民館等の公共施設の利用制限の
緩和と施設及び設備改修に係る制
限の緩和

住民自治の拠点機能を新設拡充する
ことが求められており、補助制度を
導入して建設した公民館施設等の公
の施設の利用制限の緩和が求められ
る。「住民安心サロン」や「福祉食
堂」、「情報拠点」などとしての活
用を考えている。なお、利用者とし
ては「地域自主組織」を想定してお
り、施設の自主管理とあわせ、地方
自治法244条の２による長期かつ独占
的利用も検討。これにより、市民主
体のまちづくりの推進、コミュニ
ティビジネスの立ち上げ、地域経済
の活性化を図る。

地域の自主組織が、補助制度の
活用により建設された公の施設
を利用する際に、建設当初の目
的とは異なる利用をするための
規制緩和が必要。利用目的の限
定や、施設の改造や改修の制限
の緩和。

補助金等に係る予算
の執行の適正化に関
する法律第22条、同
施行令第13条及び第
14条

　補助事業等により取得し、又は効用の
増加した政令で定められている財産（不
動産等）は、各省各庁の長の承認を受け
ないで補助金等の交付の目的に反して使
用、譲渡、貸し付け等をすることはでき
ない。
　ただし、補助事業等の完了により相当
の収益が生じること等により補助金等の
全部に相当する金額を国に納付した場
合、及び各省各庁の長が定める期間を経
過した場合は、この限りでない。

6

　本件は、公民館施設等の有効活用という
個別具体的な要望なので、補助金交付官庁
の運用の問題として処理されるべきもので
ある。

財団法人本
庄国際リ
サーチパー
ク研究推進
機構／
学校法人早
稲田大学

エコユー
ザーの育成
と参加を通
じた <自
律･循環>の
地域づくり

3043 3043090 071470

地域通貨によ
る環境価値創
出実証実験の
円滑運営に資
する体制整備

【地域通貨】
●地域通貨による環境価値創出実
証実験の円滑運営に資する体制整
備
※生活密着型環境新技術の社会シ
ステムへの定着を実証実験するた
めの価値体系の創出。
　市民レベルでの地域通貨による
二酸化酸素排出権取引を念頭に置
いた、循環財（エネルギー）循環
ネットワークの実証実験とコミュ
ニティ・ビジネスの育成環境の醸
成。

　本構想では上記の研究の社会実証
実験を前提とし、環境に配慮する
様々な価値の取引を想定し、これを
一般通貨経済からブロックする形の
新たな価値体系として「地域環境通
貨」を提案する。
　地域通貨の流通圏域を想定してい
る本地域と、取引の対象である循環
財の流通する圏域の一致が期待でき
るもの、例えば、域内で完結する流
通の完結すべき一般廃棄物、あるい
はこれを利用した地域でのリサイク
ルの取り組み（バイオマス）、これ
らのエネルギーを使った域内の交
通、域内の自動車に限ったＥ１０の
試行実験、さらに試験的に作られた
生ゴミ堆肥による有機野菜の地産地
消を対象と考える。これらの生活密
着型の環境新技術を社会に定着する
ことを意図するとき、社会実証実験
において別な価値体系を持つことは
有意義であり、かつこれらを活用し
たコミュニティ・ビジネスを育成す
る際、市場獲得に優位であると考え
られる。
　研究的な要素としては、これらの
行為が実経済活動との比較で、排出
権取引としてどの程度の価値を有す
るかを定量的に検証し、その循環財
の循環圏域の適正規模の検証と流通
の活性を観る。

　地域通貨の導入メリットは、一般
国民通貨と一線を画して、各地域で
保護を意図する価値観に新たな価値
を定義づける事が出来る。地域通貨
は日本ではエコマネーともよばれ、
福祉・環境ボランティア活動へも波
及し様々な実験が始まっているが、
実経済にまで影響を及ぼすほどの地
域通貨流通は創出されていない。
　本構想では地域通貨を、将来的に
は市民レベルでの二酸化炭素排出権
取引に相当するような取引を想定
し、地域内で活動するコミュニ
ティ・ビジネス的な要素の活動は積
極的に取り込み、新技術が社会に定
着する際の諸問題を検証するととも
に、こうした技術利用のための「エ
コユーザー」の動機付けとする。

紙幣類似証券取締法

地域通貨は紙幣類似証券取締法との関係
が問題になり得るが、一般的に「どこで
も、誰でも、何にでも」利用できるもの
ではないことから、直ちに同法に抵触す
るとは考えていない。

5 ―

地域通貨と紙幣類似証券取締法の関係は
（38.制度等の現状）に記載したとおりであ
り、今回の提案についても、直ちに同法に
抵触するとは考えていない。

要望内容は実現できるの
か、確認されたい。

5 -

地域通貨と紙幣類似証券取締法の関係は
（38.制度等の現状）に記載したとおりであ
り、今回の提案についても、直ちに同法に
抵触するとは考えていない。

潮来市
麻生町
北浦町
玉造町

行方ふるさ
と圏創生プ
ロジェクト

1215 1215010 071480

中間支援組織
（民間による
公益的専門的
組織）の活動
支援

[その他]
①地方公共団体が中間支援組織に
対し創業支援委託等を行う場合、
その委託費等を地方交付税に算入
②民間（地域住民、地域企業）か
らの寄付等に対する優遇税制措置

 地域に密着した創業家探し､成功事
例集による広報活動を通じた、起業
家の掘起し、その後の支援を行う。

官民協働、地域密着型の創業支
援が可能になり、コミュニ
ティ・ビジネスの創業促進に繋
がる。

所得税法 78
所得税法施行令 217
法人税法 37
法人税法施行令 77

租税特別措置法 41の
19、66の11の2
租税特別措置法施行
令 39の22の2

公益法人のうち、教育又は科学の振興、
文化の向上、社会福祉への貢献その他公
益の増進に著しく寄与するものとして、
特定の業務を主たる目的とし、運営組織
及び経理が適正であると認められること
等につき主務大臣の認定を受けたもの
（特定公益増進法人）に対する寄附金
は、寄附金控除等の優遇措置の対象とさ
れる。

ＮＰＯ法人のうち一定の要件を満たすも
のとして国税庁長官の認定を受けたもの
（認定ＮＰＯ法人）に対する寄附金は、
寄附金控除等の優遇措置の対象とされ
る。

3:対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

3:対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの
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ニセコ町

公共施設住
民組織によ
る運営及び
財産の委譲

1378 1378010 071490

公共施設財産
の住民組織へ
の委譲及び運
営

・公共施設財産の住民組織への財
産及び管理運営権限の委譲の円滑
化
・地方公共団体事務の住民組織へ
の事務委譲の円滑化

○公共施設財産の住民組織への委譲
及び運営の際の地方自治法第244条及
び244条の2、補助金等に関する予算
の執行の適正化に関する法律第22条
の適用除外。
○地方公共団体事務の住民組織への
事務委譲
・蓄犬、野犬掃討、動物愛護事務
・一般廃棄物の収集及び処理事務
・道路の維持管理、除排雪に関する
事務事業
・保育所、幼稚園、学童保育に関す
る事務事業
・産業政策の立案、事業実施に関す
る事務　　　・公営住宅の管理運営
に関する事務　　　　　　　・上下
水道の維持管理、運営に関する事務

補助金等により設置した公共施
設財産を住民組織へ委譲し、よ
り柔軟かつ効率的な運営を図り
たいが、このような財産委譲を
する場合、補助金返還等を行な
わなければならず、現実には、
財政的負担が厳しいため、円滑
に進まない状況にある。　　ま
た、公共団体事務の一部に、住
民組織へ移譲した方がより、効
率的な運用が図られるものがあ
るが、個々の法律の制限がある
ため、事務委譲できない状況に
ある。これら事務の委譲を一括
して行うことにより、更なる住
民自治が図られ地域再生につな
がるものと期待される。

補助金等に係る予算
の執行の適正化に関
する法律第22条、同
施行令第13条及び第
14条

　補助事業等により取得し、又は効用の
増加した政令で定められている財産（不
動産等）は、各省各庁の長の承認を受け
ないで補助金等の交付の目的に反して使
用、譲渡、貸し付け等をすることはでき
ない。
　ただし、補助事業等の完了により相当
の収益が生じること等により補助金等の
全部に相当する金額を国に納付した場
合、及び各省各庁の長が定める期間を経
過した場合は、この限りでない。

3

　補助金により取得された財産の処分等の制限
は、補助金が、国会の議決を経て、国民の税金
等貴重な財源による国費を特定の行政目的達成
のために支出されているものであることに鑑
み、補助事業者が補助金により取得された財産
を補助目的どおりに使用し、補助目的の達成が
図られるよう、設けられているものである。
　なお、補助金等適正化法及び同施行令上、補
助金により取得された財産であっても、耐用年
数等を勘案して各省各庁の長が定める期間が経
過した場合には自由に処分できることとされて
いるほか、当該財産取得後の事情の変更等によ
り転用することの合理性がある場合には、各省
各庁の長の承認を受けることにより、補助目的
外に転用することは可能である。

要望は、公共施設財産
の住民組織への財産及
び管理運営権限の移譲
の円滑化を求めるもの
であり、これについて
検討し回答されたい。

3

  補助金により取得された財産の処分等
の制限は、補助金が、国会の議決を経
て、国民の税金等貴重な財源による国費
を特定の行政目的達成のために支出され
ているものであることに鑑み、補助事業
者が補助金により取得された財産を補助
目的どおりに使用し、補助目的の達成が
図られるよう、設けられているものであ
る。
  なお、補助金等適正化法及び同施行令
上、補助金により取得された財産であっ
ても、耐用年数等を勘案して各省各庁の
長が個々の補助金の内容、目的に応じて
合理的に定める期間が経過した場合に
は、自由に処分できることとされている
ほか、当該財産取得後の事情の変更等に
より転用することの合理性がある場合に
は、各省各庁の長の承認を受けることに
より、補助目的外に転用することは可能
であり、具体的な補助金を想定している
のであれば、補助金交付官庁に問い合わ
せされたい。

㈱北海道二
十一世紀総
合研究所

地方分権・
民間主体型
統計分析の
実施

3036 3036010 071500

地域経済動向
に関する統計
の一元化と地
方主体の実態
把握

１．国で実施されている統計業務
の都道府県（市町村）への移管
２．公的主体で管理・実施してい
る統計作業、集計作業の民間への
アウトソーシングの推進

１．地域の各種統計（人口、商業、
工業、雇用動向、景気動向、企業
データベース等）で国で実施されて
いるものの都道府県（市町村）移管
２．地域企業による統計の一元管理
と実施（地域での臨時雇用者を中心
とした雇用管理を含む）
３．地域企業による、地元企業や住
民が利用しやすい（利用促進につな
がる）形式へのデータの加工、公表
手法、デザインの検討
４．上記は、北海道での「道州制特
区」の枠組みで、試行することも考
えられる。

１．失業率のように、地域では四半
期ベースのみ公表されるため、月き
め細かな雇用政策の立案が困難な状
況にある。
２．景気動向や世論調査等複数のア
ンケート調査等が同一企業や個人に
依頼される結果、多大な手数をかけ
ている。
３．一部統計については、都道府県
レベルのデータ公表に留まり、市町
村レベルでの施策推進に不十分な
データもある。
４．総務省アンケートによれば、こ
うした統計結果が市民や企業に有効
活用されているとはいえない状況に
ある。
以上に対して、地域の民間企業の一
元管理の上で統計調査等を実施すれ
ば、データの地域密着化やデータ集
計・管理の効率化が図られるととも
に、データの有効活用を推進する。
また、調査員の募集・管理も地域企
業が実施することにより、地域での
雇用創出につながる。

統計法
民間給与実態統計調
査規則（大蔵省令）

　統計法に規定する指定統計として「民
間給与実態統計調査」を国税庁において
実施。
　毎年の民間給与の実態を明らかにし、
併せて租税収入の見積り、租税負担の検
討等租税に関する制度及び税務行政の基
本資料とすることを目的とし、国税局か
ら給与所得の源泉徴収義務者に調査票を
送付し回答を得る方法によって実施。

6

6
　個別統計調査に係る提案ではないため、
統計調査全般についての総合調整を所掌す
る総務省において対応することが適当。

大阪府社会
起業家サ
ポーターズ
（大阪府、
社会起業家
委員会、お
おさか元気
ネット）

地域コニュ
ニティ活動
の活性化

2034 2034030 071510

認定特定非営
利活動法人の
認定に係る権
限の移譲

認定特定非営利活動法人の認定に
係る権限について、特定非営利活
動法人の認証等を行っている大阪
府知事を一元的な窓口とするな
ど、権限の移譲を図られたい。

ＮＰＯ活動に係る窓口の一元化およ
び認証等を実施している大阪府にお
けるＮＰＯの活動実態に関する情報
の集中管理化。ＮＰＯが地域社会に
欠かせない存在として、さらに発展
するためには、ＮＰＯの活動に係る
手続き等のワンストップ化を進めて
いくことが不可欠である。一方で、
ＮＰＯを騙った悪質な事件も見ら
れ、ＮＰＯに係る情報の集中化を図
り、今後のＮＰＯ活動の安定的な発
展を図る。

ＮＰＯ活動に係る窓口の一元化
を図るとともに、認定に当って
は、認証等している府知事が行
う方が効率的・効果的であるた
め。さらに、ＮＰＯ関連情報を
集中管理することによって、府
民のＮＰＯに対する理解が促進
され、ＮＰＯ活動の発展を図る
必要があるため。

租税特別措置法 41の
19、66の11の2
租税特別措置法施行
令 39の22の2

ＮＰＯ法人のうち一定の要件を満たすも
のとして国税庁長官の認定を受けたもの
（認定ＮＰＯ法人）に対する寄附金は、
寄附金控除等の優遇措置の対象とされ
る。

3:対応は
不可能

3:対応は不可能
認定機関は、
①　国税における措置の認定であること、
②　全国一律の基準で適用される必要があ
ること、
③　諸外国の例
等を踏まえ、国税庁長官とされているとこ
ろ。
地方公共団体が、個々に認定を行うことは
適当ではない。

提案の趣旨を踏まえ検討
されたい。

3

3:対応は不可能
　認定ＮＰＯ法人の認定は、国税の負担が
軽減される対象を認定する行為であるた
め、税負担の公平性を確保する観点から、
国税当局が行うことが適当であり、地方公
共団体が個々に認定を行うことは適当では
ない。
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つくば市

筑波研究学
園都市のリ
ニューアル
及びつくば
エクスプレ
スを活用し
た地域活性
化構想

1388 1388030 071520

サイエンス型
コンベンショ
ン観光都市の
創成

（施策の利便性の向上）
・つくばの魅力向上のための貴重
な地域資源である研究機関等の展
示施設の充実及び見学体制を整備
するための予算措置の拡充。
・見学，体験型観光農園，市民農
園整備に向けた研究成果の実証な
ど研究機関等の連携強化，アグリ
ビジネスにおけるマーケティング
調査等支援体制づくり。
（各種施策の連携）
・市内に集積する研究機関等を周
遊(学）する見学コース等の設定に
よる見学者誘致のための各省庁
（各独法）連携による支援体制づ
くり及びフィルムコミッションへ
の積極的な参加。・情報の共有化
を促進するための各省庁（各独
法）連携による支援体制づくり
（権限委譲）
・土浦・つくばコンベンション
ビューローの公益法人化に伴う許
認可権の県知事への権限委譲。

　各研究機関の研究成果や科学技術
を普及啓発するため，各省庁が連携
して広報予算枠の拡充を図るととも
に，各研究機関が連携して見学コー
スの設定などに関与し公開促進を図
る。特に，観光農園，市民農園の整
備における研究機関等の研究成果の
実証をはじめ関係機関の連携強化，
支援体制づくりを構築する。

土浦・つくばコンベンション
ビューローの公益法人化を促進
し，市内研究機関の連携強化に
より，「つくば」が持つ特異性
を発揮することで，地域活性化
を図る。

- - 6 - -

つくば市

筑波研究学
園都市のリ
ニューアル
及びつくば
エクスプレ
スを活用し
た地域活性
化構想

1388 1388040 071530

サイエンス型
コンベンショ
ン観光都市の
創成

（施策の利便性の向上）
・つくばの魅力向上のための貴重
な地域資源である研究機関等の展
示施設の充実及び見学体制を整備
するための予算措置の拡充。
・見学，体験型観光農園，市民農
園整備に向けた研究成果の実証な
ど研究機関等の連携強化，アグリ
ビジネスにおけるマーケティング
調査等支援体制づくり。
（各種施策の連携）
・市内に集積する研究機関等を周
遊(学）する見学コース等の設定に
よる見学者誘致のための各省庁
（各独法）連携による支援体制づ
くり及びフィルムコミッションへ
の積極的な参加。・情報の共有化
を促進するための各省庁（各独
法）連携による支援体制づくり
（権限委譲）
・土浦・つくばコンベンション
ビューローの公益法人化に伴う許
認可権の県知事への権限委譲。

　各研究機関が保有し，かつ公開可
能な報告書，論文等をはじめ紹介情
報について，市立図書館等公共施設
との連携，情報の相互共有を図る。

土浦・つくばコンベンション
ビューローの公益法人化を促進
し，市内研究機関の連携強化に
より，「つくば」が持つ特異性
を発揮することで，地域活性化
を図る。

図書館等から要望がある場合には、報告
書等を送付している。

5

つくば市

筑波研究学
園都市のリ
ニューアル
及びつくば
エクスプレ
スを活用し
た地域活性
化構想

1388 1388050 071540

サイエンス型
コンベンショ
ン観光都市の
創成

（施策の利便性の向上）
・つくばの魅力向上のための貴重
な地域資源である研究機関等の展
示施設の充実及び見学体制を整備
するための予算措置の拡充。
・見学，体験型観光農園，市民農
園整備に向けた研究成果の実証な
ど研究機関等の連携強化，アグリ
ビジネスにおけるマーケティング
調査等支援体制づくり。
（各種施策の連携）
・市内に集積する研究機関等を周
遊(学）する見学コース等の設定に
よる見学者誘致のための各省庁
（各独法）連携による支援体制づ
くり及びフィルムコミッションへ
の積極的な参加。・情報の共有化
を促進するための各省庁（各独
法）連携による支援体制づくり
（権限委譲）
・土浦・つくばコンベンション
ビューローの公益法人化に伴う許
認可権の県知事への権限委譲。

　大学，各研究機関が保有する施設
（体育施設等）使用許可の容易化を
図る。

土浦・つくばコンベンション
ビューローの公益法人化を促進
し，市内研究機関の連携強化に
より，「つくば」が持つ特異性
を発揮することで，地域活性化
を図る。

― ― 6 ―

　国立大学は国立大学法人法（平成
１５年７月１６日法律第１１２号）
の施行により平成１６年４月１日を
もって国立大学法人となり、また、
試験研究施設のうち独立行政法人と
なったものは、国有財産法の対象外
となる。
　したがって、法人化以降、大学又
は試験研究施設が保有する施設の使
用については、各法人の判断で行わ
れるものである。
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つくば市

筑波研究学
園都市のリ
ニューアル
及びつくば
エクスプレ
スを活用し
た地域活性
化構想

1388 1388060 071550

サイエンス型
コンベンショ
ン観光都市の
創成

（施策の利便性の向上）
・つくばの魅力向上のための貴重
な地域資源である研究機関等の展
示施設の充実及び見学体制を整備
するための予算措置の拡充。
・見学，体験型観光農園，市民農
園整備に向けた研究成果の実証な
ど研究機関等の連携強化，アグリ
ビジネスにおけるマーケティング
調査等支援体制づくり。
（各種施策の連携）
・市内に集積する研究機関等を周
遊(学）する見学コース等の設定に
よる見学者誘致のための各省庁
（各独法）連携による支援体制づ
くり及びフィルムコミッションへ
の積極的な参加。・情報の共有化
を促進するための各省庁（各独
法）連携による支援体制づくり
（権限委譲）
・土浦・つくばコンベンション
ビューローの公益法人化に伴う許
認可権の県知事への権限委譲。

　観光振興を事業目的とする法人化
に係る権限の委譲を基に，土浦・つ
くばコンベンションビューローの公
益法人化を促進し，組織の機能強化
を図る。

　土浦・つくばコンベンション
ビューローの公益法人化を促進
し，市内研究機関の連携強化に
より，「つくば」が持つ特異性
を発揮することで，地域活性化
を図る。

6
6:担当でない
観光振興を事業目的とする法人化に係る権
限は当省の所管外である。

青森県
国際線を核
とした地域
の活性化

1107 1107010 071560

ＣＩＱ関係機
関の連携と体
制強化（県職
員による応援
も含む）

・地域の活性化、ビジット・ジャ
パン・キャンペーン推進のため、
地方空港におけるＣＩＱ関係要員
の充実及び弾力的な相互応援な
ど、関係省庁の連携と柔軟な体制
の確保による地方空港の国際化促
進に向けた支援
・国際線運航時におけるＣＩＱ関
連業務について、県職員の応援が
可能となるような制度の導入

青森・ソウル線の増便をはじめとす
る青森空港の国際化促進

ＣＩＱは、それぞれ所管省庁が
分かれており、各機関の連携に
より体制が整わないと国際線の
運航ができないため

青森空港における国際定期便等に係る税
関業務については、青森空港出張所を設
置し、職員を配置するとともに、必要に
応じ近隣官署からの応援により適切に対
応している。

3

税関業務は国が行うべき業務であり、現状
をみても、青森空港における税関業務につ
いては、青森空港出張所を設置し、職員を
配置するとともに、必要に応じ近隣官署か
らの応援により、支障なく対応してきてい
る。

要望を実現するにはどう
すればいいか再度検討さ
れたい。

3

税関業務は国が行うべき業務であり、現状
をみても、青森空港における税関業務につ
いては、青森空港出張所を設置し、職員を
配置するとともに、必要に応じ近隣官署か
らの応援により、支障なく対応してきてい
る。

神奈川県

都市住民と
協働した都
市農業地域
の活性化

1286 1286020 071570

農家以外のも
のが生産した
農産物の販売
機会の確保

・直売所の整備に対する助成の対
象を農家以外のものにも拡充す
る。
・学校給食センターを兼ねた農産
物加工所に対する助成
・直売所の設置に関する農地法、
都市計画法、建築基準法の緩和
・果実酒等加工品の製造販売の規
制の緩和

農家以外のものが生産した農産物を
販売する直売所の設置
学校給食センターを兼ねた農産物加
工所の設置
直売所の特産品として、果実酒等の
加工品の販売

・直売所、加工所の施設整備に
対する補助事業の採択要件を緩
和することにより柔軟な施策を
展開できる。
・農地法等の規制により直売所
等の設置が困難になっている。
・酒税法の規制により、果実酒
の製造販売が難しい。

酒税法第7条第2項

〇酒類を製造しようとする者は、製造しようとする
酒類の種類別に、その製造場の所在地の所轄税務署
長の免許を受けなければならない。酒類の製造免許
は、一年間の酒類の製造見込数量が次に掲げる数量
に達しない場合には、受けることができない。
　一　清酒　六十キロリットル
　二　合成清酒　六十キロリットル
　三　しようちゆう甲類　六十キロリットル
　四　しようちゆう乙類　十キロリットル
　五　みりん　十キロリットル
　六　ビール　六十キロリットル
　七　果実酒類　六キロリットル
　八　ウイスキー類　六キロリットル
　九　スピリッツ類　六キロリットル
　十　リキュール類　六キロリットル
　十一　雑酒　六キロリットル

7 － －
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釜石市

環境産業を
核とした釜
石の再生構
想

1185 1185090 071580

　補助･起債制
度の弾力的運
用及び適用範
囲の拡大並び
に利便性向上

　一般廃棄物処理施設の建設にお
いて、いわゆる｢迷惑施設｣として
温水を利用した施設の設置要望が
出されるのが通例である。これに
対応するため、従来補助や起債の
対象外事業であったものを、必要
性や効果等が客観的に認められる
場合につき適用範囲を拡大する。
また、他省庁の所管する補助を利
用した施設を併設する場合におい
ても、当該施設内若しくは合築の
方法を許容すると同時に、補助金
所管課及び担当窓口も一本化する
など、施策連携を強める。

　ごみ処理の広域化に伴ない、PFIの
手法も視野に入れて一般廃棄物処理
施設を建設することとしており、併
せて廃棄物発電のほか、温浴施設や
温水養殖施設の併設も検討してい
る。これらの施設整備によって、公
共部門におけるCO2の排出抑制はもち
ろん、観光資源の豊富な周辺特性も
相まって集客効果が期待され、環境
学習の面においても効果がある。ま
た、新規養殖魚やアワビなどの安定
生産と市場開拓が進み、漁家の所得
が回復するなど基幹産業の一つであ
る漁業が振興し、ひいては地域の活
性化と雇用の拡大が図られる。

　従来、適債事業や補助基準に
制限があると同時に窓口が各省
庁に及ぶため、結果として個々
の補助金や起債ごとに建物や構
築物を分離するなど、複合的な
施設の建設が難しく、行政コス
トの上昇も招いていた。本提案
により、国、地方、事業者の効
率的な事務事業の執行と財源配
分が進む。

現行の「廃棄物の処理及び清掃に関する
法律」及び「廃棄処理施設整備費国庫補
助金交付要綱」等においては、廃棄物処
理施設等の整備に係る費用の一部に対し
て補助することができるとされている。

6

要望は、補助金所管課及
び担当窓口の一本化を求
めるものであり、これにつ
いて検討し回答された
い。

6
「補助金所管課及び担当窓口の一本化」に
ついては、関係省間で検討すべき事項であ
る。

福岡県
青少年科学
技術立県運
動

2138 2138010 071590

科学技術に対
する関心と理
解の増進を目
的とする取り
組みに対する
支援

・地域における科学技術振興に対
する
  地方財政措置（地方債償還金利
子の
  交付税への算入等）
・地域における特色ある科学技術
啓発
　活動に対する補助金の創設
・国等の実施する科学関連施策の
集中
　実施

・技術者、教育者等のＯＢ人材の組織化
及び活動の支援（科学技術教育に熱心な
学校と外部講師（会員）のマッチングな
ど）を実施する。
・県内企業等に対して施設を利用した青
少年向け活動を促すとともに、インター
ネットや本運動の広報ツールを活用した
青少年に対する情報提供を行う
・日本科学未来館で蓄積されたノウハウ
を積極的に導入する等、県の青少年科学
館等の活動強化をはかるとともに、当該
科学館と他の科学関連教育施設等との協
働促進等により青少年が科学技術に触れ
る場の広がりをはかる
・校外活動や活動成果発表の場の提供、
科学関連ＮＰＯ等との相互交流の促進等
を通じ、小中高校における科学関連部活
動の活性化をはかる。
・科学教育や産業教育において、学校間
交流のみならず、高校生による科学実験
の実演や研究作品のデモなどを通じた小
中高校等、縦の交流をモデル的に実施
し、教育現場への情報還元等を行う。
・過去８年間にわたって取り組んできた
サイエンスマンス（科学技術創造月間）
事業のノウハウを活かし、年間を通じた
本運動の周知徹底に資するイベントの開
催や誘致等により効果的な気運醸成をす
すめる。

青少年科学技術立県運動の推進
のためには、国立研究施設や研
究員等の活用が不可欠である
が、一定の手続きが必要であ
り、そのための要件は欠かせな
い。また同様に、地域だけの取
り組みでは限界があることか
ら、国等の主催イベントの併催
や財政措置等の積極的な協力が
必要である。

租税特別措置法 41の
19、66の11の2
租税特別措置法施行
令 39の22の2

ＮＰＯ法人のうち一定の要件を満たすも
のとして国税庁長官の認定を受けたもの
（認定ＮＰＯ法人）に対する寄附金は、
寄附金控除等の優遇措置の対象とされ
る。

・6

・3:対応
は不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

・交付税に算入するか否かについては一義
的には総務省から答えるべきもの

・3:対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

神奈川県

都市住民と
協働した都
市農業地域
の活性化

1286 1286010 071600
都市住民の農
業への参入の
促進

・農地賃借面積制限の緩和
・農地を相続した場合の相続税の
徴収猶予措置の拡充

農家以外の農業への参入の条件整備
を行う
地方公共団体による農地のあっせん

・農地法には厳格な賃借規制が
あるため、農家以外からの農業
への参入の支障となっている。
・農地を貸した場合には、相続
税の徴収猶予措置が適用されな
いことから、農地の貸借が進ま
ない。

租税特別措置法第70
条の6

相続税の納税猶予
　農地等（特定市街化区域農地等を除く）の
相続人が農業を継続する場合に限り、農地
価格のうち恒久的に農業の用に供されるべ
き農地として取引される場合に通常成立す
ると認められる価格（農業投資価格）を超え
る部分に対する相続税については、担保の
提供を条件に納税を猶予し、その相続人が
死亡した場合等には猶予税額の納付を免除
する。

3:対応は
不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

3:対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの
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財団法人本
庄国際リ
サーチパー
ク研究推進
機構／
学校法人早
稲田大学

エコユー
ザーの育成
と参加を通
じた <自
律･循環>の
地域づくり

3043 3043030 071610

バイオエタ
ノール混合燃
料の利用・取
扱に関する課
税措置の緩和

【バイオエタノール②】
●バイオエタノール混合燃料の利
用・取扱に関する課税措置の緩和
（非課税化）
※自動車用燃料としてすでに課税
済のガソリンにエタノールを混和
するプロセスを販売店において実
施した場合、法律の規定により販
売店に揮発油税等が新規に課税さ
れることとなるが、本プロジェク
トが限られた地域における実証事
業であること、および将来的なア
ルコール類混和率の向上と「エコ
燃料」としての普及拡大を視野に
入れたパイロット事業であること
を勘案して、当該課税措置の緩和
（非課税化）による支援措置を提
案したい。

◆バイオマス由来のバイオエタノールを既存の
ガソリンや重油等に混入して製造する｢エコ燃
料｣を、本庄地域内において実車・実機に導入
し実際に活用することにより、原料バイオマス
の確保から収集・運搬、生成プロセス技術、保
管・貯蔵技術、供給インフラ整備、利活用対象
機器の整備、アフターケアなど、｢エコ燃料｣の
普及を促進し社会システムに定着させていくた
めの総合的な実証研究を実施する。
◆具体的には、原料確保～燃料生成～燃料輸
送・販売～燃料利用機器・部品の製造・販売
（整備・再利用を含む）、燃焼装置管理（ボイ
ラ等）などに関わる関連事業者に、燃料消費者
である一般家庭を含めた実証実験の実施と並行
して、地域的な｢エコ燃料｣の普及促進のための
組織（エコユーザー・ネットワーク）を設置・
運営する。
＊各種利用機器等の信頼性評価の実施による機
器等の改良および効率的利用の技術的ノウハウ
の開発を含む。
◆こうした取り組みを進める中で、地域住民を
はじめとするエコユーザーの育成と参加をさら
に促進しつつ、地域内の資源循環に資するバイ
オマス利用を拡大し、地球温暖化防止に寄与す
るカーボンニュートラルのエネルギー利用を促
すとともに、参加事業者にとっての新規ビジネ
ス機会を創出することが可能となり、新規技術
のみならず、先導的な社会システムとしての新
規性を創出することが期待される。

○現行制度では、自動車ガソリンを
はじめとする揮発油には、製造場か
ら出荷する際に製造者に対して揮発
油税および地方道路税が課税されて
おり、その際のアルコール混和量は
ガソリンに対して最大３％と規定さ
れている。しかし、かかる課税済燃
料に販売段階でさらにアルコール燃
料を混和する場合には、その全量に
対して改めて揮発油税等が課せられ
ることになる。
○本プロジェクトでは、自動車ガソ
リンへのバイオエタノールの混和量
を５～20％前後まで高めた混合燃料
にも対応可能な機器・装置・インフ
ラの改良・開発と実証評価が不可欠
である。このため、当該法制度（揮
発油等の品質の確保等に関する法律
の一部を改正する法律）に関して、
限定された地域におけるエコ燃料の
製造および販売を促進するために、
エタノール燃料混合に関わる課税措
置の緩和（非課税化）が必要であ
る。

揮発油税法第１条、
第３条、第６条

エタノール混和ガソリンは揮発油とみな
され、混和ガソリン全量に揮発油税が課
税される。

３：対応
は不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

３：対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

会津坂下町

ＮＰＯ等に
よる福祉
サービスの
提供施設の
整備

1214 1214050 071620

国庫補助等で
整備した公営
住宅について
目的外使用の
容認

補助金の返還や起債の繰上げ償還
などの免除や改造に要する経費の
起算などの緩和策

既存の施設である公営住宅の一部を
利用する。

国庫補助により整備した公営住
宅を他の目的へ転用する場合に
ついて、補助金の返還、国土交
通大臣の承認を不要とする。

・財政融資資金普
通地方長期資金等
借用証書特約条項
第4条及び第10条第
1項
　財政融資資金地
方資金管理事務処
理細則第56条及び
第57条
・補助金等に係る
予算の執行の適正
化に関する法律第
22条、同施行令第
13条及び第14条

・地方公共団体が財政融資資金地方
資金の貸付けを受けて取得した財産
について処分行為を行った場合は、
債権管理上、当該処分財産に見合う
貸付債権金額の繰上償還を求めるこ
とが原則であるが、一定の要件に該
当する場合は、繰上償還を猶予する
ことができることとなっている。
・　補助事業等により取得し、又は
効用の増加した政令で定められてい
る財産（不動産等）は、各省各庁の
長の承認を受けないで補助金等の交
付の目的に反して使用、譲渡、貸し
付け等をすることはできない。
　ただし、補助事業等の完了により
相当の収益が生じること等により補
助金等の全部に相当する金額を国に
納付した場合、及び各省各庁の長が
定める期間を経過した場合は、この
限りでない。

5
6

・財産処分について、当初の貸付け目
的に照らしての妥当性や形態を鑑みる
ことなく一律に繰上償還の猶予を認め
ることは困難であるが、公用若しくは
公共の用に供するため、又は住民福祉
の向上に資するため、財政融資資金に
より取得した財産等を所定の用途以外
に使用変更しようとする場合で、やむ
を得ない理由があると認められる場合
は、現行の規定により対応可能であ
る。
なお、個別具体的なことについては、
財務局にご相談願いたい。
・本件は、公営住宅の有効活用という
個別具体的な要望なので、補助金交付
官庁の運用の問題として処理されるべ
きものである。

要望内容は実現できるの
か、確認されたい。

・5
・6

・-
・

・財産処分について、当初の貸付け目的に
照らしての妥当性や形態を鑑みることなく
一律に繰上償還の猶予を認めることは困難
であるが、公用若しくは公共の用に供する
ため、又は住民福祉の向上に資するため、
財政融資資金により取得した財産等を所定
の用途以外に使用変更しようとする場合
で、やむを得ない理由があると認められる
場合は、現行の規定により実現可能であ
る。
なお、個別具体的なことについては、財務
局にご相談願いたい。
・  本件に係る転用については、承認の判
断を行うこととされている国土交通省が対
応すべき問題である。

㈱東京リー
ガルマイン
ド

「民間事業
者」の範囲 3078 3078010 071630

民間委託先を
株式会社等の
事業法人に限
定

行政サービスの民間委託先を株式
会社等の普通法人に限定

行政サービスの委託先を普通法人に
限定し、民間事業者による入札・プ
ロポーザルによるコンペティション
を通じて、リーズナブルな行政サー
ビスを実施する。

民間活力による地域経済の活性
化を実現させるため 6

㈱北海道二
十一世紀総
合研究所

行政サービ
スの民間委
託推進に向
けた地域
データベー
ス構築

3037 3037010 071640

行政保有資産
（台帳等）の
公表と電子化
によるメンテ
ナンス計画の
策定

１．データベース構築のための行
政保有データの民間への開放推進
２．民間化に向けたデータベース
構築のための資金助成措置の拡充
（従来のPFI事業計画策定補助の内
容の拡大→PFI指針策定や計画策定
のみでなく、PPP推進に向けたデー
タ整備も対象とする）

１.台帳ベースで記録されている行政
データ（特に財産データ）の電子化
の推進
２．電子化による行政財産の長期メ
ンテナンス計画の策定（民間委託の
ための基盤づくり）
３．上記事業を民間主体で実施

公共分野の民間へのアウトソー
シング拡大のためには、行政財
産や行政サービスについての
データ整理や量的な把握が不可
欠である。特に、データベース
の構築が求められる。この問題
解決を図るためには、行政財産
の現状に関するデータを民間に
開放するとともに、総合的な
データベースの作成を行う必要
がある。

平成13年5月24日
財理第1858号
「国有財産増減
及び現在額報告
書の調製等につ
いて」

インターネットを通じて情報提供
を行う「国有財産情報公開システ
ム」の中で、国有財産の所在地、
数量、使用状況等を地図情報と併
せて一件別に掲載した「国有財産
一件別情報」を情報提供してい
る。（財務省ホームページより閲
覧可能）

5 ―

国有財産のうち行政財産について
は、平成12年4月より情報提供を開
始。普通財産についても平成15年3
月より情報提供開始。これにより、
国が所有する財産については、すべ
て情報提供済み。
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愛媛県

しまなみ海
道住民総参
加の手づく
り観光振興
（観光・交
流・まちづ
くり）構想

2151 2151010 071650 観光業の起業
促進

○行政財産の民間貸与等による観
光産業の振興
・行政財産の民間への貸与、民間
による改築、転用や目的外使用の
承認
○しまなみ沿線を対象とした旅行
業（クルージングツアーや周遊ツ
アーの募集催行）の自由化
・ＮＰＯをはじめ地域住民が地域
の観光資源の周知・ＰＲを図る目
的で行うツアーについて旅行業法
の適用を除外
・利用する船舶についての要件を
緩和（漁船をクルージング船とし
て使用する際の検査の簡略化）

[具体的な取組み］
○しまなみ海道沿線の公共の主要観光・
物販はほとんどが国の補助事業を活用し
て建設されているため利用方法が制限さ
れているが、これらの行政財産を民間事
業者やＮＰＯ、個人が利活用できること
とし、建設に伴う初期投資を抑えること
により民間や地域住民の観光産業への参
入を促す。
○提案地域は特に、村上水軍にまつわる
歴史的・文化的観光資源が豊富であるこ
とから、歴史を活用した観光を推進する
ために、ＮＰＯ法人など歴史を語れる者
が簡易にツアーを催行できるようにした
り、複雑な海底に起因する激しい潮流の
もとで自然景観に溶け込んだしまなみ海
道の人工美を堪能できるよう、操船技術
に長けた者が特色あるクルージングツ
アーを催行したりできるよう旅行業法の
規定を緩和し、地域住民の持つ歴史や文
化の知識、技等を活用して地域資源を紹
介するツアーの催行を容易にし、地域に
根ざした観光産業を振興する。
○漁船をクルージング船として使用する
際に義務付けられている船舶安全法上の
中間検査を免除する。
[効　果]
観光業の起業が容易になる。
観光業を中心とした就業機会の確保
高齢者の活用

地方自治法及び補助金等に係
る予算の執行の適正化に関する
法律等により行政財産の目的外
使用が制限されているため、長
期経済不況の中、施設建設に伴
う初期投資がネックとなり、民
間事業者等の観光産業への参入
に支障をきたしている。

また、旅行業法の規定により
旅行ツアーを実施するには許可
を得る必要があるため、地域住
民が自発的に地域資源を活用し
て観光ツアーを実施しようとし
ても容易ではない。

さらに、漁船を使ったクルー
ジングが容易にできるよう、３
年ごとの検査を見直し、６年ご
との定期検査のみとする。

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第22条、同施
行令第13条及び
第14条

　補助事業等により取得し、又は
効用の増加した政令で定められて
いる財産（不動産等）は、各省各
庁の長の承認を受けないで補助金
等の交付の目的に反して使用、譲
渡、貸し付け等をすることはでき
ない。
　ただし、補助事業等の完了によ
り相当の収益が生じること等によ
り補助金等の全部に相当する金額
を国に納付した場合、及び各省各
庁の長が定める期間を経過した場
合は、この限りでない。

6

　本件は、観光施設等の有効活用と
いう個別具体的な要望なので、補助
金交付官庁の運用の問題として処理
されるべきものである。

山方町
廃校利用と
都市交流 1007 1007010 071660

・補助事業等
により取得し
た財産の処分
制限の解除
・廃校利用へ
の民間参入と
税制優遇

・町が交流拠点施設として廃校を
改修する際、リニューアル債の活
用を認めるとともに償還金金利を
地方交付税に算入
・改修した廃校をNPO法人や民間企
業等への貸与を認め、営利事業と
なる都市農村交流事業の拠点施設
として活用する
・事業運営するＮＰＯ法人等が、
運営資金として、民間から資金を
集めた場合、その資金に対する優
遇税制措置

 NPO法人等が廃校を野外活動やコ
ミュニテイ・ビジネス活動の拠点施
設として活用する。それに伴い体験
活動を指導する地域の人材の活用や
地域特産物の活用が図られ、地域雇
用の創出や経済効果が得られる。

 地域の拠点となっていた学校の
廃校により、地域が停滞してい
る。この施設を民間事業者等に
開放し都市交流を図り活気を取
り戻し、荒廃が進んでいる農地
や文化伝統を継承する。

・①補助金等に係る
予算の執行の適正化
に関する法律第22
条、同施行令第13条
及び第14条
・租税特別措置法 41
の19、66の11の2、租
税特別措置法施行令
39の22の2

・　補助事業等により取得し、又は効用
の増加した政令で定められている財産
（不動産等）は、各省各庁の長の承認を
受けないで補助金等の交付の目的に反し
て使用、譲渡、貸し付け等をすることは
できない。
　ただし、補助事業等の完了により相当
の収益が生じること等により補助金等の
全部に相当する金額を国に納付した場
合、及び各省各庁の長が定める期間を経
過した場合は、この限りでない。
・ＮＰＯ法人のうち一定の要件を満たす
ものとして国税庁長官の認定を受けたも
の（認定ＮＰＯ法人）に対する寄附金
は、寄附金控除等の優遇措置の対象とさ
れる。

・6
・3:対応
は不可能
新たな税
財政措置
を伴うも

の

・6:①本件は、統廃合等により廃校となっ
た学校施設の有効活用という個別具体的な
要望なので、補助金交付官庁の運用の問題
として処理されるべきものである。②交付
税に算入するか否かについては一義的には
総務省から答えるべき
・3:対応は不可能
新たな税財政措置を伴うもの

静岡県 静岡政令県
構想

1325 1325040 071670

省エネ法に基
づくエネル
ギー管理指定
工場に関する
事務

現在、経済産業省関東経済産業局
に報告されている県内のエネル
ギー管理指定工場におけるエネル
ギー使用量の報告等の事務を、政
令県に全て移譲

・エネルギーの効率的利用の推進、
多様な自然環境の保全と復元、森
林・林業の多面的機能の発揮など
様々な政策手法を組み合わせて、地
域における環境に関する総合的な事
務事業を実施する。
・環境に関する多くの事務事業権限
を移譲し、政令県の自主性・主体性
に委ねることにより、地域において
受益と負担の明確化が図られ、真に
住民に必要な行政サービスを地方自
らの責任で効率的・効果的に実施す
ることが可能となる。

　大量生産・大量消費・大量廃
棄を基調とした経済社会システ
ムから、最適生産・最適消費・
最少廃棄を基調とする経済社会
システムへの変革を促進し、
「環境の世紀」にふさわしい
“美しい地球文明”のモデル県
をめざすためには、電源三法交
付金の交付事務、国立公園内の
行為の許認可、国有林野の管理
などの行政権限を可能な限り一
元化し、総合的に推進すること
が最も効率的・効果的である。

6 ―

国立公園内の行為の許認可について
は環境大臣の所掌、国有林野の管理
については農林水産大臣の所掌であ
る。

静岡県
静岡政令県
構想 1325 1325420 071680

生活衛生同業
組合の振興計
画の認定及び
振興計画の実
施状況の報告

生活衛生同業組合及び生活衛生同
業小組合の振興計画に係る認定権
限を国が全国統一基準を定めた上
で政令県に移譲する。また、振興
計画の実施状況の報告先を政令県
とする。

・地震対策、風水害対策、土砂災害
防止対策、大規模火災等への対策、
感染症の予防とまん延防止の推進、
食品・医薬品の安全の確保など様々
な政策手法を組み合わせて、地域に
おける安全社会づくりに関する総合
的な事務事業を実施する。
・安全社会づくりに関する多くの事
務事業権限を移譲し、政令県の自主
性・主体性に委ねることにより、地
域において受益と負担の明確化が図
られ、真に住民に必要な行政サービ
スを地方自らの責任で効率的・効果
的に実施することが可能となる。

　東海地震等による災害や健康
危機管理等への万全な備えがな
され“安全社会”づくりをめざ
すためには、簡易ガス事業の許
認可、河川管理、食品衛生法に
規定する総合衛生管理製造過程
を経て食品を製造し、又は加工
することについての承認などの
行政権限を可能な限り一元化
し、総合的に推進することが最
も効率的・効果的である。

6
所管外である。（厚生労働省から地域再生
本部に連絡済みとのこと）
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磐梯町

仏都・会津
のシンボル
磐梯町への
定住化構想
(過疎地域
からの脱却
のための地
域再生）

1232 1232030 071690

事業主体の町
とＰＦＩ事業
者の合同実施
の認定

補助事業の事業主体を拡大し、町
とＰＦＩ事業者などの組み合わせ
た形でも対象とする

事業主体の拡大を図ることにより、
ＰＦＩを含む民間と町との新たな共
同事業を取り組むことにより新規雇
用の創出が図られる。

民間を含む新たな事業主体を認
定することにより、雇用の拡大
と市場の活性化が図られる。

6

補助金の交付の可否は、事業を所管する各
省庁からの要求をもとに個別の各事業分野
ごとに判断されるべき問題であり、一義的
には各省庁において対応すべきものと考え
る。

平田村

平田ICを活
用した地域
活性･交流
促進事業構
想

1271 1271010 071700

国と県で二元
化している醸
造施設に対す
る補助体制の
一元化

醸造施設に対する補助金の統合化
を進め、また窓口を一本化する。

冷涼な気候で醸造適地と言われる立
地条件を活かした醸造技術研究開発
や平田村産酒造好適米･新酵母菌を使
用した新ブランド高品質酒や、｢モル
トランド｣で熟成した高付加価値原酒
の製造･販売を、平田村･東京農業大
学･民間企業と連携しながら実施し、
地域活性化、広域･観光交流の活性化
を促すものです。
また、新たな商品開発は村の特産品
となるとともに、製造者の生き甲斐
等にもつながるものです。

醸造施設に対する補助金がバラ
バラに行われていて使い勝手が
よくないので統合化し、窓口も
一本化していただきたい。

3 新たな従来型の税財政措置を伴うもの
窓口の一本化について、
提案の趣旨を踏まえ検討
されたい。

3
醸造施設等に対する補助事業は現行制度
では存在しないため、そもそも窓口の一本
化を議論することはできない。

滝川市
バイオマ
ス・ランド
たきかわ

1391 1391030 071710

・産廃受入れ
にかかる補助
金適正化法規
制緩和

　国庫補助を一般廃棄物処理施設
で受けたメタン発酵施設の産廃受
入れに係る補助金返還の要件緩和

・滝川市が加入する一部事務組合が
運営している広域生ごみメタン発酵
施設において、産廃として焼却また
は埋立されている食品残渣を受け入
れたい

・一般廃棄物処理施設として国
庫補助を受け建設したため、産
廃を受入れした場合には補助金
の返還があり有用な資源である
食品残渣を受入れできない

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第22条、同施
行令第13条及び
第14条

　補助事業等により取得し、又は効用の
増加した政令で定められている財産（不
動産等）は、各省各庁の長の承認を受け
ないで補助金等の交付の目的に反して使
用、譲渡、貸し付け等をすることはでき
ない。
　ただし、補助事業等の完了により相当
の収益が生じること等により補助金等の
全部に相当する金額を国に納付した場
合、及び各省各庁の長が定める期間を経
過した場合は、この限りでない。

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律に
おいて、廃棄物処理施設の整備に係る費
用の一部に対して補助することができる
とされている。

6

　本件は、廃棄物処理施設の有効活
用という個別具体的な要望なので、
補助金交付官庁の運用の問題として
処理されるべきものである。

神戸市 神戸港再生
構想

2023 2023070 071720

補助金返還要
件の緩和によ
る再開発事業
の促進

公共クレーンを売却する場合にお
ける、震災復興時に投入された国
庫補助金返還の免除

阪神・淡路大震災により被災した神
戸港の港湾施設をを復旧したが、震
災以降利用率が下がっている。施設
の有効利用を図るための処分にあた
り、国庫補助金の返還が必要となる
が、この国庫補助金の返還を免除さ
れることにより、神戸港の財政支援
に寄与し、神戸港の活性化につなが
る。

公共クレーンを売却する場合に
おいて、震災復興時に投入され
た国庫補助金の返還が必要とな
るが、基本的に機能回復するた
めに投入された費用であり、こ
の費用を返還をすることは、港
湾管理者の負担となっている。

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第22条、同施
行令第13条及び
第14条

　補助事業等により取得し、又は
効用の増加した政令で定められて
いる財産（不動産等）は、各省各
庁の長の承認を受けないで補助金
等の交付の目的に反して使用、譲
渡、貸し付け等をすることはでき
ない。
　ただし、補助事業等の完了によ
り相当の収益が生じること等によ
り補助金等の全部に相当する金額
を国に納付した場合、及び各省各
庁の長が定める期間を経過した場
合は、この限りでない。

6

　本件は、港湾施設等の有効活用と
いう個別具体的な要望なので、補助
金交付官庁の運用の問題として処理
されるべきものである。
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岡山県
ＩＴフロン
ティア岡山
の創造

2164 2164030 071730

国庫補助で整
備した地域公
共ネットワー
クの全面開放

総務省の地域イントラネット基盤
施設整備事業、広域的地域情報通
信ネットワーク基盤施設整備事
業、地域インターネット導入促進
事業により整備した地域公共ネッ
トワークを、ラストワンマイルの
整備に活用できるよう、民間通信
事業者に無条件に開放。

地域公共ネットワークを活用して民
間通信事業者によるＣＡＴＶ、ＤＳ
Ｌ、無線ＬＡＮなどの事業展開を推
進することにより、高速インター
ネットカバー率１００％を早期に実
現し、全県域におけるＩＰｖ６網の
整備を促進する。

過疎・中山間地域等条件不利地
域へのラストワンマイル整備の
ためには、国庫補助により整備
した地域公共ネットワークを民
間通信事業者へ開放することに
より、進出コストを低減するこ
とが不可欠である。

補助金等に係る予算
の執行の適正化に関
する法律第22条、同
施行令第13条及び第
14条

　補助事業等により取得し、又は効用の
増加した政令で定められている財産（不
動産等）は、各省各庁の長の承認を受け
ないで補助金等の交付の目的に反して使
用、譲渡、貸し付け等をすることはでき
ない。ただし、補助事業等の完了により
相当の収益が生じること等により補助金
等の全部に相当する金額を国に納付した
場合、及び各省各庁の長が定める期間を
経過した場合は、この限りではない。

6

　本件は、地域公共ネットワークの有効活
用という個別具体的な要望なので、補助金
交付官庁の運用の問題として処理されるべ
きものである。

八戸市

ゼロエミッ
ションとマ
イクログ
リッドによ
る八戸地域
再生構想

1131 1131020 071740

補助事業の取
得用地に対す
る、処分制限
を適用しない
特例条項の設
定

補助金等に係る予算の執行の適正
化に関する法律施行令第22条ただ
し書きに規定する政令で定める場
合に、地方自治体による新エネル
ギー発電機器設置等、本来の補助
事業を害しない範囲で導入され、
かつ社会的・地域的に価値のある
ものについて規定する。

地方公共団体が、補助事業等により
取得した下水道処理場の用地等を、
本来の目的を阻害しない範囲で、下
水道処理から発生するバイオマスエ
ネルギーである、メタンガスなどを
有効に活用するために、同用地内に
発電機器・熱供給機器・近隣地域へ
の配電設備などを設置する際に、従
来の法規制を緩和し、財産の処分の
制限を適用しないものとし、もっ
て、市街地における新エネルギー等
の導入を促進する。

現在、独立行政法人NEDOからの
委託事業を受け、新エネルギー
のみを利用した実証研究を行っ
ている。この実証研究は、汚水
処理から生じたメタンガスを用
いて熱併給を行い、かつ電力に
ついては近隣へ送電する計画で
ある。この計画に伴い、国土交
通省と協議し、現在は「目的外
使用」により下水処理用地を使
用しているが、今後、法に基づ
き補助金返還を要求されれば、
発電施設・送電施設の運用が困
難となる。

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第22条、同施
行令第13条及び
第14条

　補助事業等により取得し、又は
効用の増加した政令で定められて
いる財産（不動産等）は、各省各
庁の長の承認を受けないで補助金
等の交付の目的に反して使用、譲
渡、貸し付け等をすることはでき
ない。
　ただし、補助事業等の完了によ
り相当の収益が生じること等によ
り補助金等の全部に相当する金額
を国に納付した場合、及び各省各
庁の長が定める期間を経過した場
合は、この限りでない。

6

　本件は、下水道処理場の用地等の
有効活用という個別具体的な要望な
ので、補助金交付官庁の運用の問題
として処理されるべきものである。

珠洲にラス
ベガスを創
る研究会

観光立国に
即した対内
直接投資推
進地域（観
光立国エク
スペリメン
ト・グラン
ド・プロ
ジェクト）

3044 3044010 071750

対内直接投資
推進事業と国
際観光を大き
く結びつけ、
能登半島珠洲
市において大
きく展開す
る。

観光立国の集中支援と対内直接投
資事業を抱き合わせし、半島振興法
の指定地域である石川県珠洲市に
指定地域を設け、事業税の免除や減
税、建築基準法の緩和、用地取得の
為の財政支援措置や国有地としての
代行取得、国際化に対応するための
教育施設の進出に対しての優遇措
置、外資企業誘致に係る費用の支援
拡大、海外からの観光客に対しての
ビザの免除、観光に関する珠洲市の
権限を政令指定都市並みの権限委
譲、観光に関して必要と認めた沿岸
付近に対しての規制の大幅な緩和を
求めるものである。

対内直接投資推進事業と国際観光を
大きく結びつけ、能登半島珠洲市に
おいて大きく展開する。

日本国としてみた観光に係るお
金の動きは、イン１に対しアウ
ト４となっており、完全なる出
超状態となっております。先進
諸国ではインが大きく、この現
状を是正する必要性が今後さら
に重要視されるでしょう。
現在の製造中心の産業構造では
発展途上国には大枠としては太
刀打ちできない状況が訪れると
思われます。その為、他先進諸
国のように、付加価値のある
サービス産業、即ち国際観光に
シフトすべく、政府は観光立国
関係閣僚会議などを設けていま
す。今後は大きな重点国策とし
て更に脚光を浴びる事と考えて
います。
能登半島の珠洲市蛸島町の鉢ヶ
崎リゾート周辺には、海あり山
ありの広大な敷地（最大１００
万坪まで可能）は日本でまれな
敷地であると考えます。

6 地方税に係る提案であるため。

提案者は、用地取得の為
の財政支援措置や国有
地としての代行取得につ
いても要望しており、これ
について検討し回答され
たい。

６
３：新たな
税財政措置
を伴うもの

地方税に係る提案であるため。　また要望
の内容は新たな税財政措置を伴うものであ
る。
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　高郷村

太古のロマン
あふれる

川と緑の里た
かさと

～　村はま
るごと
夢博物館

～

1150 1150020 071760

都市交流によ
る受入れとさ
らには、温泉
保養施設の施
設拡充のため
宿泊施設整備
の支援措置

現制度の宿泊施設等補助事業は採
択条件も厳しく、当時の保養施設
整備時では建設が不可能であっ
た。今回、施設利用者（村外）の
中からも宿泊施設整備の要望も高
いうえ、誘客を期待し計画をして
いる。地域再生のため、地域の経
済効果や雇用創設を図るねらいで
あり、従来のような投資的効果を
追従するばかりの問題ではない。
また、補助事業により建設した施
設の目的外利用に対する規制（補
助金適化法）の緩和も提案する。

都市交流の受け入れと温泉保養施設
の利用客の宿泊を目的とする宿泊施
設の建設を計画している。
建設場所　温泉保養施設敷地内
建築規模　２階建　1,000㎡　客室１
０室
研修・ホール・食堂・厨房・

現補助制度採択要件に該当しな
く、さらには財源不足により計
画実施を断念していた。今回、
補助と地方債の組み合わせの制
度改正を提案し、念願の施設を
整備したい。

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第22条、同施
行令第13条及び
第14条

　補助事業等により取得し、又は
効用の増加した政令で定められて
いる財産（不動産等）は、各省各
庁の長の承認を受けないで補助金
等の交付の目的に反して使用、譲
渡、貸し付け等をすることはでき
ない。
　ただし、補助事業等の完了によ
り相当の収益が生じること等によ
り補助金等の全部に相当する金額
を国に納付した場合、及び各省各
庁の長が定める期間を経過した場
合は、この限りでない。

6

　本件は、宿泊施設等の有効活用と
いう個別具体的な要望なので、補助
金交付官庁の運用の問題として処理
されるべきものである。

愛知県豊田
市

都市農山村
共生活性化
構想

1192 1192070 071770

既存公共施設
の再生・有効
活用に係る連
携

補助金等に係る予算の執行の適正
化に関する法律、施行令の利便性
向上により、国庫補助施設の目的
外利用の手続き簡素化に伴い、そ
の再生・有効活用するための施策
について連携を図る。｢地域資源の
再生・有効活用、地域資源活用促
進事業（総務省）｣

国庫補助を受けた廃校予定の学校施
設等を利用しての、地域連携交流促
進施設建設を促進して、都市住民の
農林業や山村地域住民との交流を活
発化させることにより、地域活性化
を促す。

国庫補助施設の目的外利用が認
められ、かつその利用促進策を
連携させることにより事業の推
進の円滑化が図れる。

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第22条、同施
行令第13条及び
第14条

　補助事業等により取得し、又は
効用の増加した政令で定められて
いる財産（不動産等）は、各省各
庁の長の承認を受けないで補助金
等の交付の目的に反して使用、譲
渡、貸し付け等をすることはでき
ない。
　ただし、補助事業等の完了によ
り相当の収益が生じること等によ
り補助金等の全部に相当する金額
を国に納付した場合、及び各省各
庁の長が定める期間を経過した場
合は、この限りでない。

6

　本件は、統廃合等により廃校と
なった学校施設の有効活用という個
別具体的な要望なので、補助金交付
官庁の運用の問題として処理される
べきものである。

会津高田町 雇用創出再
生事業

1014 1014010 071780

　過疎地域自立
促進特別措置法
第３１条の措置
期間１０年に延
長

①過疎地域自立促進特別措置法第
３１条、地方税の課税免除及不均
一課税の措置期間を１０年に延長
するとともに基準財政収入額から
の控除期間もあわせて延長して欲
しい。また、町民税の法人税割に
ついても同様の措置を新設して欲
しい。
②上記の措置分を町では基金を設
置し積立を行い、企業の新規採用
に対して支援金を交付する。
③町村合併に係る建設計画の中
で、工業地域内に複合文化施設を
計画しているが、工業用地造成に
係る補助金の返還措置を免除して
欲しい。

財政状況の厳しい中で、雇用創出に
向けた支援財源を確保するため、課
税免除措置による財源を新規雇用し
た企業に対し交付する。

 過疎地域自立促進特別措置法第
３１条、地方税の課税免除及不
均一課税の措置では企業が積極
的に立地するメリットとしては
薄いため、措置する期間を１０
年に延長するとともに基準財政
収入額からの控除期間もあわせ
て延長して欲しい。また、町民
税の法人税割についても同様の
措置を新設することにより、企
業立地の促進を図る。

6 地方税に係る提案であるため。

大東町・加
茂町・木次
町・三刀屋
町・吉田
村・掛合町
合併協議会
大東町、加
茂町、木次
町、三刀屋
町、吉田
村、掛合町

生命と神話
が息づく新
しい日本の
ふるさとづ
くり
ふるさと行
政効率化構
想

2134 2134010 071790
一部事務組合
等の変更の際
の規制緩和

市町村合併の枠組みと既存の一部
事務組合の構成市町村が異なるこ
とから、補助金等に関わる規制の
特例。

本地域のＣＡＴＶの場合、一部事務
組合の解散、新たな一部事務組合の
設置が必要となる。一部事務組合の
離合を行う場合には、施設整備の際
の補助金の返還や電気通信の許認可
に関する規制が生じるため、特例を
求めるもの。事務組合の業務を新市
で一体となってすすめることで住民
サービスの向上、効率的な行政財産
運営、市民と行政一体となった地域
情報化施策の推進を図る。

補助金等に関する規制の緩和に
より、新たな一部事務組合の設
立が必要なくなり、行政区域と
一体となって、サービスを展開
することが可能となる。

6
　本件は、補助金の交付対象に係る個別具
体的な要望なので、補助金交付官庁の運用
の問題として処理されるべきものである。
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福島県
ベンチャー
ランドふくし
ま

1197 1197030 071800

ベンチャー企業
の官公需への
積極的な登用を
図ると共に、国
がそれを認定す
るような制度の
創設

ベンチャー企業の創出と存続を支援
するため、地方自治体が積極的にベ
ンチャー企業が開発した製品や、技
術を登用することは既に各自治体で
も実施されているところであるが、ベ
ンチャー企業がさらに市場を他県、他
地域に求めたときに、どうしても実績
のなさや、経営的な安定性がないこ
とから、参入できない状況であるた
め、国がベンチャー企業を認定する
ような制度を制定し、その認定を受け
たベンチャー企業は全国で官公需の
入札等に参加できる資格認定制度を
制定する。

官公需の発注に際して、ベンチャー企
業の信頼度を認定する全国的な一律の
制度を設け、一定の要件（経営状況や
客観的機能性や信頼性などが確認でき
ること等）を満たし認定を受けたベン
チャー企業は、受注実績の有無にかか
わらず官公需に参加できる仕組みを創
設する。

官公需については、実績を重視し
た発注先の選考方法をとっており、
実績を有しないベンチャー企業等
は官公需への参入が実質困難な状
況にある。

１　関連法令  予算決
算及び会計令（昭和22
年勅令第165号）第72
条
２　財務省所管の物品
製造等の契約に係る
競争参加者資格審査
事務等取扱要領の制
定について　　（平成
12年12月27日蔵会第
4095号）
３　財務省所管の建設
工事等の契約に係る
競争参加者資格審査
事務等取扱要領の制
定について（平成12年
12月27日蔵会第4096
号）

物品製造等に要する資格審査は総務省に
おいて、一元的に実施しており、新規設立法
人等の資格審査申請については、最初の決
算前であれば、財務諸表類の提出は不要と
するなどの特例措置を設けて運用していると
ころである。　　　　　　　　　　　　　一方、建設
工事等に要する資格審査は各省において、
実施しているところであり、財務省において
は、新規設立法人等の資格審査申請につい
ては、最初の決算直後に資格を得ようとする
者に配慮して、随時に資格審査申請ができ
るようにして運用しているところである。

5

１　財務省所管の物品製造等の契約に係る競
争参加者資格審査事務等取扱要領の制定に
ついて　　（平成12年12月27日蔵会第4095号）
中の資格審査申請受付処理要領第5章その他
５－３新規設立法人等の申請を適用すること
により対応可能である。
２　財務省所管の建設工事等の契約に係る競
争参加者資格審査事務等取扱要領の制定に
ついて（平成12年12月27日蔵会第4096号）第６
（申請署の提出及び資格審査の時期）を適用
することにより対応可能である。

要望内容は実現できるの
か、確認されたい。 6 -

官公需についての中小企業者の受注の確
保に関する法律を主管する省庁は中小企
業庁であるため。

堺市
中心市街地
賑わい再生
構想

2089 2089010 071810

中心市街地整
備における国
の総合窓口の
設置

地域再生本部に国有財産の活用に
関する総合調整窓口を設置

本市では、中心市街地において市役
所２期庁舎、大阪地裁堺支部の建替
え、合同庁舎整備、市民交流広場整
備等の事業を進めている。当該事業
推進にあたり国有地財産に関して、
各国機関と個別協議の必要があるた
め、調整に相当の時間を要してい
る。地域再生本部において国有財産
地に関する各府省との総合調整窓口
を設置することにより、円滑な事業
推進を図る。

各省庁との調整を円滑に進める
ため。

当初の検討要請に対
し、担当省庁全てが分
類「６」と回答したため、
当室にて検討したとこ
ろ、貴省が担当省庁と
考えられる。ついては、
提案内容が実現できな
いか、検討し回答され
たい。

- -

協議の事務的な窓口の一元化につい
ては該当地域によって事情が異なるた
め、今回の提案については今後具体
的に関係する省庁が判明した時点で、
どの省庁が窓口になり得るか等関係省
庁間での事務的な検討が必要になると
考える

静岡県 静岡政令県
構想

1325 1325110 071820
租税特別措置
法に定める非
課税証明

租税特別措置法に定める基準に適
合した病院として建替えをする場
合に認めれられる特別償却に係る
証明事務を政令県に委譲する。
公益法人等の行う医療保健業で収
益事業に該当しないものの用件の
証明事務を政令県に委譲する。

・質の高い医療サービスの提供と人
材の確保、地域に根ざした保健・福
祉サービスの提供、子どもが健やか
に生まれ育つ県づくりの推進、障害
のある人に対するサービスの充実な
ど様々な政策手法を組み合わせて、
地域における安心社会づくりに関す
る総合的な事務事業を実施する。
・安心社会づくりに関する多くの事
務事業権限を移譲し、政令県の自主
性・主体性に委ねることにより、地
域において受益と負担の明確化が図
られ、真に住民に必要な行政サービ
スを地方自らの責任で効率的・効果
的に実施することが可能となる。

　健康長寿をめざしながら、年
齢、性別、障害の有無等にとら
われず、お互いの人権や価値観
を尊重しながら、多くの活躍の
場を持って心豊かに過ごせるよ
うにすることを基本目標に、健
康福祉の充実や社会参加の促進
など、健康で心ふれ合う“安心
社会”づくりをめざすために
は、保険医療機関の指導・監
督、政府管掌健康保険の事業運
営、生活保護法に規定する指定
医療機関、介護機関の指定及び
監督などの行政権限を可能な限
り一元化し、総合的に推進する
ことが最も効率的・効果的であ
る。

当初は、財務省に対し
ては検討要請は行わ
なかったが、要望の内
容は、租税特別措置法
に定める非課税証明
書に関するものであ
り。提案内容が実現で
きないか、検討し回答
されたい。

３：対応は
不可能

３：対応は不可能
これらの措置の適用要件を満たしてい

ることの証明事務は、
・　国税の措置にかかる証明であり、国

の行うべき事務であること、
・　適用要件の適否は全国一律の基準

で判断される必要があること
から、厚生労働大臣又はその指揮下に
ある地方厚生局長が証明を行うことと
されている。本提案のように地方公共
団体が個々に証明を行うことは適当で

はない。

志木市
活き活きま
ちづくり構
想

1362 1362010 071830
地域通貨(無期
限型)の発行及
び流通

現在期限付きの「前払い式証票」
の恒常的な利用の認定。

市内限定の地域通貨を発行すること
により他市への購買力の歯止めを図
り、市内商店の商業振興を図る。

現在期限付きの「前払い式証
票」の恒常的な利用の認定。
「紙幣類似証券取締法」の抵触
解除

紙幣類似証券取締法

地域通貨は紙幣類似証券取締法との関係
が問題になり得るが、一般的に「どこで
も、誰でも、何にでも」利用できるもの
ではないことから、直ちに同法に抵触す
るとは考えていない。

提案内容から貴省が担当
と思われるので、検討し
回答されたい。

5

地域通貨と紙幣類似証券取締法の関係は
（38．制度等の現状）に記載したとおり
であり、今回の提案についても、直ちに
同法に抵触するとは考えていない。
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称
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再生構
想管理
番号

b.支援措置
提案事項管

理番号

c.管理
コード

27.地域再生の
ための支援措
置に係る提案

事項
（事項名）

28.地域再生のための支援措置に係
る提案事項の内容 31.具体的事業の実施内容 32.提案理由

37.提案事項に関連す
る法令、告示、通達等

の定め
38.制度等の現状

39.措置等
の分類

40.措置
等の方

法
41.措置等の概要（対応策）

44.地域再生推進室から
各府省庁への再検討要
請

45.「措置等
の分類」の
見直し

46.「措
置等の
方法」
の見直
し

47.再検討要請に対する各府省庁から
の回答

新座市

新座市「観
光による地
域再生」構
想

1312 1312040 071840
新規創業者融
資制度の条件
緩和

　観光地整備事業の一つとして、うど
ん・そば等の産業集積を行うに当たっ
て、新規事業者向けの国（国民生活
金融公庫）の事業者向け融資制度に
ついて、当該地域に限り一定の条件
緩和をすることにより、新規開業につ
いて優遇制度を設ける。
　現状、同融資制度については、融
資申込みに当たって、①雇用創出を
伴う事業を行うこと、②技術やサービ
ス等に工夫を加え、多様なニーズに
対応する事業を始められる等の諸要
件が該当要件であるほか、運用で自
己資金５０％以上あることや職務経
験等厳しい要件が掲げられている。
　こうした諸要件を、当該地域・業種
について、市の発行する紹介状等を
交付することにより、国民生活金融公
庫からの融資を受け易くすることを提
案する。

　市中央部の観光地の整備に当たり、う
どん・そば等の産業集積を図るが、新規
事業の開拓及び雇用の促進を図る観点
から、当該地域・業種に限って、現行の
「新創業融資制度」（国民生活金融公
庫）を利用し易くする。
　具体的には、当融資制度の申込みに
当たって、市を窓口にし、開業に当たっ
て市が事業計画等を指導するが、この
際に、市の観光基本計画に合致した創
業者については、市が国民生活金融公
庫に対して、紹介状を交付する。
　この紹介状をもって、国民生活金融公
庫は、当該融資申込者への融資につい
て、特段の配慮を図っていただく。

　現行の同制度は、融資申込みに
当たって、①雇用創出を伴う事業を
行うこと、②技術やサービス等に工
夫を加え、多様なニーズに対応す
る事業を始められる等の諸要件が
該当要件であるほか、運用で自己
資金５０％以上あることや職務経験
等厳しい要件が掲げられている。
　このことが、新規事業者の資金調
達を困難にし、開業する妨げになっ
ている。

3 ご提案については、新たな予算措置が前提となり、
不可能である。 3

新規開業支援資金の融資条件は、新規事業者の事業
の継続と返済能力の確実性を担保する条件でありこと
から、融資条件の緩和の提案に対しては、新たな財政
負担に繋がらないよう慎重に検討する必要がある。
ご提案の内容は、現行制度の枠組みを大幅に超えた
取扱いとなるため、事業の継続性や返済リスクの算定
は極めて困難であり、新たな財政負担に繋がる蓋然性
が極めて高いと判断されることから対応は困難であ
る。

福井県
創業バリア
フリー日本
一構想

1089 1089010 071850
中小企業の資
金調達要件の
緩和

・国民生活金融公庫の新創業融資制
度における自己資金要件を緩和する

提案している支援措置とともに、本県独
自の「開業特別支援資金」においても、
自己資金要件を撤廃したり、第三者保
証人を不要とする制度を設けることと
し、全国で最も中小企業の新規創業を
容易にする環境を整備する。

現状の制度では、新規創業時にあ
る程度の資力のある者しか融資が
受けられず、新規創業の支障となっ
ている。

　自己資金要件については国民生活金融公庫法
第19条　業務方法書に定めており、緩和にはそ
の改正が必要。

3 ご提案については、新たな予算措置が前提となり、
不可能である。 3

新規開業支援資金の融資条件は、新規事業者の事業
の継続と返済能力の確実性を担保する条件でありこと
から、融資条件の緩和の提案に対しては、新たな財政
負担に繋がらないよう慎重に検討する必要がある。
ご提案の内容は、現行制度の枠組みを大幅に超えた
取扱いとなるため、事業の継続性や返済リスクの算定
は極めて困難であり、新たな財政負担に繋がる蓋然性
が極めて高いと判断されることから対応は困難であ
る。
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